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1. 工事計画認可申請における書類作成に当たっての基本的考え方 

 

【工事計画認可申請書に記載すべき内容】 

（本文） 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」とい

う。）に適合させるために必要な詳細設計の内容 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設

置許可基準規則」という。）への適合性を確認するための設備の仕様を決定する上での設計方

針（設備と一体となって適合性を担保する運用を含む）を基にした詳細設計の内容 

（添付書類） 

・それらの具体的な考え方，実現方法及びその根拠 

 

工事計画認可申請書の書類構成のイメージ図を別紙1に示す。 
 

【本  文】 

詳細設計の具体的な内容は以下の記載方針の通り。 

本文記載箇所 記載方針 

1 要目表 

・「工事計画認可申請書に記載すべき内容」のうち，「実用発電用原子炉の設

置，運転等に関する規則」（以下「実用炉規則」という。）の「別表第二」

（以下「別表第二」という。）の中欄に該当する設備について，発電用原子炉

施設の種類ごとに定められた事項を記載する。 

2 
基 本 設 計

方針 

・「工事計画認可申請書に記載すべき内容」のうち，要目表で記載した以外につ

いて，以下の考え方で作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置変更許可本文記載の工事計画認可申請対象設備に関して，設置変更

許可との整合性を確保する観点より設置許可基準規則に適合させるため

「設備設計方針」や設備と一体となって適合性を担保するための「運用」

を基にした詳細設計が必要な設計要求事項を記載する。 

(b) 技術基準規則の本文・解釈への適合性の観点で，設置変更許可本文以外

で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合は，その理由を「各条文の設

計の考え方」に明確にした上で記載する。 

   ・自主的に設置したものは原則記載しない。 

設置許可基準規則 

設置変更許可 本文 

技術基準規則及びその解釈 

基本設計方針 

差分 

(a) 

(a) 

必要に応じ 

必要に応じ 
設置変更許可

添八，添十 (b) 
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本文記載箇所 記載方針 

   ・基本設計方針は，必要に応じて並び替えることにより，技術基準規則の 

    条文の並びとなるよう構成し，箇条書きとするなど表現を工夫する。ま  

       た，適用する設備毎に記載する。 

     ・作成にあたっては，必要に応じ，以下に示す考え方も反映し作成する。 

基① 

（手段

の明確

化） 

設置変更許可本文記載事項のうち，「性能」を記載している設計方

針は，技術基準規則への適合性を確保する上で，その「性能」を持

たせるための手段を特定できるように記載する。 

また，技術基準規則への適合性の観点で，設置変更許可本文に対

応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行

う。 

なお，手段となる「仕様」が要目表で明確な場合は記載しない。 

 

（例） 

【添八】難燃性ケーブルは，難燃性であることを実証試験にて確認

したケーブルを使用する設計とする。 

↓ 

【工認】難燃性ケーブルは，自己消火性を確認するためのＵＬ垂直

燃焼試験及び延焼性を確認するためのＩＥＥＥ３８３垂

直トレイ燃焼試験により，難燃性であることを確認したケ

ーブルを使用する設計とする。 

基② 

（運用

の担保

先の明

確化） 

設置変更許可本文記載事項のうち「運用」は，「基本設計方針」と

して，運用の継続的改善を阻害しない範囲で必ず遵守しなければな

らない条件がわかる程度の記載を行うとともに，運用を定める箇所

（ＱＭＳの二次文書で定める場合は「保安規定」を記載）の呼び込

みを記載し，必要に応じ，当該施設に関連する別表第二に示す添付

書類の中でその運用の詳細を記載する。 

また，技術基準規則の本文・解釈への適合性の観点で，設置変更

許可本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同

様の記載を行う。 

 

（記載例） 

原子炉容器の寿命中の疲労破壊及び脆性破壊を防止するために，

１次冷却設備は，加熱，冷却速度及び加圧に対して制限を設ける。 

↓ 

原子炉圧力容器の疲労破壊及び脆性破壊を防止するため，保安規

定に１次冷却材の温度及び圧力の制限範囲を定めて管理する。 

基③ 

（評価

に対す

る対

応） 

設置変更許可本文で評価を伴う記載がある場合は，工事計画にて

担保する条件を以下のいずれかの方法を使い分けることにより記載

する。 
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本文記載箇所 記載方針 

ⅰ．評価結果が示されている場合，評価結果を受けて必要となっ

た措置のみを工事計画の対象とする。 

ⅱ．今後評価することが示されている場合，評価する段階（設計

又は工事）を明確にし，評価の方法及び条件，その評価結果

に応じて取る措置の両者を工事計画の対象とする。 

基④ 

（該当

しない

条文） 

・技術基準規則第 10 条など，要求事項が該当しない条文について

は，該当しない旨の理由を記載する。 

・条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適合するもので

あることを確認する」という審査の観点を踏まえ，当該要求事項

の対象となる設備を設置しない旨を記載する。 

基⑤ 

（指針

等の引

用） 

技術基準規則の解釈等に示された指針・ＮＩＳＡ文書・他省令の

呼び込みがある場合は，以下の要領で記載を行う。 

 ・設置時に適用される要求など，特定の版の使用が求められてい 

  る場合は，引用する文書名及び版を識別するための情報（施行 

  日等）を記載する。 

 ・監視試験片の試験方法を示した規格など，条文等で特定の版が 

  示されているが，保守管理等の運用管理の中で評価する時点で 

  エンドースされた最新の版による評価を継続して行う必要があ 

  る場合は，保安規定等の運用の担保先の表示に加え，当該文書 

  名とそのコード番号（必要時）を記載する。（例：ＪＥＡＣ４２ 

  ０１－2007 の「－2007」は記載しない。） 

・解釈等に示された条文番号は，該当文書改正時に変更される可能

性があることを考慮し，条文番号は記載せず，条文が特定できる

表題（必要に応じ，上位の表題でも可能）で記載する。 

 

（例）48 条解釈 4号 

原子炉発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める

省令（平成二十四年経済産業省令第七十号）第四条から第十

六条まで，第十九条から第二十八条まで及び第三十条から第

三十五条までの規定は，設計基準対象施設に施設する電気設

備について準用する。 

↓ 

「原子炉発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定め

る省令」及びその解釈に定められた，感電，火災の防止，異

常の予防及び保護対策，電気的… 

・条件付の民間規格や設置変更許可の評価結果等を引用する場合

は，可能な限りその条件等を文章として反映する（記載例 1）。ま

た，設置変更許可申請書の添付を呼込む場合は，対応する本文の

タイトルを呼込む（記載例 2）。なお，文書名を呼込む場合におい

ても「技術評価書」の呼込みは行わない（記載例 3）。 
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本文記載箇所 記載方針 

 

（記載例 1）44 条解釈 2号 

第１号ハに規定する「漏えい試験ができる」とは，日本電気

協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規定」(JEAC4203-

2008)2.5 に定めるＢ種試験ができること。なお，総合漏えい

率の判定基準に見込む「漏えい増加要因を考慮した余裕係数」

を 0.2 とすること。 

↓ 

原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入口は，想定される漏

えい量その他の漏えい試験に影響を与える環境条件として，

判定基準に適切な余裕係数を見込み，日本電気協会「原子炉

格納容器の漏えい率試験規定」(ＪＥＡＣ４２０３)に定める

漏えい試験のうちＢ種試験ができる設計とする。 

 

 

 

（記載例 2）32 条解釈 1号 

…原子炉の設置（変更）許可申請書（以下設置許可申請書と

いう。）添付書類八に記載された仕様を満足するとともに，設

置（変更）許可申請書における評価条件と比較して非保守的

な変更がないこと… 

↓ 

非常用炉心冷却設備は，設置変更許可を受けた運転時の異常

な過度変化及び設計基準事故の評価条件を満足する設計とす

る。 

（記載例 3）42 条解釈 4号 

第 42 条に規定する「生体遮蔽」及び遮蔽設計の具体的仕様に

関する規定（第 2 項第 3号を除く。）は，日本電気協会「原子

力発電所放射線遮へい設計規定」(JEAC4615-2008)の事故時の

遮蔽設計に係る事項を除き，本文及び解説 4-5 に以下の条件

を付したものによること。 

 

(1) 4.1.2 の適用に当たっては，「実効線量が 1.3mSv/3 月

間以下となる区域は管理区域外として設定できる。」を

除き，…「超える区域」を「超えるおそれがある区域」

…と読み替えるものとする。… 

（日本電気協会「原子炉発電所放射線遮へい設計規程(Ｊ

ＥＡＣ４６１５-2008)に関する技術評価書」（平成 23 年

3 月原子力安全・保安院，原子力安全基盤機構取りまと

め）） 

↓ 

遮蔽設計は，実効線量が 1.3mSv/3 月間を越えるおそれがある

区域を管理区域とした上で日本電気協会「原子炉発電所放射

線遮蔽へい設計規程」（JEAC4615-2008）の通常運転時の遮蔽

設計に基づく設計とする。 

3 
工 事 の 方

法 

・工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステム」に定めたプロセス等に基づき記載する。 
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工事計画認可申請書の書類構成について 

 

 

施設別添付

図面 

共通添付図面 

その他の説明書 

強度に関する説明書 

耐震に関する説明書 

 
 

施設別添付資料 

…
 

・原子炉本体 

 

 

・
・

・
 

【 申請書（要目表・基本設計方針他）の構成 】 
【 添付書類の構成 】 

添付書類の目次 

申請範囲の目次 

補正を必要とする理由 

補正書 鑑 

(工事計画の一部補正に

ついて) 

別表の施設順に記載 

核燃料物質取扱施設 
基本設計方針 

(設備リスト含む) 

核燃料物質取扱施設 要目表 

原子炉本体 工事の方法 

原子炉本体 適用規格・基準 

原子炉

本体 
基本設計方針 

(設備リスト含む) 

要目表 
原子炉

本体 

・発電用原子炉の設置の許可と
の整合性に関する説明書 
 
・発電用原子炉施設の自然現象
等による損傷の防止に関する説
明書  

共通添付資料 

 

・
・

・
 

・原子炉本体 

・核燃料物質の取扱施設及び貯
蔵施設 

（１）配置を明示した図面 

・
・

・
 

別紙 1 

核燃料物質取扱施設 適用規格・基準 

核燃料物質取扱施設 工事の方法 

・送電関係一覧図 

・工場又は事業所の概要を示し
た地形図 

変更の理由 

設計及び工事に係る品質

マネジメントシステム 

工事工程表 
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2. 工事計画認可申請における要目表の作成要領 

 

 2.1 目的 

新規制基準対応設備のうち「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（以下「実用

炉規則」という。）の「別表第二」（以下「別表第二」という。）において設備別記載事項（以

下「要目表」という。）を記載する設備について，記載の統一及び一貫性を図ることを目的と

して要目表の作成要領を策定する。 

なお，記載例については，別紙１に示す。 

 2.2 具体的な要目表の作成方法 

  (1) 資料構成 

   a. 要目表の資料構成は以下とする。 

    (a) 申請対象設備については，別表第二の記載順に記載する。 

    (b) 要目表記載対象設備は「申請範囲」により対象設備を明確化する。 

    (c) 要目表は，1 設備につき 1件とし，複数の設備（系統）区分*1 の機能を有する設備で

あっても要目表は 1件とする。 

 

     注記*1:設備（系統）区分の記載について，設備名のみで対象が自明の場合は系統名

を記載 しなくても良い。（以下，各章においても同様） 

  (2) 要目表の記載方法 

    a. 施設に共通する記載 

    (a) 共用 

     イ. 共用設備の名称について 

     (イ) 共用設備の要目表上の表記は以下のとおりとする。 

 

要目表の表記 記載例 

7 号機

設備 

7 号機側 名称のあとに「（6,7 号機共

用）」を記載する。 

名称：△△ポンプ（6,7 号機共用） 

6 号機側 文章で「（7 号機設備，6,7 号

機共用）」を記載する。 

以下の設備は，7号機設備であり，本

工事計画で6号機及び7号機共用とす

る。 

・常設 

△△ポンプ（7 号機設備，6,7 号

機共用） 
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要目表の表記 記載例 

6 号機

設備 

7 号機側 名称のあとに「（6 号機設備，

6,7 号機共用）」を記載する。 

名称：△△ポンプ（6 号機設備，6,7

号機共用） 

6 号機側 文章で「（6,7 号機共用）」，

「（7 号機で申請済）」を記載

する。 

以下の設備は，6号機設備であり，本

工事計画で 6 号機及び 7 号機共用（7

号機で申請済）とする。 

・可搬型 

△△ポンプ（6,7 号機共用） 

（別紙 1 1/20：①，2/20：①参照） 

 

要目表の表記 
記載例（5号機設備を今回 6,7 号機

共用設備として申請する場合） 

1～5 

号機 

設備 

7 号機側 名称のあとに「（●号機設

備，6,7 号機共用）」を記載す

る。 

名称：△△ポンプ（5 号機設備，6,7

号機共用） 

6 号機側 文章で「（●号機設備，6,7 号

機共用）」，「（７号機で申請

済）」を記載する。 

以下の設備は，5号機設備であり，本

工事計画で 6 号機及び 7 号機共用（7

号機で申請済）とする。 

・常設 

△△ポンプ（5 号機設備，6,7 号

機共用） 

（別紙 1 3/20：①参照） 

     (ロ) 重大事故等時のみ 6,7 号機共用とする設備の要目表上の表記は以下のとおりとす

る。 

要目表の表記 
記載例（7号機設備を今回 6,7 号機

共用設備として申請する場合） 

7 号機側 名称のあとに「（重大事故等

時のみ6,7号機共用）」を記載

する。 

名称：△△ポンプ（重大事故等時の

み 6,7 号機共用） 

6 号機側 文章で「（重大事故等時のみ

6,7 号機共用）」を記載する。 

以下の設備は，7号機設備であり，本

工事計画で重大事故等時のみ 6 号機

及び 7号機共用とする。 

・常設 

△△ポンプ（7号機設備，重大事

故等時のみ 6,7 号機共用） 

（別紙 1 4/20：①参照） 

 

既工事計画書（以下「既工認」という。）にて既に「共用」しているものは，上

記の記載例にある「本工事計画で」の文言は記載せず，共用号機も既工認と同様

の記載とする。 
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     (二) 設計基準対象施設として共用している設備を，重大事故等時に共用しない場合，

名称に設計基準対象施設としてのみ共用することを記載する。 

例：「使用済燃料貯蔵プール（設計基準対象施設としてのみ 1，2，5，7 号機共

用）」 

 

     ロ. 共用設備の仕様について 

     (イ) 【7 号機側】 

「7 号機側」に設備仕様一式を記載する。 

（別紙 1 2/20：②参照） 

     (ロ) 【6 号機側】 

「6 号機側」には設備仕様は記載せず，「共用」する設備の「名称」及び「共用

すること」を文章で記載する。 

（別紙 1 5/20：①参照） 

 

     (ハ) 「新たに登録する場合」の表記として，「本工事計画で」の文章を記載すること

で新たな登録であることを示す。なお，この記載により「変更前後」の識別がで

きる。 

この場合に既工認計画書で既に「共用」している場合は，新たな登録ではない

ため「本工事計画で」の文言は記載しない。 

 

     (ニ) ディーゼル駆動消火ポンプについては 5 号機設備，6,7 号機共用の設備であるが、

新たな規制対象となったものであり，5 号機側には登録がないことから，登録号機

側での仕様が明確となるよう 7号機側に設備仕様を併記する。 

（別紙 1 18/20：①参照） 

 

(ホ) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の予備については 6,7 号機共用の設備であることか

ら，登録号機側での「個数」が明確となるよう 7号機側に設備仕様一式を記載し，

予備の個数を併記する。 

 

     ハ. 共用設備であって，複数の設備区分の機能を持つ設備（兼用）については以下の記

載とする。 

 

     (イ) 【7 号機側】 

「主となる設備区分」の名称に「（共用）」を記載し，注記にて他設備区分と兼用

する旨を記載する。 

（別紙 1 2/20：③参照） 
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     (ロ) 【6 号機側】 

「主となる設備区分」に，文章にて設備「名称」と「（共用）」について記載し，

注記にて他設備区分と兼用する旨を記載する。 

 

「兼用先の設備区分」には，文章にて設備の「名称」，「（共用）」，「主となる設

備区分」及び「兼用すること」について文章で記載し，文章中で変更前後がわか

るように「本工事計画で兼用とする」旨を記載する。 

 

    (b) 兼用について 

     イ. 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方針 

     (イ) 従前の規制より複数の設備（系統）区分の設計基準対象施設として使用してい

るもの（残留熱除去系ポンプ等）は，従前の規制手続きと同様に主たる機能に着

目し，設計基準対象施設として「主たる設備（系統）区分」のみに記載する。 

 

     (ロ) 新たな規制への対応のために複数の設備（系統）区分の設備として使用する以

下のものは，「主となる設備（系統）区分」に加え「兼用先」にも記載する。 

       

   ・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区分の設計基準対象施設として新たに兼用

するものは設計基準対象施設として「兼用先」に記載する。 

 

   ・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区分の重大事故等対処設備として新たに兼

用するもの(ほう酸水注入ポンプ等)は，重大事故等対処設備として「兼用先」に記載す

る。 

（別紙 1 6/20：①参照） 

 

   ・新たに追加設置した重大事故等対処設備を他の設備（系統）区分の重大事故等対処設備

として兼用するもの(高圧代替注水系等)は，重大事故等対処設備として「兼用先」に記

載する。 

（別紙 1 7/20：①参照） 

 

     ロ. 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方法 

     (イ) 複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備を他の設備（系統）区分の設備として

兼用するものは，「主となる設備区分」に「兼用先」の設備別記載事項を追加し，

注記を付記する。 

（別紙 1 8/20：④参照） 
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     (ロ) 「兼用先」への記載は，文章にて「主となる設備（系統）区分」，「兼用するこ

と」及び「設備（系統）名称」を記載する。 

（別紙 1 9/20：①参照） 

     (ハ) 「新たに登録する場合」の表記として，「本工事計画で」の文章を記載すること

で新たな登録であることを示す。 

（別紙 1 9/20：②参照） 

 

     (二)  設備（系統）区分によって記載すべき仕様(揚程等)が異なるものについては，

その異なる仕様を一つの要目表にまとめて記載する。この場合，複数の仕様が併

記されるため，該当する仕様に注記を付記し，対応する設備（系統）区分が明確

になるように記載する。 

（別紙 1 2/20：⑨参照） 

 

     ハ. 「主となる設備（系統）区分」と「兼用先」の要目表の関連付け 

     (イ) 「主となる設備（系統）区分」には，「兼用先」の「設備（系統）区分」がわか

るように，また「兼用先」には，「主となる設備（系統）区分」がわかるように記

載し，互いの関連付けを行う。 

記載は，「主となる設備（系統）区分」の名称欄に注記を付記し，「兼用先」の

全ての設備（系統）区分を記載する。 

これにより，「兼用先」同士の関連性が明らかになるため，「兼用先」では「主

となる設備（系統）区分」のみを記載する。 

（別紙 1 9/20：③参照） 

 

     (ロ) 「主となる施設区分」と「兼用先」の施設区分が異なる場合は，「施設区分」も

含んで記載し，「兼用先」が同一の施設である場合には，「施設区分」の記載は行

わない。 

（別紙 1 2/20：④，10/20：①参照） 

 

     (ハ) 「兼用する設備（系統）区分」については，別紙 2の「要目表 兼用先一覧」

に従い兼用先を設定する。 

 

     ニ. 「主となる設備（系統）区分」と同じ機器区分（容器，管等）が兼用先にない場合 

     (イ) 「兼用先」では異なる機器区分となるが，要目表として記載できる場合は，別

紙2「要目表 兼用先一覧表」の「兼用する施設・設備（系統）区分」に従い兼用

先を設定し，要目表に記載する。 

 

     (ロ) 「兼用先」で要目表として記載できる機器区分がない場合，要目表には記載せ

ず，兼用先の施設の基本設計方針の「兼用設備リスト」に設備名を記載する。 
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     ホ. 情報提供系，サポート系（補機冷却系，換気空調系及び電源系）に関しては，施設

区分の兼用はしない。 

    (c) 変更前後の書き分け 

     イ. 新たな規制への対応のため工事計画の手続きが必要となる設備（以下(イ）～(ト)

に示す設備）の要目表については，必要な仕様を「変更後」に記載し「変更前」は

「―」を記載する。 

（別紙 1 4/20：②参照） 

 

        この際，既設の設備を変更後に記載する設備は，注記を付記し既設の設備である旨

を記載する。この場合，注記を付記する位置については，設備全体が既設である場

合は，原則代表して「名称」欄又は対象設備が複数の場合は「変更後」欄に1か所，

一部の仕様に変更等がある場合は該当する仕様個別に付記する。 

（別紙 1 4/20：③参照） 

 

     (イ) 重大事故等対処設備として新たに追加設置した設備 

（別紙 1 7/20：②参照） 

 

     (ロ) 従前の規制では工事計画の手続き対象外であった既設設備を重大事故等対処設備

として新たに登録する設備又は新たに記載する仕様 

（別紙 1 4/20：④参照） 

 

     (ハ) 設計基準対象施設として新たに工事計画の手続き対象となった設備又は仕様 

（別紙 1 11/20：①参照） 

 

     (ニ) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として新たに登録する際に機器

クラス区分が変更となることで要求事項（継手仕様等）が追加された設備 

（別紙 1 12/20：①参照） 

 

     (ホ) 兼用設備として新たに登録する設備又は仕様 

（別紙 1 6/20：②参照） 

 

     (ヘ) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として使用する設備のうち，重大

事故等対処設備としての使用条件（温度，圧力等）が設計基準対象施設としての設

計条件を超える仕様 

（別紙 1 8/20：②参照） 

 

     (ト) 改造工事を行う設備(既工事計画書の本文記載事項の変更を伴うもの) 
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     ロ. 従前の規制範囲内での記載の適正化を行う設備の仕様については「変更前」に記

載し，「変更後」には「変更なし」を記載する。 

（別紙 1 1/20：②参照） 

 

     ハ. 従前の規制範囲と整合させるために非主配管化する範囲については，「変更前」に

既工事計画書の値を記載し，「変更後」を「―」とした上で，注記を付記し「記載の

適正化を行う」旨を記載する。 

（別紙 1 13/20：①参照） 

 

     ニ. 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を使用する設備については

「変更前」に仕様を記載し，「変更後」に「変更なし」と記載する。この場合，当該

設備がどちらの機能を有するかの識別は，基本設計方針の「主要設備リスト」で行

う。 

（別紙 1 6/20：③参照） 

 

     ホ. 今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う設備は，「変更前」に仕様を記

載し，「変更後」に「変更なし」と記載した上で，名称欄に注記を付記し「手続き対

象外」である旨を記載する。 

また，「申請範囲」に手続対象外である旨を記載する。 

（例） ○○(手続き対象外) 

 

     へ. 今回の手続きに関与しない設備については，要目表の記載の適正化は行わない。 

 

     ト. 記載の適正化として「変更前」に記載する際に，建設時の工事計画書等を出典と

して記載する場合において，既工事計画書本文に記載がないため添付書類又は添付

図面を出典とする場合は，その添付書類又は添付図面が添付されている既工事計画

認可申請書の「認可年月日」，「認可番号」及び「添付書類又は添付図面の名称」を

記載する。 

既工事計画書の参考資料については，出典として使用しないこととする。 

例： 

注記＊1 ：既工事計画書記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成○

○年○○月○○日付け○○資庁第○○○○号にて認可された工事計画の

添付資料○○による。 

（別紙 1 6/20：④参照） 
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     チ. 既工事計画書本文の記載事項の記載の適正化を行う場合は，これらの許認可情報は

記載せず，「既工事計画書」の記載を注記に記載する。 

例： 

注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「○○○」と記載。 

（別紙 1 6/20：⑤参照） 

 

     リ. 既工事計画書に設備自体の記載がないものを「変更前」に記載する場合は，「名称」

欄又は「変更前」欄に注記を付記し，その設備仕様一式そのものが既工事計画書に

記載がないことを示す。 

（別紙 1 6/20：⑥参照） 

 

     ヌ. 既工事計画書に記載された主配管の「区間」において「○○ポンプから△△配管合

流部まで」などと記載されている場合は「○○ポンプ～△△配管合流部」と記載を修

正する。ただし，「区間」の範囲の見直しを伴わない修正である場合は注記を付記し

ない。 

 

例：〇〇ポンプから△△配管合流部まで 

↓ 

〇〇ポンプ～△△配管合流部 

 

     ル. 工事計画書に記載のある機器等を廃止手続きする際の記載については，「変更後」

に，「撤去」または「廃止」を記載する。なお，改造にあたって別表第一対象外のポ

ンプは変更後に「―」を記し，注記を付記する。 

・「撤去」と記載する場合：今回の申請において機器等の撤去を行うもの。 

・「廃止」と記載する場合：今回の申請においては，機器等の撤去は行わず，廃止

手続きを行うもの。 

 

     ヲ. 別表第一に該当する取替対象設備については，「変更後」に取替を実施する旨を注

記に記載する。 

 

    (d) 同じ設備区分で同一機器を異なる用途で使用する場合の記載について兼用は行わない

が，同じ設備（系統）区分で同一機器を異なる用途で使用する場合は，その用途が明

確となるよう，注記を付記し，互いの関連付けを行う。 

（別紙 1 20/20：①参照） 
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    (e) 重大事故等対処設備としての使用時における値について 

     イ. 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として使用する設備のうち，重大

事故等対処設備としての使用条件（温度，圧力，ポンプ等については「容量」，「揚

程」も含む）が設計基準対象施設としての設計条件を超える設備については，その

超える部分の仕様を「変更後」に記載する。この際，上段を設計基準対象施設とし

ての値，下段を重大事故等対処設備としての使用時における値とし，注記を付記し

て「重大事故等時における使用時の値」である旨を記載する。 

（別紙 1 8/20：③参照） 

 

     ロ. 重大事故等対処設備としてのみ使用する設備については，「最高使用圧力」及び

「最高使用温度」（ポンプ等については「容量」，「揚程」，「吐出圧力」，「再結合効率」

も含む）の項目欄に注記を付して「重大事故等時における使用時の値」である旨を

記載する。 

また，既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として新たに登録する際に，

機器クラス区分が変更になることで，記載が追加された管継手についても重大事故

等対処設備としてのみ使用する設備として，「最高使用圧力」及び「最高使用温度」

の項目欄に注記を付して「重大事故等時における使用時の値」である旨を記載する。 

（別紙 1 2/20：⑤参照） 

（別紙 1 12/20：②参照） 

    (f) 設計確認値 

     イ. ポンプ，熱交換器，容器等の容量，熱交換器等の伝熱面積及びＪＩＳ配管を除く

配管等の厚さについては「設計確認値」及び「公称値」を記載する。ただし，設計

図書等にて「設計確認値」が明記されていない場合は，「公称値」と同一値を記載す

る。 

また，従来，「設計確認値」のみを記載していたものについては，原則，同一の値

を「公称値」として記載する。 

ただし，安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の弁箱厚さ及び弁蓋厚さ等の機器

仕様上の必要最小値を記載している場合は「設計確認値」のみ記載する。 

（別紙 1 6/20：⑦参照） 

 

     ロ. 「設計確認値」及び「公称値」を併記する場合は，「設計確認値」の後に括弧を付

して「公称値」を記載し，注記を付して「公称値」である旨を記載する。 

（別紙 1 6/20：⑦参照） 

 

    (g) 材料記号の記載 

     イ. ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時のＪＩＳ規格に基づく材料記号を記

載する。） 
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     (イ) 設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料記号が変更されたものであっても，

今回の申請において施設時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

（別紙 1 14/20：①参照） 

 

     (ロ) 既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用されたものは，今回の申請において

施設時のＪＩＳ材料記号と最新のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載する。 

 

     ロ. ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

     (イ) 企業のプライベート規格を使用している一般産業品については，使用している材

料を総称する一般名を記載する。 

（別紙 1 15/20：①参照） 

 

    (h) 個数 

     イ. 可搬型設備のうち技術基準規則上，予備を必要とする設備については，括弧外に必

要数を記載し，括弧内に予備数を併記する。 

（別紙 1 3/20：⑥参照） 

 

なお，可搬型の主配管については，後述の「(3) 個別設備の記載，b. 個別事項

（配管），(c) 可搬型主配管」に示す。 

 

    (i) 取付箇所 

     イ. 常設設備（可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備を含む。）の取付箇所につ

いては「系統名」，「設置床」，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配慮が

必要な高さ」を記載する。 

     (イ) 「属する系統の機能の独立性」の確認のため，要目表へ「系統名」を記載し，

「系統図」との関連付けを行う。ポンプＡ，Ｂや弁Ａ，Ｂ，Ｃ等の複数機器を1件

の要目表に記載する場合には，その機器毎に「系統名」を記載する。なお，系統

に接続されない機器（クレーン等）は「－」とする。 

（詳細は別紙 3参照） 

 

     (ロ) 「位置的分散」の確認のため，要目表へ「設置床」を記載し，「配置図」との関

連付けを行う。記載欄には「建屋名称」及び機器等の「設置床レベル」を記載す

る。 

（詳細は別紙 3参照） 
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     (ハ) 「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」の「防護すべき設備のリスト」

及び「溢水防護区画図面」との関連付けを行うため，要目表へ「溢水防護上の区

画番号」を記載する。新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

（詳細は別紙 3参照） 

 

     (二) 溢水防護上の配慮が必要となる機器等について，その機器が設置される区画のう

ち，機能喪失高さが最も低いものを選定した上で，裕度を設定して要目表へ「溢

水防護上の配慮が必要な高さ」として記載する。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

（詳細は別紙 3参照） 

 

     ロ. 可搬型設備の取付箇所欄については，「保管場所」及び「取付箇所」を記載する。 

     (イ) 屋外の可搬型設備の「保管場所」は，保管場所の設置床高さ及び保管場所が特定

可能な記載とする。この場合，移動可能な設備であることを考慮し設置床高さに

は「約」を付記する。なお，設置床高さの表記方法については，設置変更許可申

請書に準じる。 

（別紙 1 2/20：⑦参照） 

  

     (ロ) 屋外の可搬型設備の「取付箇所」は，取付箇所の設置床高さ及び取付箇所が特定

可能な記載とする。 

この場合，移動可能な設備であることを考慮し，「取付箇所」に記載する高さに

は「約」を記載する。 

（別紙 1 2/20：⑧参照） 

 

     (ハ) 可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備については，一部常設箇所の「溢水

防護上の配慮が必要な高さ」を記載し，その旨が分かるよう注記を付記する。 

 

     (ニ) 可搬型ホースについて，複数の敷設ルートがある場合には，敷設距離が最長とな

るルートについて注記で記載する。また，複数の長さのホースを組み合わせて使

用する場合は，その内訳を注記で記載する。 

（詳細は別紙 4参照） 
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    (j) SI 単位換算 

     イ. 既工事計画書に記載がある設備のうち，SI 単位で記載されていないものについて

は，SI 単位に換算した値を「変更前」に記載し，注記を付して「SI 単位に換算した」

旨を記載する。 

（別紙 1 9/20：④参照） 

 

    (k) 使用前検査未完了の工事 

     イ. 新規制施行前に工事の計画の認可又は届出した工事のうち，使用前検査に合格して

いないもので，今回の一体工事として手続きするものについては，「基本設計方針の

変更の工事」として扱う。この場合，「変更前」に認可又は届出後の仕様を記載し，

注記で基本設計方針の変更である旨の記載を行う。 

【例】認可を受けた工事 

注記＊1 ：記載内容は，既工事計画認可申請書（平成○○年○○月○○日付け

総官発○○第○○○号工事計画認可申請書，平成○○年○○月○○

日付け平成○○・○○・○○原第○○号にて認可）による。なお，

本工事計画は認可された工事計画に対して，基本設計方針の変更を

行うことに伴い申請するものである。 

 

    (l) 今回の一体工事として手続きしないものについては，別途，「工事計画」の「変更認

可申請」又は「変更届出」の手続きを行う。そのため，これらに係る設備のうち今回

の一体工事の手続きとして必要となるものは，要目表の「変更前」部分に「既に認可

を受けた」工事計画の「変更前」の部分を記載するものとする。その場合において注

記は記載しない。 

 

    (m) 防護上の配慮が必要な設備 

     イ. 耐震基準変更に伴う耐震Ｓクラス設備，共振の影響を受ける耐震Ｂクラス設備，溢

水防護上の配慮が必要となる防護対象設備，竜巻，火山又は外部火災等における防護

対象であって別表第二の要目表対象設備の場合は，基準変更対応としての手続き対象

設備として要目表に記載する。 

 

    (n) 機能及び使用方法が同じ設備で複数台保有する場合の名称について 

     イ. 原子炉補機冷却水ポンプや原子炉補機冷却系熱交換器など，機能及び使用方法が同

じ設備を複数保有する場合の名称は，「A」，「B」，「C」等の個体識別を記載せず，設備

名称のみ記載する。 

例：原子炉補機冷却水ポンプ（A）,（B）,（C）,（D） 

           ↓ 

   要目表上の名称「原子炉補機冷却水ポンプ」 
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     ロ. 弁については弁番号で記載することとし，個体識別を付記した設備名称を記載する。 

なお，機能及び使用方法が同じ設備についてはまとめて記載する。 

例：内側主蒸気隔離弁（A），内側主蒸気隔離弁（B），内側主蒸気隔離弁（C） 

           ↓ 

     要目表上の名称「B21-F002A,B,C」 

    (o) 竜巻，内部溢水評価等の制約により分散配置を必要とする設備については，要目表の

取付箇所（保管場所）欄に分散して保管する旨を記載する。（可搬型代替注水ポンプ

（Ａ-1 級）等） 

（別紙 1 16/20：①参照） 

 

(3) 【個別設備の記載】 

a. 個別事項（機器） 

(a) 工学的安全施設等の作動設定値において，既設の検出器を重大事故等対処設備として兼用し，

ロジック回路のみ新たに構成する場合については，「変更前」を「―」とし，「変更後」に設備

仕様を記載する。この場合，検出器は既設であること及び原子炉非常停止信号の検出器と兼用

であることを注記する。 

 

(b) 非常用電源設備以外のポンプ車等に付属するポンプ駆動用の燃料タンク（車付タンク）につ

いては，補機駆動用燃料設備に記載する。また，ディーゼル機関を駆動源とする消火ポンプの

燃料タンクも同様とする。 

（別紙 1 11/20：②参照） 

 

(c) 「別表第二」記載事項のうち計測制御系統施設及び放射線管理施設に記載されている「警報

装置を有する場合は，その動作範囲を付記すること。」については，設計基準対象施設，重大事

故等対処設備ともに技術基準規則で要求されている計測装置のみ適用し，警報動作を適用しな

い設備については，「－」とする。なお，既工事計画書の記載の適正化を行う場合は，注記を付

記して，警報動作を適用しない旨を記載する。 

（別紙 1 19/20：①参照） 

 

(d) 静的触媒式水素再結合器の再結合率の値として，評価式により算出した値を記載するが，こ

の記載値は代表点での値となるため，その旨を注記で記載する。 

 

(e) 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価において考慮する生体遮蔽装置について 

中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価において解析上遮蔽として考慮する壁等について

は，「中央制御室遮蔽」，「中央制御室待避室遮蔽」，「二次遮蔽」，「補助遮蔽」又は「緊急時対

策所遮蔽」として記載する。 
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   b. 個別事項（配管） 

    (a) 要目表名称 

主配管については用途，使用範囲等の明確化のため以下の範囲で名称を細分化する。 

     イ. 設計基準対象施設のみの境界 

     ロ. 重大事故等対処設備のみの境界 

     ハ. 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を使用するもので設計基準対象

施設としての仕様から変更がない境界 

     ニ. 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施設を使用するもので設計基準対象

施設としての仕様から変更がある境界 

     ホ. 兼用設備の境界 

     へ. 耐震重要度分類Ｓクラスの境界 

     ト.  主配管と非主配管の境界 

     チ.  共用設備の号機間の境界 

     リ.  設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の境界 

 

    (b) 管継手 

     イ. 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として新たに登録する際に，機器ク

ラス区分が変更になることで，記載が追加された管継手は「変更前」を「―」とし，

「変更後」に管継手の仕様を記載し，注記で「既設」である旨を記載する。 

また，上記のうち「Ｔ継手」については，重大事故等時に使用する流路に対して仕

様を記載する。即ち，Ｔ継手の分岐部が設計基準対象施設上は主配管であっても，

当該分岐部が重大事故等時に使用しない流路である場合は，当該Ｔ継手の分岐部は

「－」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＢクラス３主配管 

ＳＡクラス２主配管 

DB／― 
DB／SA 

ＳＡ

／ 

ＳＡ 

／ 

― 

ＳＡ

／ 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ 
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     ロ. 既設の設計基準対象施設のクラス２管の管継手に関しては，既工事計画書に記載さ

れていないもので新規制においても主配管に該当する場合は，記載の適正化として

「変更前」に管継手を追記し，その旨を注記で記載する。 

（別紙 1 17/20：①参照） 

 

    (c) 可搬型主配管 

     イ. 可搬型主配管のうち，可搬型ホースについては，接続する箇所が分かるような名

称にするとともに，ホース 1 本当たりの長さを名称へ記載する。 

（例：△△用□□mホース） 

（別紙 1 15/20：②参照） 

 

     ロ. 外径が記載できない可搬型主配管の外径については，呼び径を記載し，その旨を注

記する。 

（別紙 1 15/20：③参照） 

 

     ハ. 厚さが記載できない可搬型主配管の厚さは「―」を記載し，その旨を注記する。 

注記＊1 ：メーカ仕様によるものとし，完成品として一般産業品の規格及び基準に

適合するものであって，使用材料の特性を踏まえた上で，重大事故等時における使

用圧力及び使用温度が負荷された状態において強度が確保できるものを使用する。 

（別紙 1 15/20：④参照） 

 

     ニ. 非常用発電装置の常設ホースの記載は，以下とする。 

注記＊1：メーカ仕様によるものとし，「発電用火力設備に関する技術基準を定め

る省令」に基づき，規定の圧力まで昇圧した後，適切な時間保持したとき，これに

耐え，また規定の圧力で点検を行ったとき，漏えいがないものを使用する。 

 

     ホ. 可搬型主配管の「個数」，「取付箇所」欄の記載について 

可搬型主配管の「個数」欄及び「取付箇所」欄への記載方法を，別紙 4 に示す。 

なお，詳細な個数の内訳は「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に記載す

る。 

 

     へ. 6,7 号機共用の場合は，6 号機，7 号機毎にそれぞれの号機での使用数がわかるよ

う記載する。 

（別紙 1 15/20：⑤参照） 

 

3. 記載例 

要目表の記載例を別紙 1に示す。 
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別紙 2 

 

 

 

 

 

 

 

要目表 兼用先一覧 
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5
2 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

炉心シュラウド，シ

ュラウドサポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉本

体 

6 炉心支持構造物 (1)  炉心シ

ュラウド及

びシュラウ

ドサポート 

名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1  高圧炉心注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2  原子炉隔離時冷却系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3  高圧代替注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

― ― 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

― ― 

計測制御

系統施設 

  

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

― ― 

上部格子板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉本

体 

6 炉心支持構造物 (2)  上部格

子板 

名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1  高圧炉心注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3  高圧代替注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

― ― 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

― ― 

計測制御

系統施設 

  

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

― ― 

炉心支持板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉本

体 

6 炉心支持構造物 (3)  炉心支

持板 

名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1  高圧炉心注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2  原子炉隔離時冷却系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3  高圧代替注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

― ― 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

― ― 

計測制御

系統施設 

  

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

― ― 

中央燃料支持金具，

周辺燃料支持金具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉本

体 

6 炉心支持構造物 (4)  燃料支

持金具 

名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1  高圧炉心注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2  原子炉隔離時冷却系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3  高圧代替注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

― ― 



 

 2-
5
6 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

― ― 

計測制御

系統施設 

  

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

― ― 

制御棒案内管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉本

体 

6 炉心支持構造物 (5)  制御棒

案内管 

名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1  高圧炉心注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2  原子炉隔離時冷却系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3  高圧代替注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

― ― 



 

 2-
5
7 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

― ― 

計測制御

系統施設 

  

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

― ― 

原子炉圧力容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉本

体 

7  原子炉圧力容器 (1)  原子炉

容器本体及

び監視試験

片 

名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

監視試験

片の種類 

監視試験

片の初装

荷個数 

監視試験

片の取付

箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1  高圧炉心注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2  原子炉隔離時冷却系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3  高圧代替注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

― ― 



 

 2-
5
8 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

― ― 

計測制御

系統施設 

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.6)  代替循環冷却系 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.7)  高圧代替注水系 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.8)  低圧代替注水系 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.9)  ほう酸水注入系 

― ― 



 

 2-
5
9 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

給水スパージャ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉本

体 

7  原子炉圧力容器 

 

(4)  原子炉

圧力容器内

部構造物 

ホ  スパー

ジャ及び内

部配管 

名称 

種類 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2  原子炉隔離時冷却系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3  高圧代替注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 



 

 2-
6
0 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.6)  代替循環冷却系 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.7)  高圧代替注水系 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.8)  低圧代替注水系 

― ― 



 

 2-
6
1 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧炉心注水スパ

ージャ 

原子炉本

体 

7  原子炉圧力容器 

 

(4)  原子炉

圧力容器内

部構造物 

ホ  スパー

ジャ及び内

部配管 

名称 

種類 

主要寸法

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1  高圧炉心注水系 

 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

― ― 

計測制御

系統施設 

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.9)  ほう酸水注入系 

 

 

― ― 

低圧注水スパージ

ャ 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉本

体 

7  原子炉圧力容器 

 

(4)  原子炉

圧力容器内

部構造物 

ホ  スパー

ジャ及び内

部配管 

名称 

種類 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 



 

 2-
6
2 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.8)  低圧代替注水系 

 

 

― ― 

高圧炉心注水系配

管（原子炉圧力容器

内部） 

原子炉本

体 

7  原子炉圧力容器 

 

(4)  原子炉

圧力容器内

部構造物 

ホ  スパー

ジャ及び内

部配管 

名称 

種類 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1  高圧炉心注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

― ― 

計測制御

系統施設 

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.9)  ほう酸水注入系 

 

― ― 



 

 2-
6
3 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

使用済燃料貯蔵プ

ール（設計基準対象

施設としてのみ

1,2,5,7号機共用） 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

3  使用済燃料貯蔵設備 (1)  使用済

燃料貯蔵槽 

名称 

種類 

容量 

主要寸法 

材料 

個数 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

 

 

4  使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備 

4.1  燃料プール冷却浄化系 

― ― 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

 

 

4  使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備 

4.2  燃料プール代替注水系 

― ― 

キャスクピット（設

計基準対象施設と

してのみ1,2,5,7

号機共用） 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

3  使用済燃料貯蔵設備 (2)  使用済

燃料運搬用

容器ピット 

名称 

種類 

容量 

主要寸法

材料 

個数 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

 

 

 

4  使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備 

4.1  燃料プール冷却浄化系 

― ― 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

 

 

 

4  使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備 

4.2  燃料プール代替注水系 

― ― 



 

 2-
6
4 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）（6,7

号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

4  使用済燃料貯蔵槽冷

却浄化設備 

4.2  燃料プール代替注

水系 

(2)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

(3)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

(1)  ポンプ 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.6  水の供給設備 

(1)  ポンプ 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.3)  格納容器下部注水系 

ハ  ポンプ 



 

 2-
6
5 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.4)  代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ハ  ポンプ 

 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.8)  低圧代替注水系 

 

 

ハ  ポンプ 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

 

ハ  ポンプ 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃がし装

置 

― ― 



 

 2-
6
6 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

可搬型Y型ストレ

ーナ（6,7号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

4  使用済燃料貯蔵槽冷

却浄化設備 

4.2  燃料プール代替注

水系 

(6)  ろ過装

置 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

(5)  ろ過装

置 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

(4)  ろ過装

置 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.6  水の供給設備 

(4)  ろ過装

置 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.3)  格納容器下部注水系 

ト  ろ過装置 



 

 2-
6
7 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.4)  代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

ト  ろ過装置 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.8)  低圧代替注水系 

 

ト  ろ過装置 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃がし装

置 

 

― ― 



 

 2-
6
8 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

主蒸気逃がし安全

弁逃がし弁機能用

アキュムレータ 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4  原子炉冷却材の循環

設備 

4.1  主蒸気系 

(3)  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

 

 

 

計測制御

系統施設 

8  制御用空気設備 

8.2  逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(2)  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

主蒸気逃がし安全

弁自動減圧機能用

アキュムレータ 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4  原子炉冷却材の循環

設備 

4.1  主蒸気系 

(3)  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

 

計測制御

系統施設 

8  制御用空気設備 

8.2  逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(2)  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 



 

 2-
6
9 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系熱交

換器A 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(2)  熱交換

器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

伝熱面積 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

ロ  熱交換器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

伝熱面積 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

 

     原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 



 

 2-
7
0 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系熱交

換器B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  熱交換

器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

伝熱面積 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.1)  格納容器スプレイ冷却

系 

 

ロ  熱交換器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

伝熱面積 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

ロ  熱交換器 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.6)  代替循環冷却系 

 

ロ  熱交換器 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 



 

 2-
7
1 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系熱交

換器C 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(2)  熱交換

器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

伝熱面積 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.1)  格納容器スプレイ冷却

系 

ロ  熱交換器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

伝熱面積 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

ロ  熱交換器 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

 

 

 

― ― 



 

 2-
7
2 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系ポン

プA 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(3)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

(1)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ハ  ポンプ 



 

 2-
7
3 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系ポン

プB 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(3)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

(1)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.1)  格納容器スプレイ冷却

系 

 

ハ  ポンプ 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

ハ  ポンプ 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.6)  代替循環冷却系 

ハ  ポンプ 



 

 2-
7
4 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系ポン

プC 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(3)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

(1)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.1)  格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

 

 

ハ  ポンプ 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ハ  ポンプ 



 

 2-
7
5 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系スト

レーナA 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(5)  ろ過装

置 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

(4)  ろ過装

置 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ト  ろ過装置 



 

 2-
7
6 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系スト

レーナB 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(5)  ろ過装

置 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

(4)  ろ過装

置 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.1)  格納容器スプレイ冷却

系 

ト  ろ過装置 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ト  ろ過装置 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.6)  代替循環冷却系 

ト  ろ過装置 



 

 2-
7
7 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系スト

レーナC 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(5)  ろ過装

置 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

 

 

 

 

(4)  ろ過装

置 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.1)  格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

 

 

ト  ろ過装置 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

 

 

 

ト  ろ過装置 



 

 2-
7
8 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

E11-F051A 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(6)  安全弁

及び逃がし

弁 

名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

 

(5)  安全弁

及び逃がし弁 

名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

 

(5)  安全弁

及び逃がし弁 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

チ  安全弁及

び逃がし弁 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.6)  代替循環冷却系 

 

チ  安全弁及

び逃がし弁 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.8)  低圧代替注水系 

 

チ  安全弁及

び逃がし弁 



 

 2-
7
9 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

E11-F051B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(6)  安全弁

及び逃がし

弁 

名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

(5)  安全弁

及び逃がし弁 

名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

(5)  安全弁

及び逃がし弁 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.1)  格納容器スプレイ冷却

系 

チ  安全弁及

び逃がし弁 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

チ  安全弁及

び逃がし弁 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.4)  代替格納容器スプレイ

冷却系 

チ  安全弁及

び逃がし弁 



 

 2-
8
0 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.6)  代替循環冷却系 

 

チ  安全弁及

び逃がし弁 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.8)  低圧代替注水系 

 

チ  安全弁及

び逃がし弁 

E11-F051C 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

(6)  安全弁

及び逃がし

弁 

名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

(5)  安全弁

及び逃がし弁 

名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.1)  格納容器スプレイ冷却

系 

チ  安全弁及

び逃がし弁 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

チ  安全弁及

び逃がし弁 



 

 2-
8
1 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧代替注水系ポ

ンプ 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.3  高圧代替注水系 

(1)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.7)  高圧代替注水系 

ハ  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 



 

 2-
8
2 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

復水移送ポンプ 原子炉冷

却系統施

設 

7  原子炉冷却材補給設

備 

7.1  補給水系 

(1)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

 

(1)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.3)  格納容器下部注水系 

 

ハ  ポンプ 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.4)  代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

ハ  ポンプ 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.6)  代替循環冷却系 

 

ハ  ポンプ 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.8)  低圧代替注水系 

ハ  ポンプ 



 

 2-
8
3 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

復水貯蔵槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉冷

却系統施

設 

 

7  原子炉冷却材補給設

備 

7.1  補給水系 

(3)  貯蔵槽 名称 

種類 

容量 

主要寸法 

材料 

個数 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1  高圧炉心注水系 

(3)  貯蔵槽 名称 

種類 

容量 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2  原子炉隔離時冷却系 

(3)  貯蔵槽 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3  高圧代替注水系 

(3)  貯蔵槽 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5  低圧代替注水系 

(3)  貯蔵槽 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.6  水の供給設備 

(3)  貯蔵槽 



 

 2-
8
4 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.3)  格納容器下部注水系 

 

 

ヘ  貯蔵槽 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.4)  代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヘ  貯蔵槽 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.7)  高圧代替注水系 

 

 

ヘ  貯蔵槽 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.8)  低圧代替注水系 

 

 

 

ヘ  貯蔵槽 



 

 2-
8
5 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系熱交換器A，D 

原子炉冷

却系統施

設 

8  原子炉補機冷却設備 

8.1  原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却海

水系 

(2)  熱交換

器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

伝熱面積 

主要寸法

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

8  原子炉補機冷却設備 

8.2  代替原子炉補機冷却系 

(2)  熱交換

器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

伝熱面積 

主要寸法

材料 

個数 

取付箇所 

 

原子炉補機冷却水

系サージタンクA，

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8  原子炉補機冷却設備 

8.1  原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却海

水系 

(5)  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8  原子炉補機冷却設備 

8.2  代替原子炉補機冷却系 

(5)  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 



 

 2-
8
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

ほう酸水注入系ポ

ンプ 

計測制御

系統施設 

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

(1)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

(1)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.9)  ほう酸水注入系 

ハ  ポンプ 



 

 2-
8
7 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

ほう酸水注入系貯

蔵タンク 

計測制御

系統施設 

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

(2)  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.6  水の供給設備 

(2)  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

(2)  容器 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.9)  ほう酸水注入系 

ホ  容器 

C41-F014 

 

計測制御

系統施設 

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

(3)  安全弁

及び逃がし

弁 

名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

(5)  安全弁

及び逃がし弁 

名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備

(6.9)  ほう酸水注入系 

 

チ  安全弁及

び逃がし弁 



 

 2-
8
8 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

C41-F003A,B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御

系統施設 

4  ほう酸水注入設備 

4.1  ほう酸水注入系 

(3)  安全弁

及び逃がし

弁 

名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7  ほう酸水注入系 

(5)  安全弁

及び逃がし弁 

名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.9)  ほう酸水注入系 

 

チ  安全弁及

び逃がし弁 

残留熱除去系系統

流量 

計測制御

系統施設 

5  計測装置 

 

(2)  原子炉

圧力容器本

体の入口又

は出口の原

子炉冷却材

の圧力，温度

又は流量を

計測する装

置 

装置の名

称 

検出器の

種類 

計測範囲 

個数 

取付箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御

系統施設 

5  計測装置 

 

(10)  原子炉

格納容器本体

への冷却材流

量を計測する

装置 

装置の名

称 

検出器の

種類 

計測範囲 

個数 

取付箇所 



 

 2-
8
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

復水補給水系流量

（RHR  B系代替注

水流量） 

計測制御

系統施設 

5  計測装置 

 

(2)  原子炉

圧力容器本

体の入口又

は出口の原

子炉冷却材

の圧力，温度

又は流量を

計測する装

置 

装置の名

称 

検出器の

種類 

計測範囲 

個数 

取付箇所 

 

 

 

 

 

 

計測制御

系統施設 

5  計測装置 

 

(10)  原子炉

格納容器本体

への冷却材流

量を計測する

装置 

装置の名

称 

検出器の

種類 

計測範囲 

個数 

取付箇所 

P54-F011A,B 計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(3) 安全弁 名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

 

 

 

 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(3) 安全弁 名称 

種類 

吹出圧力 

吹出量 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 



 

 2-
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

主排気筒 放射性廃

棄物の排

気施設 

2  気体，液体又は固体廃

棄物処理設備 

2.4  排気筒 

(16)  排気

筒 

名称 

種類 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.2  耐圧強化ベント系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.1)  非常用ガス処理系 

 

 

 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4)  耐圧強化ベント系 

― ― 



 

 2-
9
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

廃棄物処理建屋1

階トラック室出入

口（6号機設備，

5,6,7号機共用） 

放射性廃

棄物の廃

棄施設 

3 堰その他の設備 (2) 原子炉

格納容器本

体外に設置

される流体

状の放射性

廃棄物を内

包する容器

からの流体

状の放射性

廃棄物の施

設外への漏

えいを防止

するために

施設する堰 

名称 

主要寸法 

材料 

取付箇所 

床面及び

壁面の塗

装の範囲 

床面及び

壁面の塗

装の材料 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

5 浸水

防護施設 

2 内郭浸水防護設備 (1) 防水区

画構造物 

名称 

種類 

主要寸法 

材料 

取付箇所 
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9
2 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉格納容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉格

納施設 

1  原子炉格納容器 (1)  原子炉

格納容器本

体 

名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

設計漏え

い率 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1  残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.2  耐圧強化ベント系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1  高圧炉心注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2  原子炉隔離時冷却系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4  低圧注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

6  非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.6  水の供給設備 

― ― 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.1)  格納容器スプレイ冷却

系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.2)  サプレッションチェン

バプール水冷却系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.3)  格納容器下部注水系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.4)  代替格納容器スプレイ

冷却系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(6)  原子炉格納容器安全設備 

(6.6)  代替循環冷却系 

― ― 



 

 2-
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4)  耐圧強化ベント系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃がし装

置 

― ― 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉建屋原子炉

区域（二次格納施

設） 

原子炉格

納施設 

2  原子炉建屋 (1)  原子炉

建屋原子炉

棟 

名称 

種類 

設計気密

度 

主要寸法 

材料 

個数 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.1)  非常用ガス処理系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.3)  水素濃度抑制系 

― ― 

原子炉建屋機器搬

出入口 

原子炉格

納施設 

2  原子炉建屋 (2)  機器搬

出入口 

名称 

主要寸法 

個数 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.1)  非常用ガス処理系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.3)  水素濃度抑制系 

― ― 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉建屋エアロ

ック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原子炉格

納施設 

2  原子炉建屋 (3)  エアロ

ック 

名称 

主要寸法 

個数 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.1)  非常用ガス処理系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.3)  水素濃度抑制系 

― ― 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

大容量送水車（原子

炉建屋放水設備用）

（6,7号機共用） 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(6)  原子炉格納容器安

全設備 

(6.5)  原子炉建屋放水

設備 

ハ  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

4  使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備 

4.3  原子炉建屋放水設備 

(2)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

可搬型窒素供給装

置（6,7号機共用） 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(7)  放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃

度制御設備並びに格納容

器再循環設備 

(7.4)  耐圧強化ベント

系 

ニ  圧縮機 名称 

種類 

容量 

吐出圧力 

主要寸法 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

(4)  圧縮機 名称 

種類 

容量 

吐出圧力 

主要寸法 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

ニ  圧縮機 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃がし装

置 

― ― 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

ドレン移送ポンプ 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(7)  放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃

度制御設備並びに格納容

器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃

がし装置 

ハ  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

(3)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃がし装

置 

― ― 



 

 2-1
0
0 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

スクラバ水pH制御

設備用ポンプ（6,7

号機共用） 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(7)  放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃

度制御設備並びに格納容

器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃

がし装置 

ハ  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

(3)  ポンプ 名称 

種類 

容量 

揚程又は

吐出圧力 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原動機の

種類 

原動機の

出力 

原動機の

個数 

原動機の

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃がし装

置 

― ― 



 

 2-1
0
1 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

T31-F019 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(8)  原子炉格納容器調

気設備 

(8.1)  不活性ガス系 

ニ  主要弁 名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

(7)  主要弁 名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

ヌ  主要弁 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

ロ  主要弁 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.2  耐圧強化ベント系 

 

 

 

― ― 



 

 2-1
0
2 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

T31-F022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(8)  原子炉格納容器調

気設備 

(8.1)  不活性ガス系 

ニ  主要弁 名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

(7)  主要弁 名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

 

 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

 

ヌ  主要弁 



 

 2-1
0
3 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

 

 

 

ロ  主要弁  

 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.2  耐圧強化ベント系 

 

 

 

 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4)  耐圧強化ベント系 

 

 

 

 

― ― 



 

 2-1
0
4 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

ドレンタンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

イ  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

ヘ  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

― ― 



 

 2-1
0
5 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

遠隔空気駆動弁操

作用ボンベ 

 

 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

イ  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4)  耐圧強化ベント系 

 

 

ヘ  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2  耐圧強化ベント系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

― ― 



 

 2-1
0
6 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

T31-F070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

ロ  主要弁 名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

(7)  主要弁 名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

 

 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

ヌ  主要弁 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.2  耐圧強化ベント系 

― ― 



 

 2-1
0
7 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4)  耐圧強化ベント系 

 

 

 

― ― 

T31-F072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

ロ  主要弁 名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

(7)  主要弁 名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

ヌ  主要弁 



 

 2-1
0
8 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） 原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.2  耐圧強化ベント系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4)  耐圧強化ベント系 

 

― ― 



 

 2-1
0
9 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

T61-F001 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

ロ  主要弁 名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

(7)  主要弁 名称 

種類 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

駆動方法 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

ヌ  主要弁 

ラプチャーディス

ク（フィルタ装置出

口側） 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

ハ  圧力開

放板 

設定破裂

圧力 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

 

― ― 



 

 2-1
1
0 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

ラプチャーディス

ク（よう素フィルタ

出口側） 

   

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

ハ  圧力開

放板 

設定破裂

圧力 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

― ― 



 

 2-1
1
1 

要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

フィルタ装置 

 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

イ  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

ヘ  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

ヘ  フィル

ター 

名称 

種類 

効率 

主要寸法 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

タ  フィルタ

ー 

名称 

種類 

効率 

主要寸法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

― ― 



 

 2-1
1
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

よう素フィルタ 原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

イ  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

ヘ  容器 名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

― ― 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他

の安全設備 

(9)  圧力逃がし装置 

(9.1)  格納容器圧力逃

がし装置 

ヘ  フィル

ター 

名称 

種類 

効率 

主要寸法 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3  圧力低減設備その他の安全

設備 

(7)  放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5)  格納容器圧力逃がし装

置 

タ  フィルタ

ー 

名称 

種類 

効率 

主要寸法 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3  格納容器圧力逃がし装置 

― ― 



 

 2-1
1
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

軽油タンク（重大事

故等時のみ6,7号

機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

１  非常

用電源設

備 

2  非常用発電装置 

2.1  非常用ディーゼル

発電設備 

(4) 燃料設

備 

ロ  容器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

１  非常

用電源設

備 

 

2  非常用発電装置 

2.2  代替交流電源設備 

(4) 燃料設

備 

ロ  容器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

１  非常

用電源設

備 

 

2  非常用発電装置 

2.3  緊急時対策所代替電源設

備 

(4) 燃料設

備 

ロ  容器 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

１  非常

用電源設

備 

 

2  非常用発電装置 

2.4  監視測定設備用電源設備 

(4) 燃料設

備 

ロ  容器 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） その他発

電用原子

炉の附属

施設 

6  補機

駆動用燃

料設備 

 

1  燃料設備 (2)  容器 

軽油タンク（6号機

設備，重大事故等時

のみ6,7号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

１  非常

用電源設

備 

2  非常用発電装置 

2.2  代替交流電源設備 

(4) 燃料設

備 

ロ  容器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

１  非常

用電源設

備 

 

 

2  非常用発電装置 

2.3  緊急時対策所代替電源設

備 

(4) 燃料設

備 

ロ  容器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

１  非常

用電源設

備 

 

 

2  非常用発電装置 

2.4  監視測定設備用電源設備 

(4) 燃料設

備 

ロ  容器 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） その他発

電用原子

炉の附属

施設 

6  補機

駆動用燃

料設備 

 

1  燃料設備 (2)  容器 

タンクローリ（4kL）

（6,7号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

１  非常

用電源設

備 

2  非常用発電装置 

2.2  代替交流電源設備 

(4) 燃料設

備 

ロ  容器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

１  非常

用電源設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  非常用発電装置 

2.3  緊急時対策所代替電源設

備 

(4) 燃料設

備 

ロ  容器 

名称 

種類 

容量 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸法 

材料 

個数 

取付箇所 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続き） その他発

電用原子

炉の附属

施設 

１  非常

用電源設

備 

 

 

 

 

 

 

2  非常用発電装置 

2.4  監視測定設備用電源設備 

(4) 燃料設

備 

ロ  容器 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

6  補機

駆動用燃

料設備 

 

 

 

 

 

 

1  燃料設備 (2)  容器 
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要目表（機器）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

海水貯留堰（重大事

故等時のみ6,7号

機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

7  非常

用取水設

備 

1  取水設備 ― 名称 

種類 

容量 

主要寸法 

材料 

個数 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

5  浸水

防護施設 

 

 

― ― ― 

海水貯留堰（6号機

設備，重大事故等時

のみ6,7号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

7  非常

用取水設

備 

1  取水設備 ― 名称 

種類 

容量 

主要寸法 

材料 

個数 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

5  浸水

防護施設 

 

 

 

― ― ― 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

代替給水設備 可

搬型代替注水ポン

プ屋外用20mホー

ス（6,7号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

4 使用済燃料貯蔵槽冷

却浄化設備 

4.2 燃料プール代替注

水系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.6 水の供給設備 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 



 

2
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続

き） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 主配管 



 

2
-
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

代替給水設備 可

搬型代替注水ポン

プ屋内用20mホー

ス 

 

 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

4 使用済燃料貯蔵槽冷

却浄化設備 

4.2 燃料プール代替注

水系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

主蒸気系 原子炉

圧力容器～原子炉

隔離時冷却系分岐

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.1 主蒸気系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

 

 

 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

 

 

 

ヌ 主配管 

主蒸気系 主蒸気

逃がし安全弁逃が

し弁機能用アキュ

ムレータ～主蒸気

逃がし安全弁逃が

し弁機能用窒素供

給配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.1 主蒸気系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

主蒸気系 B21- 

F029A,B,C,D,E,F,

G,H,J,K,L,M,N,P,

R,S,T,U～主蒸気

逃がし安全弁逃が

し弁機能用窒素供

給配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.1 主蒸気系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

主蒸気系 主蒸気

逃がし安全弁逃が

し弁機能用窒素供

給配管合流部～B2

1-F001A,B,C,D,E,

F,G,H,J,K,L,M,N,

P,R,S,T,U 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.1 主蒸気系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

主蒸気系 主蒸気

逃がし安全弁自動

減圧機能用アキュ

ムレータ～主蒸気

逃がし安全弁自動

減圧機能用窒素供

給配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.1 主蒸気系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
2
3 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

主蒸気系 B21- 

F026A,C,F,H,L,N,

R,T～主蒸気逃が

し安全弁自動減圧

機能用窒素供給配

管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.1 主蒸気系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

 

 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

主蒸気系 主蒸気

逃がし安全弁自動

減圧機能用窒素供

給配管合流部～B2

1-F001A,C,F,H,L,

N,R,T 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.1 主蒸気系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
2
4 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

復水給水系 代替

注水配管復水給水

系(A)合流部～原

子炉圧力容器 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.2 復水給水系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
2
5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

復水給水系 原子

炉隔離時冷却系配

管復水給水系(B)

合流部～原子炉圧

力容器 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.2 復水給水系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

復水給水系 代替

注水系配管B21- 

F056A出口合流部

～代替注水配管復

水給水系(A)合流

部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.2 復水給水系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続

き） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

ヌ 主配管 

復水給水系 原子

炉隔離時冷却系配

管B21-F056B出口

合流部～原子炉隔

離時冷却系配管復

水給水系(B)合流

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

4 原子炉冷却材の循環

設備 

4.2 復水給水系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
2
7 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 残

留熱除去系ストレ

ーナ(A)～原子炉

圧力容器(A)系出

口配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 原

子炉圧力容器(A)

系出口配管合流部

～残留熱除去系ポ

ンプ(A) 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
2
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 残

留熱除去系ポンプ

(A)～残留熱除去

系ポンプ(A)出口

分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 残

留熱除去系ポンプ

(A)出口分岐部～

残留熱除去系熱交

換器(A) 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 残

留熱除去系熱交換

器(A)～サプレッ

ションプール水移

送配管(A)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 サ

プレッションプー

ル水移送配管(A)

分岐部～熱交換器

(A)出口配管合流

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 熱

交換器(A)出口配

管合流部～サプレ

ッションプール注

水配管(A)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
3
1 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 サ

プレッションプー

ル注水配管(A)分

岐部～低圧炉心注

水モード(A)分岐

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

残留熱除去系 低

圧炉心注水モード

(A)分岐部～低圧

代替注水配管残留

熱除去系(A)合流

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
3
2 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 低

圧代替注水配管残

留熱除去系(A)合

流部～高圧代替注

水系合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
3
3 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 高

圧代替注水系合流

部～代替注水系配

管B21-F056A出口

合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
3
4 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 サ

プレッションプー

ル注水配管(A)分

岐部～サプレッシ

ョンチェンバ 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

残留熱除去系 残

留熱除去系ストレ

ーナ(B)～原子炉

圧力容器(B)系出

口配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
3
5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 原

子炉圧力容器(B)

系出口配管合流部

～残留熱除去系ポ

ンプ(B) 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
3
6 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 残

留熱除去系ポンプ

(B)～残留熱除去

系ポンプ(B)出口

分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
3
7 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 残

留熱除去系ポンプ

(B)出口分岐部～

残留熱除去系熱交

換器(B) 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
3
8 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 残

留熱除去系熱交換

器(B)～サプレッ

ションプール水移

送配管(B)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
3
9 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 サ

プレッションプー

ル水移送配管(B)

分岐部～熱交換器

(B)出口配管合流

部 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 熱

交換器(B)出口配

管合流部～サプレ

ッションプール注

水配管(B)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
4
0 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 サ

プレッションプー

ル注水配管(B)分

岐部～サプレッシ

ョンチェンバスプ

レイモード(B)分

岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 サ

プレッションチェ

ンバスプレイモー

ド(B)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
4
1 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 サ

プレッションチェ

ンバスプレイモー

ド(B)分岐部～ド

ライウェルスプレ

イモード(B)分岐

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
4
2 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 ド

ライウェルスプレ

イモード(B)分岐

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
4
3 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 ド

ライウェルスプレ

イモード(B)分岐

部～低圧炉心注水

モード(B)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 低

圧炉心注水モード

(B)分岐部～低圧

代替注水配管残留

熱除去系(B)合流

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
4
4 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 低

圧代替注水配管残

留熱除去系(B)合

流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
4
5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 低

圧代替注水配管残

留熱除去系(B)合

流部～原子炉圧力

容器 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 サ

プレッションプー

ル水移送配管(B)

分岐部～代替循環

冷却配管残留熱除

去系(B)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
4
6 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 サ

プレッションプー

ル注水配管(B)分

岐部～サプレッシ

ョンチェンバ 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

残留熱除去系 サ

プレッションチェ

ンバスプレイモー

ド(B)分岐部～原

子炉格納容器スプ

レイ管（サプレッ

ションチェンバ

側） 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
4
7 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 ド

ライウェルスプレ

イモード(B)分岐

部～原子炉格納容

器スプレイ管（ド

ライウェル側） 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
4
8 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 残

留熱除去系ストレ

ーナ(C)～原子炉

圧力容器(C)系出

口配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
4
9 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 原

子炉圧力容器(C)

系出口配管合流部

～残留熱除去系ポ

ンプ(C) 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
5
0 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 残

留熱除去系ポンプ

(C)～残留熱除去

系ポンプ(C)出口

分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
5
1 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 残

留熱除去系ポンプ

(C)出口分岐部～

残留熱除去系熱交

換器(C) 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
5
2 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 残

留熱除去系熱交換

器(C)～サプレッ

ションプール水移

送配管(C)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
5
3 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 サ

プレッションプー

ル水移送配管(C)

分岐部～熱交換器

(C)出口配管合流

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 熱

交換器(C)出口配

管合流部～サプレ

ッションプール注

水配管(C)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
5
4 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 サ

プレッションプー

ル注水配管(C)分

岐部～サプレッシ

ョンチェンバスプ

レイモード(C)分

岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 サ

プレッションチェ

ンバスプレイモー

ド(C)分岐部～ド

ライウェルスプレ

イモード(C)分岐

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 ド

ライウェルスプレ

イモード(C)分岐

部～低圧注水モー

ド(C)分岐部 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
5
5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 低

圧注水モード(C)

分岐部～原子炉圧

力容器 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

残留熱除去系 サ

プレッションプー

ル注水配管(C)分

岐部～サプレッシ

ョンチェンバ 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェン

バプール水冷却系 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

残留熱除去系 サ

プレッションチェ

ンバスプレイモー

ド(C)分岐部～原

子炉格納容器スプ

レイ管（サプレッ

ションチェンバ

側） 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
5
6 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系 ド

ライウェルスプレ

イモード(C)分岐

部～原子炉格納容

器スプレイ管（ド

ライウェル側） 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却

系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧炉心注水系 

E22-F028,F029,F0

30～高圧炉心注水

系集合管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
5
7 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続

き） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 

高圧炉心注水系  

高圧炉心注水系集

合管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
5
8 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続

き） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

ヌ 主配管 

高圧炉心注水系  

高圧炉心注水系集

合管～高圧炉心注

水系(B),(C)分岐

部 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
5
9 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続

き） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

 

 

 

ヌ 主配管 

高圧炉心注水系  

高圧炉心注水系

(B),(C)分岐部 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
6
0 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧炉心注水系  

高圧炉心注水系

(B),(C)分岐部～

代替循環冷却配管

高圧炉心注水系

(B)合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧炉心注水系  

代替循環冷却配管

高圧炉心注水系

(B)合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
6
1 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧炉心注水系 

高圧炉心注水系

(B),(C)分岐部～

高圧代替注水系分

岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 

高圧炉心注水系  

高圧代替注水系分

岐部～原子炉隔離

時冷却系分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
6
2 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧炉心注水系  

原子炉隔離時冷却

系分岐部～ 

E51-F001 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧炉心注水系  

ほう酸水注入系合

流部～原子炉圧力

容器 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7 ほう酸水注入系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

計測制御

系統施設 

4 ほう酸水注入設備 

4.1 ほう酸水注入系 

(5) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.9) ほう酸水注入系 

ヌ 主配管 

原子炉隔離時冷却

系 原子炉隔離時

冷却系分岐部～蒸

気入口配管分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却

系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
6
3 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉隔離時冷却

系 蒸気出口配管

合流部～サプレッ

ションチェンバ 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却

系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 

原子炉隔離時冷却

系 蒸気入口配管

分岐部～E51-F065 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧代替注水系 

E51-F065～高圧代

替注水系ポンプ 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
6
4 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧代替注水系 

高圧代替注水系ポ

ンプ～E51-F066 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉隔離時冷却

系 E51-F066～蒸

気出口配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧炉心注水系 

高圧代替注水系分

岐部～E22-F023 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
6
5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧代替注水系 

E22-F023～高圧代

替注水系ポンプ  

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧代替注水系 

高圧代替注水系ポ

ンプ～E11-F065 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

残留熱除去系 E1

1-F065～高圧代替

注水系合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
6
6 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧炉心注水系  

高圧炉心注水系集

合管～P13-F019 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
6
7 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 P13-F0

19～低圧代替注水

系合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
6
8 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 補給水

系復水移送ポンプ

出口分岐部～低圧

代替注水系(A),

(B)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
6
9 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 低圧代

替注水系(A),(B)

分岐部 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
7
0 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 低圧代

替注水系(A),(B)

分岐部～復水補給

水系可搬式注水配

管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
7
1 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 復水補

給水系可搬式注水

配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
7
2 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 復水補

給水系可搬式注水

配管合流部～復水

補給水系(A)外部

注水配管合流部 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
7
3 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 復水補

給水系(A)外部注

水配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 

補給水系 復水補

給水系(A)外部注

水配管合流部～E1

1-F060A 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
7
4 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系  

E11-F060A～ 

E11-F033A 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

ヌ 主配管 

残留熱除去系  

E11-F033A～低圧

代替注水配管残留

熱除去系(A)合流

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
7
5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 復水補

給水系可搬式接続

口（東）～復水補

給水系可搬式接続

口（屋内東） 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 

補給水系 復水補

給水系可搬式接続

口（屋内北）～復

水補給水系可搬式

注水配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
7
6 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 復水補

給水系接続口（北）

～復水補給水系

(A)外部注水配管

合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
7
7 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 低圧代

替注水系(A),(B)

分岐部～格納容器

下部注水系分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
7
8 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 格納容

器下部注水系分岐

部 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
7
9 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 格納容

器下部注水系分岐

部～低圧代替注水

系分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
8
0 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 低圧代

替注水系分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
8
1 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 低圧代

替注水系分岐部～

E11-F060B 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 

残留熱除去系 E1

1-F060B～ 

E11-F033B 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
8
2 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

残留熱除去系  

E11-F033B～低圧

代替注水配管残留

熱除去系(B)合流

部 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
8
3 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 復水補

給水系接続口（南）

～復水補給水系

(B)外部注水配管

合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備(6) 原子炉格納容器安全

設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 

補給水系 復水補

給水系(B)外部注

水配管合流部～低

圧代替注水系分岐

部 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備

その他原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
8
4 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 復水貯

蔵槽～低圧代替注

水系合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

7 原子炉冷却材補給設

備 

7.1 補給水系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

 

 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
8
5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 低圧代

替注水系合流部～

復水移送ポンプ 

原子炉冷

却系統施

設 

7 原子炉冷却材補給設

備 

7.1 補給水系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
8
6 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 復水移

送ポンプ～補給水

系復水移送ポンプ

出口分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

7 原子炉冷却材補給設

備 

7.1 補給水系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

ヌ 主配管 



 

2
-
1
8
7 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

補給水系 復水貯

蔵槽～E22-F028, 

F029,F030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉冷

却系統施

設 

7 原子炉冷却材補給設

備 

7.1 補給水系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

(7) 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

(7) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

ヌ 主配管 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続

き） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

ヌ 主配管 

原子炉補機冷却水

系 代替原子炉補

機冷却系配管(A)

合流部～原子炉補

機冷却水ポンプ

(A),(D)出口配管

合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 原子炉補機冷

却水ポンプ(A),

(D)出口配管合流

部～原子炉補機冷

却水系熱交換器

(A),(D) 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系 原子炉補機冷

却水系熱交換器

(A),(D)～残留熱

除去系熱交換器

(A)入口配管分岐

部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 残留熱除去系

熱交換器(A)入口

配管分岐部～残留

熱除去系熱交換器

(A) 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 残留熱除去系

熱交換器(A)～残

留熱除去系熱交換

器(A)出口配管合

流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
9
0 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系 残留熱除去系

熱交換器(A)出口

配管合流部～原子

炉補機冷却水ポン

プ(A),(D)入口配

管分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

8 原子炉補機冷却設備

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 原子炉補機冷

却水ポンプ(A),

(D)入口配管分岐

部～代替原子炉補

機冷却系配管(A)

分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 残留熱除去系

熱交換器(A)入口

配管分岐部～原子

炉冷却材浄化系非

再生熱交換器(A)

入口配管分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系 原子炉冷却材

浄化系非再生熱交

換器(A)出口配管

合流部～残留熱除

去系熱交換器(A)

出口配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 原子炉冷却材

浄化系非再生熱交

換器(A)入口配管

分岐部～燃料プー

ル冷却浄化系熱交

換器(A)入口配管

分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 燃料プール冷

却浄化系熱交換器

(A)入口配管分岐

部～燃料プール冷

却浄化系熱交換器

(A) 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系 燃料プール冷

却浄化系熱交換器

(A)～燃料プール

冷却浄化系熱交換

器(A)出口配管合

流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 燃料プール冷

却浄化系熱交換器

(A)出口配管合流

部～原子炉冷却材

浄化系非再生熱交

換器(A)出口配管

合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 原子炉補機冷

却水系サージタン

ク(A)出口配管合

流部～燃料プール

冷却浄化系熱交換

器(A)出口配管合

流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系 原子炉補機冷

却水系サージタン

ク(A)～原子炉補

機冷却水系サージ

タンク(A)出口配

管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 代替原子炉補

機冷却系配管(B-

2)合流部～代替原

子炉補機冷却系配

管(B-1)合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 代替原子炉補

機冷却系配管(B-

1)合流部～原子炉

補機冷却水系熱交

換器(B),(E)出口

配管分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系 原子炉補機冷

却水系熱交換器

(B),(E)出口配管

分岐部～残留熱除

去系熱交換器(B)

入口配管分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 残留熱除去系

熱交換器(B)入口

配管分岐部～残留

熱除去系熱交換器

(B) 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 残留熱除去系

熱交換器(B)～残

留熱除去系熱交換

器(B)出口配管合

流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
1
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5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系 残留熱除去系

熱交換器(B)出口

配管合流部～原子

炉冷却材浄化系非

再生熱交換器(B)

出口配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 原子炉冷却材

浄化系非再生熱交

換器(B)出口配管

合流部～代替原子

炉補機冷却系配管

(B-1)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 代替原子炉補

機冷却系配管(B-

1)分岐部～原子炉

補機冷却水ポンプ

(B),(E)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系 原子炉補機冷

却水ポンプ(B), 

(E)分岐部～代替

原子炉補機冷却系

配管(B-2)分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 原子炉補機冷

却水系熱交換器

(B),(E)出口配管

分岐部～燃料プー

ル冷却浄化系熱交

換器(B)入口配管

分岐部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 燃料プール冷

却浄化系熱交換器

(B)入口配管分岐

部～燃料プール冷

却浄化系熱交換器

(B) 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系 燃料プール冷

却浄化系熱交換器

(B)～原子炉補機

冷却水系サージタ

ンク(B)出口配管

合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 原子炉補機冷

却水系サージタン

ク(B)出口配管合

流部～燃料プール

冷却浄化系熱交換

器(B)出口配管合

流部 

原子炉冷

却系統施

設 

8 原子炉補機冷却設備

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉補機冷却水

系 燃料プール冷

却浄化系熱交換器

(B)出口配管合流

部～残留熱除去系

熱交換器(B)出口

配管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉補機冷却水

系 原子炉補機冷

却水系サージタン

ク(B)～原子炉補

機冷却水系サージ

タンク(B)出口配

管合流部 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.1 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却

海水系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

8 原子炉補機冷却設備 

8.2 代替原子炉補機冷却系 

(9) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

ほう酸水注入系  

ほう酸水注入系貯

蔵タンク～ほう酸

水注入系ポンプ 

計測制御

系統施設 

4 ほう酸水注入設備 

4.1 ほう酸水注入系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7 ほう酸水注入系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.9) ほう酸水注入系 

ヌ 主配管 

ほう酸水注入系  

ほう酸水注入系ポ

ンプ～ほう酸水注

入系合流部 

計測制御

系統施設 

4 ほう酸水注入設備 

4.1 ほう酸水注入系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

6.7 ほう酸水注入系 

(7) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.9) ほう酸水注入系 

ヌ 主配管 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧窒素ガス供給

系 常用窒素ガス

供給ライン共通母

管(B)分岐部～常

用窒素ガス供給ラ

イン共通母管(A)

分岐部 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧窒素ガス供給

系 常用窒素ガス

供給ライン共通母

管(A)分岐部～ 

P54-F208 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧窒素ガス供給

系 P54-F208～ 

P54-F209 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧窒素ガス供給

系 P54-F209～ 

B21-F029A,B,C,D,

E,F,G,H,J,K,L,M,

N,P,R,S,T,U 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧窒素ガス供給

系 常用窒素ガス

供給ライン共通母

管(B)分岐部～ 

P54-F012B 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

 

 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧窒素ガス供給

系 P54-F012B～

非常用窒素ガス供

給系配管(B)分岐

部 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

高圧窒素ガス供給

系 非常用窒素ガ

ス供給系配管(B)

分岐部～ 

P54-F007B 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧窒素ガス供給

系 P54-F007B～ 

P54-F008B 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧窒素ガス供給

系 P54-F008B～B

21-F026L,N,R,T 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧窒素ガス供給

系 常用窒素ガス

供給ライン共通母

管(A)分岐部～ 

P54-F012A 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

 

 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧窒素ガス供給

系 P54-F012A～

非常用窒素ガス供

給系配管(A)分岐

部 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧窒素ガス供給

系 非常用窒素ガ

ス供給系配管(A)

分岐部～ 

P54-F007A 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

高圧窒素ガス供給

系 P54-F007A～ 

P54-F008A 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

高圧窒素ガス供給

系 P54-F008A～B

21-F026A,C,F,H 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.1 高圧窒素ガス供給

系 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設

備 

(5) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格納容器ス

プレイ管（ドライ

ウェル側） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(6) 原子炉格納容器安

全設備 

(6.1) 格納容器スプレ

イ冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

 

 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

ヌ 主配管 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉格納容器ス

プレイ管（サプレ

ッションチェンバ

側） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(6) 原子炉格納容器安

全設備 

(6.1) 格納容器スプレ

イ冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ

冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

補給水系 格納容

器下部注水系分岐

部～下部ドライウ

ェル 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(6) 原子炉格納容器安

全設備 

(6.3) 格納容器下部注

水系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉建屋放水設

備 大容量送水車

（原子炉建屋放水

設備用）吸込20mホ

ース（6,7号機共

用） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(6) 原子炉格納容器安

全設備 

(6.5) 原子炉建屋放水

設備 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

 

 

 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備 

4.3 原子炉建屋放水設備 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉建屋放水設

備 大容量送水車

吐出放水砲用5m,1

0m,50mホース（6,7

号機共用） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(6) 原子炉格納容器安

全設備 

(6.5) 原子炉建屋放水

設備 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

 

 

 

 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備 

4.3 原子炉建屋放水設備 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

原子炉建屋放水設

備 放水砲（6,7号

機共用） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(6) 原子炉格納容器安

全設備 

(6.5) 原子炉建屋放水

設備 

ヌ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

 

 

 

核燃料物

質の取扱

施設及び

貯蔵施設 

4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備 

4.3 原子炉建屋放水設備 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

非常用ガス処理系

 非常用ガス処理

系窒素パージライ

ン(A)合流部及び

非常用ガス処理系

窒素パージライン

(B)合流部～耐圧

強化ベントライン

合流部 

 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(7) 放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格

納容器再循環設備 

(7.1) 非常用ガス処理

系 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント系 

 

 

 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

非常用ガス処理系

 耐圧強化ベント

ライン合流部～主

排気筒 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(7) 放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格

納容器再循環設備 

(7.1) 非常用ガス処理

系 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント系 

 

ル 主配管 

可燃性ガス濃度制

御系 フィルタベ

ントドレン移送ラ

イン合流部～サプ

レッションチェン

バ 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(7) 放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格

納容器再循環設備 

(7.2) 可燃性ガス濃度

制御系 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

ニ 主配管 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

不活性ガス系 耐

圧強化ベントバイ

パスライン分岐部

～T31-F072 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(7) 放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格

納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント

系 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

ニ 主配管 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 T31-F072

～耐圧強化ベント

バイパスライン合

流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(7) 放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格

納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント

系 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

ニ 主配管 
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 耐圧強化

ベントライン分岐

部～耐圧強化ベン

トバイパスライン

合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(7) 放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格

納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント

系 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

ニ 主配管 



 

2
-
2
1
2 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 耐圧強化

ベントバイパスラ

イン合流部～格納

容器フィルタベン

トライン分岐部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(7) 放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格

納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント

系 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

ニ 主配管 



 

2
-
2
1
3 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 格納容器

フィルタベントラ

イン分岐部～T61-

F002 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(7) 放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格

納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント

系 

 

 

 

 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

非常用ガス処理系

 T61-F002～耐圧

強化ベントライン

合流部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(7) 放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格

納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント

系 

 

 

 

 

 

 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 



 

2
-
2
1
4 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 可搬型窒

素供給装置用20m

ホース（6,7号機共

用） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(7) 放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス

濃度制御設備並びに格

納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント

系 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

 

 

 

 

 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 主配管 



 

2
-
2
1
5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

不活性ガス系 ド

ライウェル～ドラ

イウェル・サプレ

ッションチェンバ

合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(8) 原子炉格納容器調

気設備 

(8.1) 不活性ガス系 

ホ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

ニ 主配管 



 

2
-
2
1
6 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

不活性ガス系 サ

プレッションチェ

ンバ～ドライウェ

ル・サプレッショ

ンチェンバ合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(8) 原子炉格納容器調

気設備 

(8.1) 不活性ガス系 

ホ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント系 

 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

ニ 主配管 



 

2
-
2
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

不活性ガス系 ド

ライウェル・サプ

レッションチェン

バ合流部～耐圧強

化ベントバイパス

ライン分岐部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(8) 原子炉格納容器調

気設備 

(8.1) 不活性ガス系 

ホ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント系 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

ニ 主配管 



 

2
-
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

不活性ガス系 耐

圧強化ベントバイ

パスライン分岐部

～不活性ガス系非

常用ガス処理配管

分岐部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(8) 原子炉格納容器調

気設備 

(8.1) 不活性ガス系 

ホ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント系 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

ニ 主配管 



 

2
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

不活性ガス系 不

活性ガス系非常用

ガス処理配管分岐

部～耐圧強化ベン

トライン分岐部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(8) 原子炉格納容器調

気設備 

(8.1) 不活性ガス系 

ホ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント系 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

ル 主配管 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装

置 

ニ 主配管 



 

2
-
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要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 格納容器

フィルタベントラ

イン分岐部～格納

容器フィルタベン

トライン窒素パー

ジライン合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル 主配管 
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-
2
2
1 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 格納容器

フィルタベントラ

イン窒素パージラ

イン合流部～フィ

ルタ装置入口ノズ

ル 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 

格納容器圧力逃が

し装置 フィルタ

装置出口ノズル～

よう素フィルタ入

口分岐部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
2
2 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 よう素フ

ィルタ入口分岐部

～よう素フィルタ

(A)入口ノズル 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 

格納容器圧力逃が

し装置 よう素フ

ィルタ入口分岐部

～よう素フィルタ

(B)入口ノズル 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
2
3 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 よう素フ

ィルタ(A)出口ノ

ズル～ベントガス

放出ライン合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 

格納容器圧力逃が

し装置 よう素フ

ィルタ(B)出口ノ

ズル～ドレンタン

クライン分岐部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
2
4 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 ドレンタ

ンクライン分岐部

～ベントガス放出

ライン合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 

格納容器圧力逃が

し装置 ベントガ

ス放出ライン合流

部～原子炉建屋頂

部放出口 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
2
5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 格納容器

フィルタベント窒

素パージライン接

続口～格納容器フ

ィルタベントライ

ン窒素パージライ

ン合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

格納容器圧力逃が

し装置  ドレンタ

ンクライン分岐部

～ドレンタンク入

口ノズル 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
2
6 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置  ドレンタ

ンク出口ノズル～

ドレン移送ポンプ

入口ライン合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 

格納容器圧力逃が

し装置 フィルタ

装置～ドレン移送

ポンプ入口ライン

合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
2
7 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置  ドレン移

送ポンプ入口ライ

ン合流部～ドレン

移送ポンプ分岐部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 

格納容器圧力逃が

し装置  ドレン移

送ポンプ分岐部～

ドレン移送ポンプ

(A) 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
2
8 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置  ドレン移

送ポンプ分岐部～

ドレン移送ポンプ

(B) 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 

格納容器圧力逃が

し装置  ドレン移

送ポンプ(A)～ド

レン移送ポンプ出

口合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
2
9 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置  ドレン移

送ポンプ(B)～ド

レン移送ポンプ出

口合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 

格納容器圧力逃が

し装置 ドレン移

送ポンプ出口合流

部～ドレン移送ポ

ンプ窒素パージラ

イン合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
3
0 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 ドレン移

送ポンプ窒素パー

ジライン合流部～

T49-F020 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 

可燃性ガス濃度制

御系 T49-F020～

フィルタベントド

レン移送ライン合

流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
3
1 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 ドレン移

送ライン窒素パー

ジライン接続口～

ドレン移送ポンプ

窒素パージライン

合流部 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

ル 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

 

格納容器圧力逃が

し装置 フィルタ

装置補給用接続口

～フィルタ装置 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
3
2 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

格納容器圧力逃が

し装置 スクラバ

水pH制御設備用3

m,5mホース（6,7号

機共用） 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他

の安全設備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃

がし装置 

ニ 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

(8) 主配管 名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全

設備 

(7) 放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装

置 

 

 

 

 

ル 主配管 



 

2
-
2
3
3 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

軽油タンク 軽油

タンク(A)～タン

クローリ接続口

（6,7号機共用） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

2 非常用発電装置 

2.2 代替交流電源設備 

(4) 燃料設備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

 

 

2 非常用発電装置 

2.3 緊急時対策所代替電源設

備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

 

 

2 非常用発電装置 

2.4 監視測定設備用電源設備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

6 補機

駆動用燃

料設備 

 

 

1 燃料設備 (4) 主配管 



 

2
-
2
3
4 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

軽油タンク 軽油

タンク(B)～タン

クローリ接続口

（6,7号機共用） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

2 非常用発電装置 

2.2 代替交流電源設備 

(4) 燃料設備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

 

 

2 非常用発電装置 

2.3 緊急時対策所代替電源設

備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

 

 

2 非常用発電装置 

2.4 監視測定設備用電源設備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

6 補機

駆動用燃

料設備 

 

 

1 燃料設備 (4) 主配管 



 

2
-
2
3
5 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

軽油タンク 軽油

タンク(A)～タン

クローリ接続口（6

号機設備，6,7号機

共用） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

2 非常用発電装置 

2.2 代替交流電源設備 

(4) 燃料設備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

2 非常用発電装置 

2.3 緊急時対策所代替電源設

備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

2 非常用発電装置 

2.4 監視測定設備用電源設備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

6 補機

駆動用燃

料設備 

 

1 燃料設備 (4) 主配管 



 

2
-
2
3
6 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

軽油タンク 軽油

タンク(B)～タン

クローリ接続口（6

号機設備，6,7号機

共用） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

2 非常用発電装置 

2.2 代替交流電源設備 

(4) 燃料設備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

 

 

2 非常用発電装置 

2.3 緊急時対策所代替電源設

備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

 

 

2 非常用発電装置 

2.4 監視測定設備用電源設備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

6 補機

駆動用燃

料設備 

 

 

1 燃料設備 (4) 主配管 



 

2
-
2
3
7 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

緊急安全対策資機

材系 タンクロー

リ給油ライン接続

用20mホース（6,7

号機共用） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

2 非常用発電装置 

2.2 代替交流電源設備 

(4) 燃料設備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

 

2 非常用発電装置 

2.3 緊急時対策所代替電源設

備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

2 非常用発電装置 

2.4 監視測定設備用電源設備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

6 補機

駆動用燃

料設備 

 

 

 

1 燃料設備 (4) 主配管 



 

2
-
2
3
8 

要目表（配管）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

緊急安全対策資機

材系 タンクロー

リ給油ライン接続

用40mホース（6,7

号機共用） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

2 非常用発電装置 

2.2 代替交流電源設備 

(4) 燃料設備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

 

2 非常用発電装置 

2.3 緊急時対策所代替電源設

備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

名称 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

外径 

厚さ 

材料 

個数 

取付箇所 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

1 非常

用電源設

備 

 

2 非常用発電装置 

2.4 監視測定設備用電源設備 

(4) 燃料設

備 

ニ 主配管 

その他発

電用原子

炉の附属

施設 

6 補機

駆動用燃

料設備 

 

 

 

1 燃料設備 (4) 主配管 

 



 

2
-
2
3
9 

 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-8

1） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(7) 放射性物質濃度制御設備及

び可燃性ガス濃度制御設備並びに

格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装置 

 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装置 

 

 

 

― ― 



 

2
-
2
4
0 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-24

1） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.2 耐圧強化ベント系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(7) 放射性物質濃度制御設備及

び可燃性ガス濃度制御設備並びに

格納容器再循環設備 

(7.4) 耐圧強化ベント系 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(7) 放射性物質濃度制御設備及

び可燃性ガス濃度制御設備並びに

格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装置 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装置 

― ― 



 

2
-
2
4
1 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-20

1） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェンバ

プール水冷却系 

― ― 



 

2
-
2
4
2 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-20

2） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェンバ

プール水冷却系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

― ― 



 

2
-
2
4
3 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-

203） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェンバ

プール水冷却系 

― ― 



 

2
-
2
4
4 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-21

0B,X-210C,X-35B,

X-35C） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.1 高圧炉心注水系 

― ― 

配管貫通部（X-

204,205,206） 

 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.2) サプレッションチェンバ

プール水冷却系 

― ― 



 

2
-
2
4
5 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-

30B） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ冷

却系 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

― ― 



 

2
-
2
4
6 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部 

（X-30C,X-200C） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却系 

― ― 

配管貫通部（X-21

4,X-12B） 

 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

― ― 



 

2
-
2
4
7 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-24

2） 

 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.3 格納容器圧力逃がし装置 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(7) 放射性物質濃度制御設備及

び可燃性ガス濃度制御設備並びに

格納容器再循環設備 

(7.5) 格納容器圧力逃がし装置 

 

 

 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(9) 圧力逃がし装置 

(9.1) 格納容器圧力逃がし装置 

 

 

 

 

 

― ― 



 

2
-
2
4
8 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-20

0B） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.1) 格納容器スプレイ冷却系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.4) 代替格納容器スプレイ冷

却系 

― ― 

配管貫通部（X-

740） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

 

 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.3) 格納容器下部注水系 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

 

 

― ― 



 

2
-
2
4
9 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-

12A） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.6) 代替循環冷却系 

― ― 



 

2
-
2
5
0 

要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

（前頁からの続

き） 

 

    原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

 

 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

 

― ― 

配管貫通部（X-33

A,33B,33C） 

 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 
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要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-31

B） 

 

 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.5 低圧代替注水系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

 

 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.8) 低圧代替注水系 

 

― ― 



 

2
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要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-31

C） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.4 低圧注水系 

― ― 



 

2
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要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部（X-3

7,X-213） 

 

 

 

 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.2 原子炉隔離時冷却系 

― ― 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.3 高圧代替注水系 

― ― 

原子炉格

納施設 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.7) 高圧代替注水系 

 

― ― 

配管貫通部（X-

22） 

 

 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 

 

(4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

原子炉冷

却系統施

設 

 

6 非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備 

6.7 ほう酸水注入系 

― ― 

計測制御

系統施設 

 

 

4 ほう酸水注入設備 

4.1 ほう酸水注入系 

― ― 

原子炉格

納施設 

 

 

3 圧力低減設備その他の安全設

備 

(6) 原子炉格納容器安全設備 

(6.9) ほう酸水注入系 

― ― 
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要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部 （X-

71A） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 (4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必要

な窒素ガス喪失時の減圧設備 

― ― 

配管貫通部 （X-

71B） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 (4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必要

な窒素ガス喪失時の減圧設備 

― ― 
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要目表（貫通部）兼用先一覧 

機器名称 主となる施設・設備（系統）区分 兼用する施設・設備（系統）区分 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

施設区分 設備（系統）区分 設備別記

載事項 

配管貫通部 （X-

72） 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 (4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法 

材料 

 

計測制御

系統施設 

8 制御用空気設備 

8.2 逃がし安全弁の作動に必要

な窒素ガス喪失時の減圧設備 

― ― 

配管貫通部（X-61

0,X-710） 

 

原子炉格

納施設 

1 原子炉格納容器 (4) 原子炉

格納容器配管

貫通部及び電

気配線貫通部 

名称又は

貫通部番

号 

種類 

個数 

最高使用

圧力 

最高使用

温度 

構成 

主要寸法

材料 

計測制御

系統施設 

3 制御材駆動装置 

(2) 制御棒駆動水圧設備 

(2.1) 制御棒駆動系 

― ― 
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別紙 3 

 

要目表の記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

1. 要旨 

別表第二の記載要求事項のうち，機器等の「取付箇所」の記載として以下に記載方針をまとめ

た。 

 

2. 発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド記載内容について 

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」（以下「手続きガイド」という。）の機器

等の仕様に関する記載要求範囲として記載される「取付箇所」への記載要求は以下の通り。 

 

（抜粋） 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から使用箇所に取り付けている機器

等を含む。）については，属する系統の機能の独立性及び位置的分散を示すために十分な配

置を説明する記載とする必要があり，また，溢水防護上の配慮が必要な機器等について

は，防護区画との関係及び据付高さ等を記載する必要がある。 

 

3. 記載方針 

上記，手続きガイドに基づき，要目表の「取付箇所」記載方針を次に記載する。なお，火災防

護対象機器の取り扱いについても，本資料で明確化する。 
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4. 要目表の「取付箇所」に対する記載方針について 

 4.1 「属する系統の機能の独立性」について 

常設の機器等の「属する系統の機能の独立性」については，添付図面の「系統図」で示す。 

そのため，要目表の取付箇所の欄には，当該機器が接続する系統名の記載欄を設け，その

欄に取り付ける系統名（「○○系」と表記する。）を記載する。 

また，系統図側には施設名及び設備系統名が識別できるよう「施設区分名」と「設備（系

統）区分名」を図面名称欄に記載し，要目表と図面が繋がる記載とする。 

なお，●●ポンプ（A）（B）や●●弁（A）（B）(C）など機器の「個数」が複数個あるもの

については，その機器毎に「系統名」を記載する。また，系統に接続していないものについ

ては「―」で示す。 

【記載例①参照】 

 

 4.2 「位置的分散」について 

常設機器等の「位置的分散」は，添付図面の「配置図」で示す。そのため，要目表の取付

箇所欄には，当該機器を設置する「設置床」の記載欄を設け，その欄に「建屋の名称」及び

機器等の「設置床レベル」を記載する。 

また，「配置図」側には，機器配置が識別できるよう「建屋の名称」及び「設置床レベル」

を図面に記載し，要目表と図面が繋がる記載とする。 

なお，「設置床レベル」の表記方法については，設置変更許可申請書に準じる。 

【記載例②参照】 

 

 4.3 「溢水防護上の配慮が必要な機器等」について 

  (1) 防護区画との関係について 

溢水防護上の配慮を必要とする機器等と溢水防護区画との関係が分かるように要目表の

取付箇所の欄には，その機器が設置される「溢水防護上の区画番号」を記載する。 

なお，Ⅴ-1-1-9 「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」に「防護すべき設備」

と「防護区画番号」を示した「防護すべき対象設備のリスト」と「溢水防護区画の図面」を

添付することでそれらの関係性を示す。 

また，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の記載方法につ

いては第 1図，第２図及び第３図に示す。 
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１．グランドルールの考え方について 

 ・現状のグランドルールのうち，「溢水防護上の区画番号」および「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の記載方針の主な箇所は以下のとおり。（先行 PWR と同様） 

「溢水防護上の区画番号」について 

③  「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」の「溢水評価対象の溢水防護対象設備リスト」，「溢水評価対象の重大事故等対処設備リスト」及び「溢水防護区画」との関連付けを行うため，要目表へ「溢

水防護上の区画番号」を記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」について 

④  溢水防護上の配慮が必要となる機器等について，その機器が設置される区画のうち，機能喪失高さが最も低いものを選定し，要目表へ「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

 

 ・上記のルールを踏まえた「溢水防護上の区画番号」および「溢水防護上の配慮が必要な高さ」を記載するために用いる資料構成と要目表記載の流れのイメージ図を第１図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 資料構成および要目表記載の流れのイメージ図 

工事計画に係る補足説明資料 

発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書（Ⅴ-1-1-9） 

●●●● 

●●●● 

防護区画図面 

R-B1-1 

R-B1-2 

番号

なし 

※１ 

溢水評価対象の重大事故等対処設備リスト 

設備 溢水防護区画 

A RB-●-1 

B RB-●-2 

C RB-●-1 

 

溢水評価対象の溢水防護対象設備リスト 

設備 溢水防護区画 

A R-B1-1 

B R-B1-2 

C R-B1-1 

防護すべき設備リスト（ＤＢ＆ＳＡ） 

溢水防護区画 設備 機能喪失高さ 

R-B1-1 
A 3.0m 

C 1.0m 

R-B1-2 B 2.0m 

除外設備リスト（ＳＡ） 

設備 

A 

B 

C 

除外設備リスト（ＤＢ） 

設備 

D 

E 

F 

R-B1-1 

1.0m 

本リストのうち要目表対象の設備が「溢水防護上の配慮

を必要とする機器」に該当し，要目表対象となる。 

「溢水防護の対象設備以外の機器」に該当するため，要目表対象設備

であった場合でも「－」を記載する。 

なお，「防護区画図」には，必ずしも区画番号が記載されていない。 

＊１：防護対象機器が設置されていないため，記載していない。 

＊２：「工事計画に係る補足説明資料」の「防護対象設備リスト（ＤＢ&ＳＡ）」の機能喪失高さが「-」の設備については，要目表の「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」を「-」と記載す

る。 

※２ 

※２ 

Ａ 

1.0m 

R-B1-1 
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分類 「溢水防護上の区画番号」 「溢水防護上の配慮が必要な高さ」 

A1 区画番号を記載する。 区画内で最も低い機能喪失高さを記載する。 

A2 「－」を記載する。 「－」を記載する。 

B 要目表対象ではない。 

C 要目表対象ではない。 

D 「－」を記載する。 「－」を記載する。 

（参考：E） （「－」を記載する。） （「－」を記載する。） 

：「溢水防護上の配慮を必要とする機器」（要目表対象）【A】 

：「溢水防護の対象設備以外の機器」【C】【D】【E】 

防護すべき設備リスト記載設備 除外設備リスト記載設備 

要目表対象設備※ 

【A】 

【B】 【C】 

【E】 

：要目表対象ではない防護すべき設備【B】 

（グランドルール上の「溢水防護の対象設備以外の機器」） 

【D】 

＊ 別表第二の範囲を示す。 

溢水の影響を考慮する 

必要がある設備【A1】 

YES

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

注記＊1：以下に該当する設備は評価対象外とす

る。 

 ①溢水により機能を喪失しない静的機器 

（アクセスが必要なものを除く） 

 ②原子炉格納容器内に設置される機器 

 ③動作機能の喪失により安全機能に影響しな

い機器 

④他の機器で代替できる機器 

・設置許可基準規則第 9条の法令要求対象機器 

・ＳＡ設備 

【A】＋【B】＋【C】＋【D】 

溢水影響評価から 

除外可能＊１ 

説明書防護対象設備リスト記載機器 

【A】＋【B】 
補足説明資料除外設備リスト記載機器 

【C】＋【D】 

要目表対象設備と 

重複していない。 

 

【B】 

要目表対象ではない防護対象機器 

溢水源がない区画に 

設置されている※２ 

溢水の影響を考慮する 

必要がない設備【A2】 

※２「溢水源がない区画」とは溢水源となる設備がなく，

かつ消火活動も想定していない区画を指す。 

溢水防護上の配慮を必要とする機器 

【A】 

２．現状の要目表の整理状況 

 ・現状の要目表の整理フローを第 3 図に示す。 

 

・また，「溢水防護上の配慮を必要とする機器」と「溢水防護の対象設備以外の機器」の

考え方を第 2 図に示す。 

第 3 図 現状の要目表整理フロー 
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  (2) 据付高さ等 

据付高さ等について，溢水防護上の配慮が必要な機器等については，その機器等が設置

される溢水防護上の区画のうち，機能喪失高さの裕度が最も低いものを選定し，その区画の

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として設定する。機能喪失高さは，溢水防護上の配慮が

必要な機器等が溢水の影響により機能を喪失する可能性がある高さにマージンを加えた値で

設定し，要目表記載の「溢水防護上の配慮が必要な高さ」には，そのマージンが含まれた値

に「以上」を付記して表記する。 

また，溢水防護上の配慮が必要ない設備については「－」を記載する。 

なお，溢水防護上の配慮が必要な高さについては，追加要求事項として要目表の「変更

後」欄に記載する。 

【記載例④参照】 

 

ただし，計測制御系統施設の計測装置や放射線管理施設の放射線管理用計測装置の記載

要目表のように，「変更前」，「変更後」の両方共に別表第二の記載事項を記載する必要があ

る場合は，「変更後」の欄に「溢水防護上の区画番号」と「溢水防護上の配慮が必要な高さ」

の欄を記載する。 

【記載例⑤参照】 

 

  (3) 「火災防護対象設備」についての扱い 

火災防護対象設備の設置位置と「火災区域」又は「火災区画」との関係性について，以下

の整理とする。 

   a. 「火災区域」と「火災区画」の識別として，火災防護設備の要目表に「火災区域」及び

「火災区画」の「名称」と「番号」を記載し，また添付図面においても，図中にそれら区

域及び区画の「番号」を記載することで火災防護上の「区域」及び「区画」を識別する。 

 

   b. 火災防護対象設備について，Ⅴ-1-1-8 「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」

に「機器リスト」を添付し，そのリスト中に火災防護対象設備の「機器名称」と，その機

器が設置される「火災区域番号」又は「火災区画番号」を記載することで，「火災防護対

象設備」と「火災区域」及び「火災区画」との関係性が分かる記載とする。 

 

 



 

 

2
-
2
6
1 

要目表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
・独立性は系統図にて示す。なお，機器が設置される系統について「系

統名」で記載し，系統図とリンクさせる。 
例：高圧炉心注水系に設置する機器→「高圧炉心注水系 B」，「高圧

炉心注水系 C」 

属する系統の機能の独立性 
 

・溢水防護上の配慮を必要とする機器等の要目表の取付箇所欄には，
その機器が設置される「溢水防護上の区画番号」を記載する 

溢水防護区画との関係 

例：溢水防護区画  

 

東京電力株式会社 

 

 

 

 

・溢水防護対象機器等が設置される溢水防護区画のうち，機能喪失
高さの裕度が最も低いものを選定し，その区画の「溢水防護上の
配慮が必要な高さ」として設定する。機能喪失高さは，溢水防護
上の配慮が必要な機器等が溢水の影響により機能を喪失する可能
性がある高さにマージンを加えた値で設定し，要目表記載の「溢
水防護上の配慮が必要な高さ」には，そのマージンが含まれた値
に「以上」を付記して表記する。 

 
 

据付高さ等 

モータ 

ポンプ  
電気盤 

：機能喪失高さ 
：溢水防護上配慮が必要な高さ（※溢水防護区画内にあ

る防護対象設備のうち機能喪失高さの床面からの高さ
が最も低いものを溢水防護上の配慮が必要な高さとし
て設定） 

マスキングされているので内容不明だが，例示を入れる必要がある。 

 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から使用箇所に取り付けている機器等を含む。）の「位置的分散」は，添付図面の「配置図」で示す。 
要目表の取付箇所欄には「配置図」とリンクできるよう，当該機器が設置される「設置床」の記載欄を設け，その欄に「建屋（室）の名称」及び機器等の「設置床レベル」を記載する。 
また，「配置図」側には，図面名称欄に「建屋等（室）の名称」及び「設置床レベル」を記載する。 

位置的分散 

常設電動注入ポンプ 

E.L.5.0m 

イメージ図 

高圧炉心注水系 C 

名
称 

柏崎刈羽原子力発電所〇号機 

第〇－〇図 
 

 

 

東京電力株式会社 

 

 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器

の配置を明示した図面 

 

原子炉建屋(T.M.S.L.-8200) 

名
称 

柏崎刈羽原子力発電所〇号機 

第〇－〇図 
 

高圧炉心注水系 B 
高圧炉心注水系系統図 

高圧炉心注水系

ポンプ(C) 

高圧炉心注水系

ポンプ(B) 

高圧炉心注水系ポンプ 

高圧代替注水系ポンプ 

T.M.S.L.

-1700mm 

T.M.S.L. 

-8200mm 

原子炉建屋 T.M.S.L.-8200mm 原子炉建屋 T.M.S.L.-1700mm 
 

 

東京電力株式会社 

 

 

 

原子炉冷却系統施設に係る機器

の配置を明示した図面 

 

原子炉建屋(T.M.S.L.-1700) 

 
第〇－〇図 

柏崎刈羽原子力発電所〇号機 

名
称 

高圧代替注水系

ポンプ 
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a. 原子炉補機冷却海水ポンプ 

注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「定格容量」と記載 

  ＊2  ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。 

＊3 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「定格揚程」と記載 

＊4 ：公称値を示す。

 変  更  前 変  更  後 

名     称 原子炉補機冷却海水ポンプ 

変更なし 

ポ 
 
 

 
 

 

ン 
 

 
 

 
 

プ 

種 類 － ターボ形 

容 量＊1 m3/h/個 1800 以上＊2 (1800＊4) 

揚 程＊3 m 35 以上＊2 (35＊4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.78＊2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 50＊2 

主 

要 

寸 

法 

吸 込 内 径 ㎜ 392＊2, ＊4 

吐 出 内 径 ㎜ 500＊2, ＊4 

コ ラ ム 外 径 ㎜ 524＊2, ＊4 

コ ラ ム 厚 さ ㎜ 10.8(12＊4)＊2 

高 さ ㎜ 11380＊2, ＊4 

材 

料 

ケ ー シ ン グ ― SCS14 

個 数 ― 6 

取 
 
 

付 
 
 

箇 
 
 

 

所 

系 統 名 

― 

＊2 

原子炉補機冷却海水ポンプ A,D 

 

原子炉補機冷却海水系 A系 
 

＊2 

原子炉補機冷却海水ポンプ B,E 

 

原子炉補機冷却海水系 B系 
 

＊2 

原子炉補機冷却海水ポンプ C,F 

 

原子炉補機冷却海水系 C系 
 

設 置 床 
― 

＊2 

タービン建屋 T.M.S.L.4900mm 
 

＊2 

タービン建屋 T.M.S.L.4900mm 
 

＊2 

タービン建屋 T.M.S.L.4900mm 
 

溢水防護上の区画

番 号 
― ― T-B1-2A＊2 T-B1-4b1＊2 

T-B1-2C＊2 

溢 水 防 護 上 の 

配慮が必要な高さ 
― ― EL.0.59 m 以上＊2 EL.0.18 m 以上＊2 

EL.1.91 m 以上＊2 

原 

動 

機 

種 類 ― 誘導電動機 

変更なし 
出 力 kW/個 280 

個 数 ― 6 

取 付 箇 所 ― ポンプと同じ＊2 

記載例① 

記載例② 

記載例③ 

記載例④ 

原子炉補器冷却海水ポンプの例 
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2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものにあっては，次の事項 

  1 燃料取扱設備に係る次の事項 

  (1) 新燃料又は使用済燃料を取り扱う機器の名称，種類，容量，主要寸法，材料，個数及び取 

   付箇所 

 a. 燃料取替機（1,2,5,7 号機共用） 

 変 更 前 変更後 

名       称 
燃料取替機 

（1,2,5,7 号機共用）＊1 

変更なし 

種 類 ― 燃料把握機付移床式 

容

量 

燃 料 把 握 機 kg/個 460 (×1台) 

補 助 ホ イ ス ト kg/個 460 (×1台) 

原 子 炉 冷 却 材 再 循 環 

ポ ン プ 点 検 用 ホ イ ス ト 
kg/個 1500 (×1台) 

主

要

寸

法 

走 行 レ ー ル 間 距 離 mm 15160＊2, ＊3 

ブ リ ッ ジ 幅 mm 3600＊2, ＊3 

高 さ mm 5665＊2, ＊3 

ブ リ ッ ジ 高 さ mm 900＊2, ＊3 

材

料 

ブ リ ッ ジ ― SS400＊3 

個 数 ― 1＊3 

取

付

箇

所 

系 統 名 ― ― 

設 置 床 ― 原子炉建屋 T.M.S.L.31700mm＊3 

溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 ― 
 

― 
溢 水 防 護 上 の 

配 慮 が 必 要 な 高 さ 
― 

 注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「（第 1,第 2,第 5 及び第 7号機共用,第 7 号 

      機既設）」と記載。 

   ＊2 ：公称値を示す。 

   ＊3 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

 

記載例① 

記載例② 

記載例③ 

記載例④ 

燃料取替機の例 
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1.   (2) 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量を含む。）を計測する装置の名称，検出器の種類，計測範囲，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） 
・常設 

 

 

変  更  前 変  更  後 

名   称 
検 出 器 
の 種 類 

計 測 範 囲 
警報動作 
範 囲 

個数 
取 付 箇 所 

名  称 
検 出 器 
の 種 類 

計 測 範 囲 
警 報 動 作 
範 囲 

個 数 
取 付 箇 所 

高圧炉心注水系 
ポンプ吐出圧力 

＊1 

弾性圧力
検出器 

 

0～12.0MPa*2 ― 2 

系 統 名 高圧炉心注水系 B,C 系＊3 

変更なし 

変更なし 
設 置 床 

＊3 

原子炉建屋 
T.M.S.L.－8200mm 

 

― 

溢 水 防 護 上 の 
区 画 番 号 

R-B3-12＊4 
R-B3-7＊5 

溢 水 防 護 上 の 
配慮が必要な高さ 

EL0.04m 以上＊4 
EL0.04m 以上＊5 

― 

＊6 

残留熱除去系 
ポンプ吐出圧力 

弾性圧力
検出器 

0～3.5MPa ― 3 

系 統 名 残留熱除去系 A,B,C 系 

設 置 床 
原子炉建屋 

T.M.S.L.－8200mm 

溢 水 防 護 上 の 
区 画 番 号 

R-B3-2＊7 
R-B3-12＊8 
R-B3-7＊9 

溢 水 防 護 上 の 
配慮が必要な高さ 

EL0.54m 以上＊7 
EL0.04m 以上＊8 
EL0.04m 以上＊9 

残留熱除去系 
熱交換器入口温度 

熱電対＊10 0～300℃ ― 3 

系 統 名 残留熱除去系 A,B,C 系＊3 

変更なし 

変更なし 

設 置 床 

＊3 

原子炉建屋 
T.M.S.L.－8200mm 

 

― 

溢 水 防 護 上 の 
区 画 番 号 

R-B3-5＊11 
R-B3-11＊12 
R-B3-8＊13 

溢 水 防 護 上 の 
配慮が必要な高さ 

EL0.34m 以上＊11 
EL0.34m 以上＊12 
EL0.34m 以上＊13 

残留熱除去系 
熱交換器出口温度 

熱電対＊10 0～300℃ ― 3 

系 統 名 残留熱除去系 A,B,C 系＊3 

変更なし 

変更なし 
設 置 床 

＊3 

原子炉建屋 
T.M.S.L.－8200mm 

 

― 

溢 水 防 護 上 の 
区 画 番 号 

R-B3-5＊14 
R-B3-11＊15 
R-B3-8＊16 

溢 水 防 護 上 の 
配慮が必要な高さ 

EL0.34m 以上＊14 
EL0.34m 以上＊15 
EL0.34m 以上＊16 

 記載例⑤  計測制御系統施設の計測装置や放射線管理施設の放射線管理用計測装置の記載を要目表の

ように，「変更前」，「変更後」の両方共に別表第二の記載事項を記載する場合は，「変更後」

の欄に「溢水防護上の区画番号」と「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の欄を記載する。 
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可搬型主配管の要目表に記載する「個数」の記載方法と 

「個数」及び「取付箇所」に注記を記載する際の基本的な記載ルールについて 

 

1. 要旨 

別表第二の改正により可搬型主配管の要目表に「個数」が追加されたことを受け，その「個

数」への記載方法及び「個数」，「取付箇所」に注記を記載する際の基本的な記載方法について以

下にまとめる。 

 

2. 「個数」の記載方法 

 2.1 「個数」欄には，「技術基準規則で要求される必要な容量を賄える個数」（以下「必要数」と

いう。）と「バックアップの個数」（以下「予備」という。）を記載する。 

その際，必要数は括弧外に記載し，予備は括弧を付し，その括弧内に「予備」の記載と個

数を示す。 

 

例： 

名  称 
最高使用 

圧  力 

最高使用 

温  度 
主要寸法 個数 取付箇所 

 

 

   
●●（予備□□） 

 

●●：必要数 

□□：予備数 

※…予備の表示は括弧内に「予備」の記載と個数を付す。 

 

なお，「個数」には，単位を記載しないが，管種を識別するため「取付箇所」欄に記載する

場合は以下の表記とする。 

 

  (1) 可搬型ホースについては「本」 

  (2) 可搬型鋼管については「台」 
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 2.2 可搬型主配管は，使用方法により適用する技術基準規則が異なり，それにより必要

数及び予備数も変わることから，個々の基本的な記載パターンを以下に定める。 

 

  (1) 基準要求が 2n＋αのもの 

 

   a. 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，2ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。 

・予備数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載する。 

 

   b. 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した値(2n)を括弧外に

記載する。 

・予備数には，ホース長さごとの予備本数を合算した値(α)に括弧を付して記

載する。 

 

  (2) 基準要求が n＋αのもの 

 

   a. 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，n の本数（台数）を括弧外に記載する。 

・予備数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載する。 

 

   b. 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した値(n)を括弧外に

記載する。 

 

・予備数には，ホース長さごとの予備本数を合算した値(α)に括弧を付して記

載する。 
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3. 「個数」及び「取付箇所」に注記を記載する際の基本的な表記方法 

 3.1 「個数」への注記方法 

以下に示す「(1)」～「(4)」の場合には，個数に注記を記載する。 

  (1) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

   a. 記載方法 

・複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合は，長さごとに

必要となる数がわかるように注記を記載する。 

 

例： 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

○○用 5m，

10m，50m ホース 

   
●●（予備□□）＊1 

 

注記 ＊1：必要本数●●本（5 m：●本，10 m：●本，50 m：●本）及び予備各 1

本の数量を示す。 

 

  (2) 設備を兼用する複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

   a. 記載方法 

・設備（系統）区分によって，組み合わせる本数（台数）が異なるものは，各

設備（系統）区分で必要となる数がわかるように注記を記載する。 

 

例： 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

○○用 5m， 

10m，50m ホース 

   
●●（予備□□）＊2 

 

注記 ＊2：○○施設のうち△△設備（□□系）としての必要本数●●本（5 m：●

本，10 m：●本，50 m：●本）と●●施設のうち▲▲設備（■■系）

としての必要本数●●本（5 m：●本，10 m：●本，50 m：●本）を合

わせた数量及び予備各 1本の数量を示す。 
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  (3) 機器に専属するホースの場合 

   a. 記載方法 

・機器の専属ホースであることがわかるように，専属する機器名が判別可能な

よう注記で記載する。 

 

例： 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

○○用 5m ホース 
   

●●＊3 
 

注記 ＊3：○○ポンプの保有数と同じ数量を示す。 

 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

△△ 

給油ライン接続用 

19.5 m ホース 

   

●●＊4 

 

注記 ＊4：△△1台あたりの数量を示す。 

 

  (4) 2 セットで技術基準規則要求を満たす設備に使用するホースの場合 

   a. 記載方法 

・2 セットで基準要求を満たす設備に使用するホースは，1セット分の必要本数

及び予備数と必要なセット数を注記で記載する。 

例： 

名称 
最高使

用圧力 

最高使

用温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

○○ 

給油ライン接続 

用 4 m ホース 

   
●●＊5 

（予備□□） 

 

注記 ＊5：必要本数 15本を 2セットに予備 1 本の数量を示す。 
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 3.2 「取付箇所」への注記方法 

以下に示す「(1)」～「(2)」の場合には，取付箇所に注記を記載する。 

 

  (1) 5 号機側，6 号機側及び 7 号機側とで敷設する際に必要となる本数が異なる場合 

   a. 記載方法 

・それぞれの号機での最長敷設ルートにおける必要本数を号機ごとに記載す

る。 

 

例： 

名称 
最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

 

○○用ホース 

    取付箇所： 

【○号機】5 本×6セット＊1 

【○号機】3 本×6セット＊2 

注記 ＊1：最長のルートである「○○建屋北側」に○○ポンプを設置した場合の本数 

     ＊2：最長のルートである「○号機○○建屋北側」に○○ポンプを設置した場合

の本数 

 

  (2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

   a. 記載方法 

・最長敷設ルートにおけるホース長さごとの必要本数を記載する。 

 

例： 

名称 
最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主 要 

寸 法 
個数 取付箇所 

○○用 

0.5m,1m,2m,

3m,5m,10m,2

0m,50m 

ホース 

    取付箇所： 

△△～□□接続口 

（52 本＊6） 

 

注記 ＊6：最長のルートである「●●～▲▲」に敷設した場合（0.5 m：1本，1 m：2

本，2 m：5 本，3 m：1本，5 m：3本，10 m：8 本，50 m：32 本）の数量

を示す。 

 

4. 各可搬型主配管の個数の内訳 

可搬型主配管のうち，複数の使用方法等により内訳の説明を要する可搬型主配管は，設

定根拠に関する説明書又は設定根拠に関する説明書の補足説明資料に示す。 
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3. 工事計画認可申請における基本設計方針の作成要領 

 

 3.1 目的 

 「基本設計方針」の基本的な作成要領について定める。 

 

 3.2 基本設計方針の資料構成 

  (1) 基本設計方針の資料構成は，「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」

に記載される「基本設計方針，適用基準及び適用規格」に基づき，技術基準規則の要求

を満たすための基本的な設計方針を記載する構成とする。 

 

(2) 基本設計方針の記載は，別表第二の施設登場順に「施設」ごとに作成する。 

（例：「原子炉本体の基本設計方針」→「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基

本設計方針」→「原子炉冷却系統施設の基本設計方針」・・・） 

 

(3) 基本設計方針を作成するにあたり，技術基準規則への適合性を逐条的に示すため

に，「条文」ごとに基本設計方針を作成した上で，その内容を基に，「施設」ごとの基

本設計方針（以下「基本設計方針」という。）に再構成するための方針を以下に示す。 

   a. 逐条的に示した基本設計方針を条文単位で，各施設に共通する設計方針と，施設

固有の設計方針とに分類し，前者を「共通項目」，後者を「個別項目」とする。 

   b. 基本設計方針の構成は，上記の「共通項目」を第 1 章，「個別項目」を第 2 章と

する。共通項目と個別項目の構成については以下に示す。 

 

【共通項目の基本構成について】 

   c. 共通項目の記載単位は基本的には技術基準規則の条文単位とするが，自然現象，

設備に対する要求等の要求内容が同じものについては，複数条文を同一項目にまと

めて記載する。また，記載順序は技術基準規則の条項順を基本とする。共通項目の

章立てについて別紙 1 に示す。 

 

   d. 共通項目は「原子炉冷却系統施設」（以下「原冷」という）のみに記載し，その他

の施設の共通項目に関する基本設計方針は原冷の記載を適宜呼び込む。 

 

   e. 原冷の共通項目のうち，「火災」及び「溢水等」の基本設計方針はそれぞれ火災防

護設備，浸水防護施設の基本設計方針を呼び込む。 
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【個別項目の基本構成について】 

   f. 個別項目の記載内容は，逐条的に示した各基本設計方針の中で，当該施設に該当

する内容を集約して記載する。個別項目の章立てについて別紙 1 に示す。 

 

   g. 各施設の「個別項目」の章立てについては，「実用発電用原子炉の設置，運転等に

関する規則」別表第二中欄の「設備別記載事項」の設備項目を基に項目及びその順

序を構成する。ただし，技術基準規則等の要求も踏まえながら，記載項目，順序な

どは必要により変更する。個別項目の章立てと別表第二との比較表を別紙2に示す。 

 

   h. 「個別項目」の別表第二中欄の「設備別記載事項」の設備項目を基にした各項目

については，更に各設備の機能等ごとに章立てを行い記載する。 

 

   i. 説明性を考慮し，章立ては極力細分化する。 

 

  (4) 基本設計方針のフォーマットは，変更前後の形式とする。なお，記載内容として技

術基準規則の要求事項に変更がないものは，「手続き対象外」であることがわかるよ

う「記載の適正化」として「変更前」に記載する。また，技術基準規則の要求事項が

変更又は追加となったものに対する記載は「変更後」に記載し，「手続き対象」であ

ることを識別する。具体的な方針は以下のとおり。（別紙 3 参照） 

   a. 文頭に，設置許可基準規則及び技術基準規則並びにこれらの解釈で定義していな

いものについて用語の定義を記載する。 

「用語の定義」に記載するものは，共通項目のうち各施設に該当する用語のみと

する。 

 

   b. 「一部技術基準規則の要求事項が変更又は追加となったもの」に対する記載は，

「変更前」に変更前の要求に対する基本設計方針を記載し，「変更後」に変更後の

要求に対する基本設計方針を記載する。 

 

   c. 「技術基準規則の要求事項に変更のないもの」については「変更前」に基本設計

方針を記載し，「変更後」に「変更なし」と記載する。「1.」，「2.」等の項目のなか

で一部でも変更のあるものは，文章が「変更前」と「変更後」で細切れにならない

よう，その項目全体を「変更後」に記載する。 
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   d. 「技術基準規則の要求事項が新たに追加となったもの」については，「変更前」

に「―」を記載し，「変更後」に新たに基本設計方針を記載する。 

 

   e. 「技術基準規則の要求事項が新たに追加になったもの」でも，「発電用軽水型原

子炉施設の火災防護に関する審査指針」等の規格基準の要求等で，以前から実施し

ているものについては「変更前」にも記載する。 

 

  (5) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備の記載の組合せ方 

基本的には DB，SA はまとめて記載する。（設計基準対象施設と重大事故等対処設備

に要求される条文のうち，双方の「共通事項」として扱える条文については，極力ま

とめる。）また，DB と SA を分けて記載する必要がある場合は，原則，DB・SA の順序

で記載する。 

一つの設備や機能が，逐条的に示した基本設計方針の複数条文に記載されている場

合は，極力まとめる。 

その他説明性を考慮し，類似項目は極力まとめた記載とする。 
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 3.3 基本設計方針の具体的な記載方法について 

  (1) 基本設計方針の具体的な記載方法について示す。 

   a. 具体的な記載方法 

(a) 基本設計方針の記載は，原則，設置変更許可本文をベースに記載する。 

また，技術基準規則及び解釈の要求事項への適合を網羅するよう記載する。

 

 基本設計方針の記載内容は，「設置変更許可」での約束事項を「工事計画認

可」での約束事項として整合性を確保する観点も踏まえて，設置変更許可本文

をベースに記載する。 

 

 さらに，技術基準規則への適合性を示すにあたり，詳細設計としての記載が

必要であるという観点と設置変更許可本文の記載事項不足分をカバーする観

点から，設置変更許可添付八の記載を引用して基本設計方針に記載する。 

 

 また，技術基準規則及び解釈に記載される要求事項を基本的に網羅して記載

するが，記載するにあたり，「解釈」の中には「○○とは・・・」などのように

「定義」が記載されている場合があり，その中に設置要求のある「設備」等が

含まれることもあるため，その内容程度に応じて，記載要否を判断する。 

       

(b) 基本設計方針の記載順は，原則，技術基準規則条文の記載順とする。ただ

し，それにより設置変更許可本文側が細切れになり，見にくくなる場合は，

文章の繋がりを考え再構成することも可とする。 

 

(c) 自主的に設置したものは，原則記載しない。 

 

   b. 基本設計方針のみに記載する設備の記載事項 

 基本設計方針のみに記載する設備（要目表対象外）のうち，技術基準規則及び

解釈で性能・機能が要求されている設備については，別紙 4 の「基本設計方針に

記載すべき機器仕様及び設定根拠に関する説明書作成対象設備選定フロー」に従

い明確にすべき（必要な）性能・機能又は仕様を整理（選定）し，基本設計方針

に記載する。 

 

 また，基本設計方針に記載された仕様の設定根拠については，「設備別記載事項

の設定根拠に関する説明書」の別添に記載する。 
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   c. 兼用する設備の記載 

兼用する設備については，兼用先が明確になるよう記載する。 

ある設備を複数の施設で使用する場合には，兼用設備として記載する。ただし，

他の施設で登録した設備を，間接的に使用する情報提供系，サポート系（補機冷却

系，換気空調系及び電源系）に関しては，施設区分の兼用はしない。 

 

例：原子炉冷却系統施設の主蒸気逃がし弁を駆動するために必要な主蒸気逃がし

弁用可搬型蓄電池（技術基準規則 61 条要求）は，非常用電源設備のみで登録し，

原子炉冷却系統施設との兼用としない。 

       

(a) 兼用する設備のうち，主登録施設（以下「主施設」という。）では要目表

対象設備であるが，兼用先の施設（以下「従施設」という。）では要目表対

象外となる設備 

  従施設の基本設計方針に，兼用設備リストとして整理する。【別紙 5】 

 

(b) 兼用する設備のうち，兼用先すべてで要目表対象外であり，基本設計方

針にのみに記載する設備 

 兼用先の施設名を基本設計方針の本文中（原則として，兼用設備名称の

後に括弧書き）に記載するが，主施設と従施設を区別するため，主施設と従

施設の兼用先の記載を以下のとおり記載する。 

     ・主施設（従施設の設備で兼用） 

     ・従施設（主施設の設備を従施設の設備として兼用） 

 

また，2 以上の施設で兼用する場合は，主施設には兼用するすべての従施設

（複数施設）を記載し，従施設には兼用する主施設のみを記載する。 

なお，同一施設の設備区分で兼用する場合においても，同様に記載する。 

 

【記載例】 

○ 放射線管理施設（主施設）の基本設計方針での記載例 

 周辺海域においては，●●設備（6,7 号機共用）台数 1（予備 1)（核燃料

物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備，原子炉格納施設の設備で兼用）を用い

る設計とする。 

 

○ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（従施設）の基本設計方針での記載例 

 ●●設備（6,7 号機共用）台数 1（予備 1)（放射線管理施設の設備を核燃

料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用）により連結して設置でき

る設計とする。 
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○ 原子炉格納施設（従施設）の基本設計方針での記載例 

 ●●設備（6,7 号機共用）台数 1（予備 1)（放射線管理施設の設備を原子

炉格納施設の設備として兼用）により連結して設置できる設計とする。 

 

 

同一の異なる施設区分間で多数の設備を兼用し，設備ごとに兼用について記

載すると煩雑で読みにくくなる場合は，まとめて文章として記載する。 

 

【記載例】 

 なお，5 号機原子炉建屋内緊急時対策所内に設置又は保管する所内通信

連絡設備は，計測制御系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用す

る。 

 

 

   d. 可搬型設備の記載 

 基本設計方針のみに記載する設備（要目表対象外）は，基本設計方針の中で常

設又は可搬型を明確にする必要があるため，可搬型設備については，名称の前に

「可搬型である」と明示する。 

ただし，以下のように可搬型であることが明らかな設備を除く。 

       

(a) 名称に「可搬型」，「携帯型」，「移動式」等が含まれているもの。 

     例：可搬型蓄電池内蔵型照明，携帯型音声呼出電話設備 

 

(b) 文中に「配備」，「保管」，「（使用時等に）設置」を用いているもの。（なお，

常設設備については，「設置」を用いる。） 

     例：ホイールローダを 1 台（予備 1 台）保管，使用する。 

     例：シルトフェンスは…使用時に連結して設置できる設計とする。 

 

(c) 常設と可搬型が混在する設備については，個別検討し記載する。 

 

   e. 「第 1 章 共通項目」における基本的設計と個別設計の記載 

「第 1 章 共通項目」には原則として基本的設計のみを記載し，個別設計へ

の展開は「第 2 章 個別項目」に記載する。ただし，基本設計方針で明確にす

べき個別設計を記載する施設区分が個別項目にない場合は，共通項目に，個別

設計の設備がわかるように記載する。 
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【個別設計を共通項目に記載する例】7 号機 竜巻の防護対策施設 

 

 防護措置として設置する防護対策施設としては，竜巻防護ネット，竜巻防護

フード，竜巻防護扉及び竜巻防護鋼板を設置し，内包する外部事象防護対象施

設の機能を損なわないよう，外部事象防護対象施設の機能喪失に至る可能性の

ある飛来物が外部事象防護対象施設に衝突することを防止する設計とする。 

 

   f. その他 

(a) 共用及び相互接続に関する設計は，章立てを行い記載する。 
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(b) 項目の付番は下記のとおりとする。 

 

【付番の例】 

2. 自然現象 

 2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

  2.3.3 設計方針 

   (1) 自然現象 

    a. ・・・・ 

     (a) ・・・・ 

      イ. ・・・・ 

      (イ) ・・・・ 

        ⅰ. ・・・・ 
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 3.4 具体的記載を行うにあたっての注意事項 

番号 注意事項 

(1) 基本設計方針の冒頭に「概要」，「基本事項」，「基本的考え方」の見出しは記載し

ない。 

(2) 同様の趣旨の文章が重複しない記載とする。 

 

(3) 文章の語尾については，統一的に「～設計とする。」とはせず，文脈の流れの中で，

適切な語尾とする。 

(4) 「～の設備を設置している。」，「～することにしている。」等，現在の状況を示す

意味を持つ語尾は使用しない。（「現状ありき」の表現としない） 

(5) 要目表に記載しない設備は，基本設計方針に記載する。 

ただし，設備数が多い場合は，全部を記載すると文章が読みづらくなるため，代

表的な設備を数件記載して「等」でまとめることも可とする。 

(6) 基本設計方針は，箇条書きではなく，できるだけ文章で繋げて記載する。 

(7) 用語は，設置許可基準規則（解釈含む）及び技術基準規則（解釈含む）の用語を

使用し記載する。（必要により設置許可基準規則にて使用される用語を技術基準

規則の用語に置き換える。） 

ただし，用語の置き換え又は主語の変更を行うことにより，規制対象範囲が変わ

る場合があるため，置き換え等の際には，対象範囲の確認を行うこと。 

(8) 設置変更許可本文において記載した「運用」で設備設計の前提条件を担保するも

のは，基本設計方針に最上位文書である保安規定で定めることを明記する。 

例えば，「○○しないよう，△△することを保安規定に定める。」と記載する。 

(9) 添付八のみに記載されている「運用」については，「本当に記載が必要か？」を判

断した上で，以下のとおり対応する。 

・ 基本的には基本設計方針に記載しないが，品質保証プロセスで行う「各条文

の設計方針の考え方」に「保安規定」にて担保する内容であることを記載す

る。 

・ 設置許可基準規則にはなく技術基準規則のみに要求がある条文で運用に関わ

るものは，基本設計方針に記載する。 

(10) 「運用」で担保するものと「設計（設備）」で担保するものが混在する記載は避け

る。 

(11) 基本設計方針に記載する適合性の内容は，「主語」，「述語」をはっきりさせ，規制

対象が何であるかを明確にする。 

(12) 仕様が要目表で明確な場合は，基本設計方針には記載しない。 
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番号 注意事項 

(13) 設置変更許可本文で評価を伴う記載がある場合は，工事計画にて担保する条件を

以下のいずれかの方法で記載する。 

 

a. 
評価結果が示されている場合，評価結果を受けて必要となった措置のみ

を工事計画の対象とする。 

b. 

今後評価することが示されている場合，評価する段階（設計又は工事）

を明確にし，評価の方法及び条件，その評価結果に応じて取る措置の両

者を工事計画の対象とする。 

  

(14) 設置変更許可本文のうち，性能を記載している設計方針は，技術基準規則への適

合性を確保する上で，その性能を実現するための手段が具体的にわかるように記

載する。また，技術基準規則への適合性の観点で，設置変更許可本文に対応した

事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお，手段の仕様が要目表で明確な場合は記載しない。 

 

（例） 

【設置許可本文】 このうち，安全機能を有する機器に使用するケーブルは， 

原則，実証試験により自己消火性及び延焼性を確認した 

難燃ケーブルを使用する設計とする。 

【基本設計方針】 安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用するケーブル

には，実証試験により自己消火性（ＵＬ垂直燃焼試験）及び 

延焼性（ＩＥＥＥ３８３-○○○○(光ファイバケーブルの場

合は○○○○ＩＥＥＥ１２０２垂直トレイ燃焼試験）を確認

した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

  

(15) 個別機器等で，技術基準規則に要求があるが，要目表の記載要求がない設備につ

いてはその設備の種類ごとに仕様（「名称」，「個数」等）を文章中に記載し，個体

の識別ができる記載とする。 

(16) 基本設計方針の記載のうち，工事計画で担保することになる設計方針（変更する

際に工事計画の手続きが必要となる部分）を明確にする。 

(17) 条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適合するものであることを確認

する」審査であることを踏まえ，当該要求事項の対象となる設備を設置しない旨

を記載する。 

ただし，技術基準規則要求が「なお，…」のように補足的な説明をしている箇所

は，その対象設備を設置しない場合，対象設備を設置しない旨の記載は不要とす

る。 
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番号 注意事項 

(18) 設置変更許可に記載している概略図の読み込みは，基本設計方針に記載せず，工

事計画認可申請書の添付書類として配置図，系統図等で記載する。 

(19) 技術基準規則の解釈に示された指針・NISA 文書・他省令の呼び込みがある場合は，

以下の要領で記載を行う。 

a. 設置時に適用される要求など，特定の版の使用が求められている場合

は，引用する文書名及び版を識別するための情報（施行日等）を記載す

る。 

b. 監視試験片の試験方法を示した規格など，条文等で特定の版が示されて

いるが，保守管理等の運用管理の中で評価する時点でエンドースされた

最新の版による評価を継続して行う必要がある場合は，保安規定等の運

用の担保先を示すとともに，当該文書名とそのコード番号（必要時）を

記載する。（例：ＪＥＡＣ４２０１－2007 の「－2007」は記載しない。） 

c. 解釈等に示された条文番号は，該当文書改正時に変更される可能性があ

ることを考慮し，条文番号は記載せず，条文が特定できる表題（必要に

応じ，上位の表題でも可能）で記載する。 

  

(20) ＪＥＡＣ等の技術評価を行った「技術評価書」は，基本設計方針への読み込みは

行わない。 

(21) 表現の注意点について 

基本設計方針の本文中に「設置変更許可添付八に規定された仕様を満たす・・・」

の表現はしない。（添付八の記載は，基本，規制対象外として扱う。） 
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 3.5 「設置許可基準規則」及び「技術基準規則」と「基本設計方針」及び「添付書類」等

との関係について 

 基本設計方針の作成にあたり「設置許可基準規則」及び「技術基準規則」と「基本設

計方針」及び「添付書類」等との関係を示すフローを別紙に示す。 

 なお，基本設計方針の作成にあたっては，品質保証のプロセスを経て作成する。 

 



 

 

 

別 紙 
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設置許可基準規則及び技術基準規則と工認基本設計方針及び添付資料の関係を示すフロー 

 

 

･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 

【プラントの基本設計】 

設置許可基準規則及び解釈 

･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 

設置変更許可申請書 

本文 

･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 

設置変更許可申請書 

添付八 

･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 

【設備の詳細設計】 

技術基準規則及びその解釈 

技術基準規則への適合性確認(品質保証プロセス) 

 

STEP1(各条文を適用する施設への適合性) 

 

STEP2(各条文に対する適合性に関する事項) 

「技術基準規則及びその解釈」の要求事項に対する適

合性を原則基本設計方針に記載する。 

 

記載内容は，「設置許可本文」の記載を基本とし，技術

基準規則及びその解釈への適合性を示すため詳細設

計として必要な記載については，「添付八」の記載につ

いても考慮する。 
 

 

設置許可基準と技術基

準規則の要求事項を比

較し，工認資料への展開

の有無を検討する。 

･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 

･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 

･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 

･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 
･ ･ ･ ･ 

工認 

基本設計方針 

工認 

添付資料 

保安規定 

社内規定 

詳細設計である技術基
準規則の要求事項に対
して品質保証のプロセ
スにて選定した記載内
容に従い基本的な設計
方針を記載する。 

基本設計方針で記載
した基本的な設計方
針を受け，その方針
に従った影響評価結
果等について記載す
る。 

     →  
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 3.6 基本設計方針に添付する「主要設備リスト」及び「兼用設備リスト」のフォーマッ

トについて 

 施設ごとの主要な設備（要目表記載設備）について，設計基準対象施設と重大事故

等対処設備との使用区分を識別するため耐震重要度分類，機器クラス，設備分類を記

載した「表 1 主要設備リスト」を添付する。 

 また，兼用する設備のうち兼用先の施設／設備（系統）区分において主要設備リス

トに記載されない設備（要目表記載対象外設備）については，「表 2 兼用設備リスト」

に示す。 

 

  (1) 主要設備リストの資料構成 

  主要設備リストのフォーマットは，基本設計方針と同様に変更前後の形式とし，

記載順については要目表の記載順とする。設備リストの「設備（系統）区分」及び

「機器区分」については，別表第二の設備別記載事項の設備名及び機器名を記載し，

「名称」は要目表の名称と整合性を図る。 

 

(2) 兼用設備リストの資料構成 

 兼用設備リストには，主要設備リストのフォーマットに「主たる機能の施設／設

備（系統）区分」の項目を追加する。「主たる機能の施設／設備（系統）区分」に

は兼用設備の主たる機能を使用する施設／設備（系統）区分（主施設）を記載する。 

 

(3) 設計基準対象施設の記載内容 

 当該設備（系統）区分において，設計基準対象施設として使用する各設備につい

ては，「耐震重要度分類」及び「機器クラス」を記載する。 

 耐震重要度分類は技術基準規則の規定による。なお，耐震重要度Ｓの設備のう

ち，津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。），浸水防止機能を

有する設備（以下「浸水防止設備」という。）及び敷地における津波監視機能を有

する施設（以下「津波監視設備」という。）については要求事項が異なるため，Ｓ

＊として通常の耐震重要度Ｓの設備と区別する。 

 また，耐震重要度Ｂ，Ｃの設備のうち，設置許可基準規則の解釈別記 2 や審査

ガイドの要求によって基準地震動による評価が必要となる設備等についてはそれ

ぞれ略語を定義し，通常の耐震重要度Ｂの設備と区別する。略語の定義について次

の表に示す。 
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（特殊な耐震重要度Ｂ，Ｃの施設） 

略語 注記の記載 設備の例 

Ｂ－１ 

Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるため，弾性設計用

地震動 Sd に 2 分の 1 を乗じたものによる地震力に対して耐震

性を保持できる設計とするもの 

タービンバイパ

ス弁 

Ｂ－２ 
Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設が

その安全機能を損なわないように設計するもの 

原子炉建屋 

クレーン 

Ｂ－３ 

Ｂクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して，使

用済燃料貯蔵プールの冷却，給水機能を保持できる設計とする

もの 

― 

Ｃ－１ 
Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設が

その安全機能を損なわないように設計するもの 
― 

Ｃ－２ 

Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して，火

災感知及び消火の機能並びに地震時の溢水伝播を防止する機

能を保持できる設計とするもの 

高圧炉心注水系

(B)ポンプ室 

水密扉 

Ｃ－３ 
Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して非常

時における海水の取水機能を保持できる設計とするもの 
取水路 

 

 機器クラス区分のうち，クラス１～４機器，原子炉格納容器及び炉心支持構造物に

ついては技術基準規則の規定による。発電用火力設備に関する技術基準を定める省令

の規定を準用するものについては「火力技術基準」とする。 

 容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物のうちクラスを持たない機器については，「Non」

とする。容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物以外のものは「―」と記載する。また，

当該設備（系統）区分において，設計基準対象施設として使用しないものについても

「―」と記載する。 

 火災防護設備及び浸水防護設備等は，防護対象が設計基準対象施設及び重大事故 

等対処設備である場合，設計基準対象施設として分類する。 

 これら設備リストに記載する「略語の定義」について別紙 6 に示す。 

 

  (4) 重大事故等対処設備の記載内容 

 当該設備（系統）区分において，重大事故等対処設備として使用する各設備につ

いては，変更後の「設備分類」及び「重大事故等機器クラス」を記載する。「設備分

類」及び「重大事故等機器クラス」については設置変更許可添付八との整合性を図

る。なお，重大事故防止設備のうち可搬型のものを「可搬／防止」，重大事故緩和設

備のうち可搬型のものを「可搬／緩和」とし，それ以外の可搬型重大事故等対処設

備を「可搬／その他」とする。 

 「重大事故等機器クラス」において，容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物以外

のものは「―」と記載する。また，当該設備（系統）区分において，重大事故等対

処設備として使用しないものについても「―」と記載する。 

 



 

3-16 

(5) 主要設備リスト及び兼用設備リストの記載例 

 主要設備リスト及び兼用設備リストの記載例を別紙 5 に示す。 
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別紙 1（1/2） 

基本設計方針目次 

 

第 1 章 共通項目 

 

 

 

 

3. 火災 

  3.1 火災による損傷の防止（第 11 条，第 52 条） 

 

4. 溢水等 

  4.1 溢水等による損傷の防止（第 12 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 設備に対する要求 

  5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備 

                 （第 14 条，第 15 条，第 54 条） 

  5.1.1 通常運転時の一般要求 

  5.1.2 多様性，位置的分散等 

  5.1.3 悪影響防止等 

  5.1.4 容量等 

  5.1.5 環境条件等 

  5.1.6 操作性及び試験・検査性 

  5.2 材料及び構造等（第 14 条，第 17 条，第 55 条） 

  5.2.1 材料について 

  5.2.2 構造及び強度について 

  5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）について 

  5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止（第 18 条，第 56 条） 

  5.4 耐圧試験等（第 21 条，第 58 条） 

  5.5 安全弁等（第 20 条，第 57 条） 

  5.6 逆止め弁（第 30 条） 

  5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件（第 48 条，第 78 条） 

  5.7.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 

  5.7.2 可搬型重大事故等対処設備 

  5.8 電気設備の設計条件（第 48 条，第 78 条） 

  5.8.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 

  5.8.2 可搬型重大事故等対処設備 

 

 6. その他 

  6.1 立ち入りの防止（第 8 条） 

  6.2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第 9 条） 

  6.3 安全避難通路等（第 13 条） 

  6.4 放射性物質による汚染の防止（第 41 条） 

 

7. 設備の共用（第 15 条） 

 

1. 地盤等 

  1.1 地盤（第 4 条，第 49 条） 

  1.2 急傾斜地の崩壊の防止（第 10 条） 

2. 自然現象 

  2.1 地震による損傷の防止（第 5 条，第 50 条） 

  2.1.1 耐震設計 

  2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

  2.2 津波による損傷の防止（第 6 条，第 51 条） 

  2.3 外部からの衝撃による損傷の防止（第 7 条） 

  2.3.1 外部からの衝撃より防護すべき施設 

  2.3.2 設計基準事故時及び重大事故等時に生じる荷重との組合せ 

  2.3.3 設計方針 

自然現象で 

纏めた 

敷地関係で 

纏めた 

その他で 

纏めた 
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第 2 章 個別項目 

○ 原子炉本体 

1. 炉心等（第 23,24 条） 

2. 原子炉圧力容器 

 2.1 原子炉圧力容器本体（第 14,23,27 条） 

 2.2 監視試験片（第 22 条） 

3. 流体振動等による損傷の防止（第 19 条） 

 

○ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

1. 燃料取扱設備（第 26 条） 

2. 燃料貯蔵設備（第 4,5,6,7,26 条） 

3. 計測装置等（第 34,47,69,73 条） 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

 4.1 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料貯蔵プール水の冷却（第 26,69 条） 

 4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水（第 69 条） 

 4.3 使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ（第 69 条） 

 4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制（第 69,70 条） 

 4.5 使用済燃料貯蔵プールの水質維持（第 26 条） 

 4.6 使用済燃料貯蔵プール接続配管（第 26 条） 

5. 設備の共用（第 15 条） 

 

○ 原子炉冷却系統施設 

1. 原子炉冷却材（第 25 条） 

2. 原子炉冷却材再循環設備（第 33 条） 

3. 原子炉冷却材の循環設備 

 3.1 原子炉冷却材の循環設備の機能（第 33 条） 

 3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第 27 条） 

 3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等（第 28 条） 

 3.4 主蒸気逃がし安全弁の機能（第 20,32,33,57,61 条） 

4. 残留熱除去設備 

 4.1 残留熱除去系の機能（第 26,33,62,63 条） 

 4.2 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（第 63 条） 

 4.3 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（第 63 条） 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

 5.1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の機能（第 32,54 条） 

 5.2 高圧注水機能（第 32,33,60 条） 

 5.3 低圧注水機能（第 32,62 条） 

 5.4 ほう酸水注入系による原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における事象の進展抑制 

  （第 60 条） 

 5.5 水の供給設備（第 71 条） 

6. 原子炉冷却材補給設備 

 6.1 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への原子炉冷却材の補給（第 33 条） 

7. 原子炉補機冷却設備 

 7.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系の機能（第 33,63 条） 

 7.2 代替原子炉補機冷却系の機能（第 62,63,64,65,69 条） 

8. 原子炉冷却材浄化設備 

 8.1 原子炉冷却材浄化系の機能（第 29,33 条） 

9. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えいを監視する装置（第 28 条） 

    10. 流体振動等による損傷の防止（第 19 条） 

    11. インターフェイスシステム LOCA 発生時に用いる設備（第 61 条） 

    12. 設備の共用（第 15 条） 

 

 

○ 蒸気タービン 

1. 蒸気タービン（第 31 条） 

 1.1 蒸気タービン本体（第 31 条） 

 1.2 蒸気タービンの付属設備（第 31 条） 

 

○ 計測制御系統施設 

1. 計測制御系統施設 

 1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通（第 36 条） 

 1.2 制御棒及び制御棒駆動系（第 33,36,37 条） 

 1.3 原子炉再循環流量制御系（第 36 条） 

 1.4 ほう酸水注入系（第 27,28,36,59 条） 

 1.5 原子炉圧力制御系（第 33 条） 

 1.6 原子炉給水制御系（第 33 条） 

2. 計測装置等 

 2.1 計測装置（第 34,67,68,73 条） 

 2.2 警報装置等（第 47 条） 

 2.3 計測結果の表示，記録及び保存（第 34,73 条） 

 2.4 電源喪失時の計測（第 73 条） 

3. 安全保護装置等 

 3.1 安全保護装置（第 35 条） 

 3.2 工学的安全施設等（第 59,61 条） 

 3.3 試験及び検査（第 35 条） 

4. 通信連絡設備 

 4.1 通信連絡設備（発電所内）（第 47,77 条） 

 4.2 通信連絡設備（発電所外）（第 47,77 条） 

5. 制御用空気設備 

 5.1 計装用圧縮空気系による圧縮空気の供給（第 14 条） 

 5.2 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（第 61 条） 

6. 設備の共用（第 15,73,77 条） 

 

○ 放射性廃棄物の廃棄施設 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備等 

 1.1 廃棄物貯蔵設備（第 40 条） 

 1.2 廃棄物処理設備（第 29,39 条） 

 1.3 汚染拡大防止（第 39,40 条） 

 1.4 排水路（第 39,40,41 条） 

2. 警報装置等（第 47 条） 

3. 設備の共用（第 15 条） 

 

○ 放射線管理施設 

1. 放射線管理施設 

 1.1 放射線管理用計測装置（第 34,47,67,69,73,75,76 条） 

2. 換気設備，生体遮蔽装置 

 2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置（第 38,74,76 条） 

 2.2 換気設備（第 14,38,43,74,76 条） 

 2.3 生体遮蔽装置（第 38,42,65,74,76 条） 

3. 設備の共用 

 3.1 放射線管理施設（第 15 条） 

 3.2 換気設備，生体遮蔽装置（第 15,74,76 条） 
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○ 原子炉格納施設 

1. 原子炉格納容器 

 1.1 原子炉格納容器本体等（第 44,63,64,65,66,67 条） 

 1.2 原子炉格納容器隔離弁（第 44 条） 

2. 原子炉建屋 

 2.1 原子炉建屋原子炉棟等（第 26,44,74 条） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

 3.1 真空破壊装置（第 20,57,63,64,65,66,67 条） 

 3.2 原子炉格納容器安全設備（第 14,44,54,64,65,66,70 条） 

 3.3 放射性物質濃度制御設備（第 14,26,43,44,74 条） 

 3.4 可燃性ガス濃度制御設備（第 44,67,68 条） 

 3.5 原子炉格納容器調気設備（第 44,67 条） 

 3.6 圧力逃がし装置（第 65 条） 

4. 設備の共用（第 15 条） 

 

○ 非常用電源設備 

1. 非常用電源設備の電源系統 

 1.1 非常用電源系統（第 45 条） 

 1.2 所内電気系統（第 72 条） 

 1.3 号炉間電力融通系統（第 72 条） 

2. 交流電源設備 

 2.1 非常用ディーゼル発電設備（第 45,72 条） 

 2.2 常設代替交流電源設備（第 72 条） 

 2.3 可搬型代替交流電源設備（第 72 条） 

 2.4 負荷に直接接続する電源設備（第 63,65,67,75,76 条） 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

 3.1 常設直流電源設備（第 16,45,72 条） 

 3.2 可搬型直流電源設備（第 72 条） 

 3.3 逃がし安全弁用可搬型直流電源設備（第 61 条） 

 3.4 通信連絡設備用直流電源設備（第 47 条） 

 3.5 計測制御用電源設備（第 45 条） 

4. 燃料設備 

 4.1 非常用ディーゼル発電設備の燃料補給設備（第 45 条） 

 4.2 常設代替交流電源設備の燃料補給設備（第 72 条） 

 4.3 その他発電装置の燃料補給設備（第 72,75,76 条） 

5. 設備の共用（第 15,72,75,76 条） 

 

○ 常用電源設備 

1. 保安電源設備 

 1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保（第 45 条） 

 1.2 電線路の独立性及び物理的分離（第 45 条） 

 1.3 複数号機を設置する場合における電力供給確保（第 45 条） 

2. 設備の共用（第 15 条） 

 

○ 補助ボイラー 

1. 補助ボイラー 

 1.1 補助ボイラーの機能（第 48 条） 

 1.2 補助ボイラーの設計条件（第 48 条） 

2. 設備の共用（第 15 条） 

 

 

 

○ 火災防護設備 

1. 火災防護設備の基本設計方針（第 11,52 条） 

 1.1 火災発生防止（第 11,52 条） 

 1.2 火災の感知及び消火（第 11,52 条） 

 1.3 火災の影響軽減（第 11 条） 

2. 設備の共用（第 15 条） 

 

○ 浸水防護施設 

1. 津波による損傷の防止 

 1.1 耐津波設計の基本方針（第 6,51 条） 

 1.2 入力津波の設定（第 6,51 条） 

 1.3 津波防護対策（第 6,51 条） 

 1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計（第 6,51 条） 

2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止 

 2.1 溢水防護等の基本方針（第 12 条） 

 2.2 防護すべき設備の抽出（第 12 条） 

 2.3 溢水源及び溢水量の設定（第 12 条） 

 2.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定（第 12 条） 

 2.5 防護すべき設備を内包する建屋内及びエリア内で発生する溢水に関する溢水評価及び防

護設計方針（第 12 条） 

 2.6 防護すべき設備を内包するエリア外及び建屋外からの流入防止に関する溢水評価及び防

護設計方針（第 12 条） 

 2.7 管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価及び防護設計方針（第 12 条） 

 2.8 溢水防護上期待する浸水防護施設の構造強度設計（第 12 条） 

3. 設備の共用 

 3.1 津波による損傷の防止（第 15 条） 

 3.2 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止（第 15 条） 

 

○ 補機駆動用燃料設備 

1. 補機駆動用燃料設備（第 11,52,62,63,64,65,66,67,69,70,71 条） 

2. 設備の共用（第 15 条） 

 

○ 非常用取水設備 

1. 非常用取水設備 

 1.1 非常用取水設備の基本設計方針（第 33,62,63,64,65,69,71 条） 

2. 設備の共用（第 71 条） 

 

○ 緊急時対策所 

1. 緊急時対策所の設置等 

 1.1 緊急時対策所の設置（第 46,76 条） 

2. 設備の共用（第 15,76 条） 
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原子炉本体の基本設計方針 

第 2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 炉心等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 原子炉圧力容器 

 2.1 原子炉圧力容器本体 

 2.2 監視試験片 

 

 

 

3. 流体振動等による損傷の防止 

 

1. 炉型式，定格熱出力等 

2. 炉心 

(1) 炉心形状，格子形状等 

(2) 燃料体最高燃焼度及び核燃料物質の

最大装荷量 

(3) 燃料材の最高温度 

(4) 熱的制限値 

3. 燃料体 

4. チャンネルボックス 

5. 反射材 

6. 炉心支持構造物 

(1) 炉心シュラウド及びシュラウドサポ

ート 

(2) 上部格子板 

(3) 炉心支持板 

(4) 燃料支持金具 

(5) 制御棒案内管 

 

7. 原子炉圧力容器 

(1) 原子炉圧力容器本体及び監視試験片 

(2) 原子炉圧力容器支持構造物 

(3) 原子炉圧力容器付属構造物 

(4) 原子炉圧力容器内部構造物 
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核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針 

第 2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 燃料取扱設備 

 

 

 

 

2. 燃料貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 計測装置等 

 

 

 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

 4.1 燃料プール冷却浄化系による使用済 

燃料貯蔵プール水の冷却 

 4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水 

  4.2.1 燃料プール代替注水系による常 

設スプレイヘッダを使用した使用 

済燃料貯蔵プールへの注水 

  4.2.2 燃料プール代替注水系による可 

搬型スプレイヘッダを使用した使 

用済燃料貯蔵プールへの注水 

 4.3 使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

  4.3.1 燃料プール代替注水系による常 

設スプレイヘッダを使用した使用 

済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

  4.3.2 燃料プール代替注水系による可 

搬型スプレイヘッダを使用した使 

用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

 4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

  4.4.1 大気への放射性物質の拡散抑制 

  4.4.2 海洋への拡散抑制 

 4.5 使用済燃料貯蔵プールの水質維持 

 4.6 使用済燃料貯蔵プール接続配管 

 

5. 設備の共用 

1. 燃料取扱設備 

(1) 新燃料又は使用済燃料を取り扱う機

器 

(2) 原子炉ウェル 

(3) 使用済燃料運搬用容器 

2. 新燃料貯蔵設備 

(1) 新燃料貯蔵庫 

(2) 新燃料貯蔵ラック 

3. 使用済燃料貯蔵設備 

(1) 使用済燃料貯蔵槽 

(2) 使用済燃料運搬用容器ピット 

(3) 使用済燃料貯蔵ラック 

(4) 破損燃料貯蔵ラック 

(5) 制御棒貯蔵ラック 

(6) 制御棒貯蔵ハンガ 

(7) 使用済燃料貯蔵用容器 

(8) 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏

えいを監視する装置 

(9) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監

視する装置 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

(1) 熱交換器 

(2) ポンプ 

(3) 容器 

(4) 貯蔵槽 

(5) スキマサージ槽 

(6) ろ過装置 

(7) 主要弁 

(8) 主配管 
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原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 原子炉冷却材 

 

 

 

 

 

2. 原子炉冷却材再循環設備 

 

 

 

 

3. 原子炉冷却材の循環設備 

 3.1 原子炉冷却材の循環設備の機能 

 3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ 

 3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離 

装置等 

 3.4 主蒸気逃がし安全弁の機能 

  3.4.1 主蒸気逃がし安全弁の容量 

  3.4.2 自動減圧系による原子炉圧力容 

器の減圧 

  3.4.3 主蒸気逃がし安全弁による原子 

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の 

減圧 

 

4. 残留熱除去設備 

 4.1 残留熱除去系の機能 

 4.2 格納容器圧力逃がし装置による原子 

炉格納容器内の減圧及び除熱 

  4.2.1 多様性，位置的分散及び独立性 

 4.3 耐圧強化ベント系による原子炉格納 

容器内の減圧及び除熱 

  4.3.1 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水 

設備 

 5.1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注 

水設備の機能  

 5.2 高圧注水機能 

  5.2.1 高圧炉心注水系の機能 

  5.2.2 原子炉隔離時冷却系の機能 

  5.2.3 高圧代替注水系による原子炉冷 

却材圧力バウンダリ高圧時におけ 

る発電用原子炉の冷却 

1. 原子炉冷却材並びに原子炉圧力容器本

体の入口及び出口の原子炉冷却材の圧

力及び温度 

2. 原子炉圧力容器本体の炉心の原子炉冷

却材の流量及び蒸気の発生量 

 

3. 原子炉冷却材再循環設備 

(1) ポンプ 

(2) 主要弁 

(3) 主配管 

 

4. 原子炉冷却材の循環設備 

(1) 熱交換器 

(2) ポンプ 

(3) 容器 

(4) ろ過装置 

(5) 主蒸気流量制限器 

(6) 安全弁及び逃がし弁 

(7) 主要弁 

(8) 主配管 

 

 

 

 

5. 残留熱除去設備 

(1) 冷却塔又は冷却池 

(2) 熱交換器 

(3) ポンプ 

(4) 圧縮機 

(5) ろ過装置 

(6) 安全弁及び逃がし弁 

(7) 主要弁 

(8) 主配管 

(9) 送風機 

(10) 排風機 

 

6. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水

設備 

(1) ポンプ 

(2) 容器 

(3) 貯蔵槽 

(4) ろ過装置 

(5) 安全弁及び逃がし弁 

(6) 主要弁 

(7) 主配管 
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基本設計方針 第2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

 5.3 低圧注水機能 

  5.3.1 低圧注水系（残留熱除去系（低 

圧注水モード））の機能 

  5.3.2 低圧代替注水系による原子炉冷 

却材圧力バウンダリ低圧時におけ 

る発電用原子炉の冷却 

   (1) 低圧代替注水系（常設）による 

発電用原子炉の冷却 

    a. 多様性，位置的分散及び独立性 

   (2) 低圧代替注水系（可搬型）による

発電用原子炉の冷却 

    a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 5.4 ほう酸水注入系による原子炉冷却材

圧力バウンダリ高圧時における事象の

進展抑制 

 5.5 水の供給設備 

  5.5.1 重大事故等の収束に必要となる 

水源 

   (1) 復水貯蔵槽からの水の供給 

   (2) サプレッションチェンバからの 

水の供給 

   (3) ほう酸水注入系貯蔵タンクから 

の水の供給 

   (4) 代替淡水源からの水の供給 

   (5) 海からの水の供給 

  5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

   (1) 復水貯蔵槽への水の供給 

 

6. 原子炉冷却材補給設備 

 6.1 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧

力容器への原子炉冷却材の補給 

 

 

 

 

7. 原子炉補機冷却設備 

 7.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機

冷却海水系の機能 

 7.2 代替原子炉補機冷却系の機能 

  7.2.1 代替原子炉補機冷却系による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱 

  7.2.2 使用済燃料貯蔵プール除熱のた

めの代替原子炉補機冷却系による

最終ヒートシンクへの熱の輸送 

  7.2.3 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

8. 原子炉冷却材浄化設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 原子炉冷却材補給設備 

(1) ポンプ 

(2) 容器 

(3) 貯蔵槽 

(4) 主要弁 

(5) 主配管 

 

8. 原子炉補機冷却設備 

(1) 冷却塔又は冷却池 

(2) 熱交換器 

(3) ポンプ 

(4) 圧縮機 

(5) 容器 

(6) ろ過装置 

(7) 安全弁及び逃がし弁 

(8) 主要弁 

(9) 主配管 

(10) 送風機 

(11) 排風機 

 

9. 原子炉冷却材浄化設備 
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基本設計方針 第2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

 8.1 原子炉冷却材浄化系の機能 

 

 

 

 

 

 

9. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏え

いを監視する装置 

 

10. 流体振動等による損傷の防止 

 

11. インターフェイスシステム LOCA 発生

時に用いる設備 

 

12. 設備の共用 

 

(1) 熱交換器 

(2) ポンプ 

(3) ろ過装置 

(4) 安全弁及び逃がし弁 

(5) 主要弁 

(6) 主配管 

 

10. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏

えいを監視する装置 



 

別紙 2 

3-25 

蒸気タービンの基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 蒸気タービン 

 1.1 蒸気タービン本体 

 

 

 

 

 

 1.2 蒸気タービンの付属設備 

1. 蒸気タービン本体 

(1) 種類，定格出力等 

(2) 車室，円板等 

(3) 調速装置及び非常調速装置並びに調

速装置で制御される主要弁 

(4) 復水器 

 

2. 蒸気タービンの附属設備 

(1) 冷却塔又は冷却池 

(2) 熱交換器 

(3) 給水ポンプ，貯水設備及び給水処理設

備 

(4) 管等 
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計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。）の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 計測制御系統施設 

 1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統

共通 

 1.2 制御棒及び制御棒駆動系 

 1.3 原子炉再循環流量制御系 

 1.4 ほう酸水注入系 

 1.5 原子炉圧力制御系 

 1.6 原子炉給水制御系 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 計測装置等 

 2.1 計測装置 

  2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡

変化時，設計基準事故時及び重大事

故等時における計測 

  2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及

び酸素濃度の計測 

  2.1.3 格納容器圧力逃がし装置排出経

路内の水素濃度の計測 

  2.1.4 耐圧強化ベント系排出経路内の

水素濃度の計測 

  2.1.5 原子炉格納容器から原子炉建屋

に漏えいした水素濃度の計測 

  2.1.6 静的触媒式水素再結合器の作動

状態監視 

 2.2 警報装置等 

 2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

 2.4 電源喪失時の計測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 制御方式及び制御方法 

(1) 発電用原子炉の制御方式 

(2) 発電用原子炉の制御方法 

2. 制御材 

(1) 制御棒 

(2) ほう酸水 

3. 制御材駆動装置 

(1) 制御棒駆動機構 

(2) 制御棒駆動水圧設備 

4. ほう酸水注入設備 

(1) ポンプ 

(2) 容器 

(3) 安全弁及び逃がし弁 

(4) 主要弁 

(5) 主配管 

 

5. 計測装置 

(1) 起動領域計測装置及び出力領域計測

装置 

(2) 原子炉圧力容器本体の入口又は出口

の原子炉冷却材の圧力，温度又は流量

を計測する装置 

(3) 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水

位を計測する装置 

(4) 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，

酸素ガス濃度又は水素ガス濃度を計

測する装置 

(5) 非常用炉心冷却設備その他原子炉注

水設備に係る容器内又は貯蔵槽内の

水位を計測する装置 

(6) 原子炉冷却材浄化設備に係る原子炉

冷却材の水質を計測する装置 

(7) 炉心流量を計測する装置 

(8) 制御棒の位置を計測する装置 

(9) 制御棒駆動水の圧力を計測する装置 

(10) 原子炉格納容器本体への冷却材流量

を計測する装置 

(11) 原子炉格納容器本体の水位を計測す

る装置 

(12) 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測

する装置 

 

 

 

 

 



 

別紙 2 

3-27 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

3. 安全保護装置等 

 3.1 安全保護装置 

  3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

  3.1.2 安全保護装置の不正アクセス行

為等の被害の防止 

 3.2 工学的安全施設等 

  3.2.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉

を未臨界にするための設備 

   (1) ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能） 

   (2) ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能） 

  3.2.2 原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するための設備 

  3.2.3 自動減圧機能作動阻止 

 3.3 試験及び検査 

 

4. 通信連絡設備 

 4.1 通信連絡設備（発電所内） 

 4.2 通信連絡設備（発電所外） 

 

5. 制御用空気設備 

 5.1 計装用圧縮空気系による圧縮空気の

供給 

 5.2 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 設備の共用 

 

6. 原子炉非常停止信号，原子炉非常停止に

要する信号等 

 

 

 

7. 工学的安全施設等の起動信号，工学的安

全施設等の起動に要する信号等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 制御用空気設備 

(1) 圧縮機 

(2) 容器 

(3) 安全弁 

(4) 主要弁 

(5) 主配管 

 

9. 原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置 

(1) 原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波

数電源装置 

(2) 原子炉冷却材再循環ポンプＭＧセッ

ト 

 

 

 

発電用原子炉の運転を管理するための制御

装置 

1. 制御方式 

2. 中央制御室機能及び中央制御室外原子

炉停止機能 

3. 緊急時制御室操作機能 
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放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備等 

 1.1 廃棄物貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 1.2 廃棄物処理設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3 汚染拡大防止 

  1.3.1 流体状の放射性廃棄物の漏えい

し難い構造及び漏えいの拡大防止 

   (1) 漏えいし難い構造 

   (2) 漏えいの拡大防止 

   (3) 放射性廃棄物処理施設に係る堰

の施設 

   (4) 放射性廃棄物貯蔵施設に係る堰

の施設 

  1.3.2 固体状の放射性廃棄物の汚染拡

大防止 

 1.4 排水路 

 

2. 警報装置等 

 

1. 気体，液体又は固体廃棄物貯蔵設備 

(1) ポンプ 

(2) 容器 

(3) 貯蔵槽 

(4) ろ過装置 

(5) 主配管 

(6) 廃棄物貯蔵庫 

 

2. 気体，液体又は固体廃棄物処理設備 

(1) 熱交換器 

(2) ポンプ 

(3) 圧縮機 

(4) 容器 

(5) 流体状の放射性廃棄物の運搬用容器 

(6) 固体状の放射性物質の運搬用容器 

(7) 貯蔵槽 

(8) ろ過装置 

(9) 主要弁 

(10) 主配管 

(11) 送風機 

(12) 排風機 

(13) ブロワ 

(14) 減容・固化設備に係る焼却装置，溶

融装置，圧縮装置，アスファルト固

化装置，セメント固化装置，ガラス

固化装置又はプラスチック固化装置

に係る主要機器のうち(1)から(13)

までに掲げるもの以外の主要機器 

(15) 排気口 

(16) 排気筒 

 

3. 堰その他の設備 

(1) 原子炉格納容器本体外に設置される

流体状の放射性廃棄物を内包する容

器からの流体状の放射性廃棄物の漏

えいの拡大を防止するために施設す

る堰 

(2) 原子炉格納容器本体外に設置される

流体状の放射性廃棄物を内包する容

器からの流体状の放射性廃棄物の施

設外への漏えいを防止するために施

設する堰 

 

 

4. 原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設

備又は廃棄物処理設備からの流体状の



 

別紙 2 

3-29 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

 

 

 

3. 設備の共用 

 

放射性廃棄物の漏えいの検出装置又は

自動警報装置 
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放射線管理施設の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 放射線管理施設 

 1.1 放射線管理用計測装置 

  1.1.1 プロセスモニタリング設備 

  1.1.2 エリアモニタリング設備 

  1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

  1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

  1.1.5 環境測定装置 

 

2. 換気設備，生体遮蔽装置 

 2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置 

 2.2 換気設備 

  2.2.1 中央制御室換気空調系 

  2.2.2 原子炉区域・タービン区域換気空

調系 

  2.2.3 廃棄物処理建屋換気空調系 

  2.2.4 緊急時対策所換気空調系 

 2.3 生体遮蔽装置 

 

3. 設備の共用 

 3.1 放射線管理施設 

 3.2 換気設備，生体遮蔽装置 

  3.2.1 換気設備 

  3.2.2 生体遮蔽装置 

 

1. 放射性管理用計測装置 

(1) プロセスモニタリング設備 

(2) エリアモニタリング設備 

(3) 固定式周辺モニタリング設備 

(4) 移動式周辺モニタリング設備 

 

 

 

2. 換気設備 

(1) 容器 

(2) 主要弁 

(3) 主配管 

(4) 送風機 

(5) 排風機 

(6) フィルター 

3. 生体遮蔽装置 
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原子炉格納施設の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 原子炉格納容器 

 1.1 原子炉格納容器本体等 

 1.2 原子炉格納容器隔離弁 

 

 

 

 

2. 原子炉建屋 

 2.1 原子炉建屋原子炉棟等 

 

 

 

 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

 3.1 真空破壊装置 

 

 

 

 

 3.2 原子炉格納容器安全設備 

  3.2.1 格納容器スプレイ冷却系（残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）） 

   (1) 単一故障に係る設計 

  3.2.2 サプレッションチェンバプール

水冷却系（残留熱除去系（サプレッ

ションチェンバプール水冷却モー

ド）） 

  3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系に

よる原子炉格納容器の冷却 

   (1) 代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）による原子炉格納容器の冷却 

    a. 多様性，位置的分散及び独立性 

   (2) 代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器の冷却 

    a. 多様性，位置的分散及び独立性 

  3.2.4 代替循環冷却系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱 

   (1) 多様性，位置的分散及び独立性 

  3.2.5 格納容器下部注水系による原子

炉格納容器下部への注水 

   (1) 格納容器下部注水系（常設）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

   (2) 格納容器下部注水系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水 

   (3) 多様性，位置的分散及び独立性 

1. 原子炉格納容器 

(1) 原子炉格納容器本体 

(2) 機器搬出入口 

(3) エアロック 

(4) 原子炉格納容器配管貫通部及び電気

配線貫通部 

 

2. 原子炉建屋 

(1) 原子炉建屋原子炉棟 

(2) 機器搬出入口 

(3) エアロック 

(4) 原子炉建屋基礎スラブ 

 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

(1) 真空破壊装置 

(2) ダイヤフラムフロア 

(3) ダウンカマ 

(4) ベント管 

(5) ベントヘッダ 

(6) 原子炉格納容器安全設備 
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基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

  3.2.6 溶融炉心の原子炉格納容器下部

への落下遅延・防止のための原子炉

圧力容器への注水及び注入 

   (1) 低圧代替注水系（常設）による原

子炉圧力容器への注水 

   (2) 低圧代替注水系（可搬型）による

原子炉圧力容器への注水 

   (3) 高圧代替注水系による原子炉圧

力容器への注水 

   (4) ほう酸水注入系による原子炉圧

力容器へのほう酸水注入 

  3.2.7 原子炉建屋放水設備等 

   (1) 原子炉建屋放水設備による大気

への拡散抑制及び航空機燃料火災

対応 

    a. 大気への放射性物質の拡散抑

制 

    b. 航空機燃料火災への泡消火 

   (2) 海洋拡散抑制設備による海洋へ

の放射性物質の拡散抑制 

 3.3 放射性物質濃度制御設備 

  3.3.1 非常用ガス処理系 

   (1) 単一故障に係る設計 

 3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

  3.4.1 可燃性ガス濃度制御系による可

燃性ガス濃度の抑制 

  3.4.2 静的触媒式水素再結合器による

水素濃度の上昇抑制 

  3.4.3 耐圧強化ベント系による原子炉

格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出 

  3.4.4 格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の水素ガス及び

酸素ガスの排出 

 3.5 原子炉格納容器調気設備 

  3.5.1 不活性ガス系 

 3.6 圧力逃がし装置 

  3.6.1 格納容器圧力逃がし装置 

   (1) 格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

    a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

4. 設備の共用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 放射性物質濃度制御設備及び可燃性

ガス濃度制御設備並びに格納容器再

循環設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 原子炉格納容器調気設備 

 

(9) 圧力逃がし装置 
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非常用電源設備の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 非常用電源設備の電源系統 

 1.1 非常用電源系統 

 1.2 所内電気系統 

 1.3 号炉間電力融通系統 

 

2. 交流電源設備 

 2.1 非常用ディーゼル発電設備 

 2.2 常設代替交流電源設備 

 2.3 可搬型代替交流電源設備 

 2.4 負荷に直接接続する電源設備 

  2.4.1 監視測定設備用電源設備 

  2.4.2 可搬型窒素供給装置用電源設備 

  2.4.3 緊急時対策所代替電源設備 

 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

 3.1 常設直流電源設備 

 3.2 可搬型直流電源設備 

 3.3 逃がし安全弁用可搬型直流電源設備 

 3.4 通信連絡設備用直流電源設備 

 3.5 計測制御用電源設備 

 

4. 燃料設備 

 4.1 非常用ディーゼル発電設備の燃料補

給設備 

 4.2 常設代替交流電源設備の燃料補給設

備 

 4.3 その他発電装置の燃料補給設備 

 

5. 設備の共用 

 

1. 常用電源設備との切換方法 

 

 

 

 

2. 非常用発電装置 

(1) ガスタービン 

(2) 内燃機関 

(3) ガスタービン及び内燃機関以外を用

いた発電装置 

(4) 燃料設備 

(5) 発電機 

(6) 冷却設備 

3. その他の電源装置 

(1) 無停電電源装置 

(2) 電力貯蔵装置 
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常用電源設備の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 保安電源設備 

 1.1 発電所構内における電気系統の信頼

性確保 

  1.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の

検知と拡大防止 

  1.1.2 1相の電路の開放に対する検知及

び電力の安定性回復 

 1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

 1.3 複数号機を設置する場合における電

力供給確保 

 

 

2. 設備の共用 

 

1. 発電機 

(1) 発電機 

(2) 励磁装置 

(3) 保護継電装置 

(4) 原動機との連結方法 

2. 変圧器 

(1) 変圧器 

(2) 保護継電装置 

3. 遮断器 

(1) 遮断器 

(2) 保護継電装置 
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補助ボイラーの基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 補助ボイラー 

 1.1 補助ボイラーの機能 

 1.2 補助ボイラーの設計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設備の共用 

 

1. 補助ボイラー 

2. 再熱器 

3. 節炭器 

4. 胴，管寄せ及び管 

5. 安全弁 

6. 補助ボイラーに附属する給水設備 

(1) 給水ポンプ 

(2) 貯水設備 

7. 補助ボイラーに附属する熱交換器 

(1) 種類，発生蒸気量等 

(2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁 

8. 補助ボイラーに附属する通風設備の通

風機 

9. 補助ボイラーに附属する空気圧縮設備

及びガス圧縮設備 

(1) 空気だめ及びガスだめ 

(2) 空気だめ及びガスだめの安全弁 

(3) 空気圧縮機及びガス圧縮機 

10. 補助ボイラーに附属する管等 

(1) 主配管 

(2) 蒸気だめ，減圧装置及び減温装置 

(3) 安全弁及び逃がし弁 

11. 油燃焼用機器 

(1) 原油用又は原油以外の石油用の別 

(2) 輸送装置及びバーナー 

(3) 熱交換器 

12. その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送

装置及び燃焼器 

13. 燃料運搬設備に係る油の輸送管であっ

て，外径三百ミリメートル以上のもの 

14. 燃料貯蔵設備に係る油タンク 
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火災防護設備の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

基本設計方針 第2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

 1.1 火災発生防止 

  1.1.1 火災の発生防止対策 

  1.1.2 不燃性材料又は難燃性材料の使 

    用 

  1.1.3 落雷，地震等の自然現象による火 

災の発生防止 

 1.2 火災の感知及び消火 

  1.2.1 火災感知設備 

  1.2.2 消火設備 

   (1) 消火設備の消火剤の容量 

   (2) 消火設備の系統構成 

    a. 消火用水供給系の多重性又は 

多様性 

    b. 系統分離に応じた独立性 

    c. 消火用水の優先供給 

   (3) 消火設備の電源確保 

   (4) 消火設備の配置上の考慮 

    a. 火災による二次的影響の考慮 

    b. 管理区域内からの放出消火剤 

の流出防止 

    c. 消火栓の配置 

   (5) 消火設備の警報 

    a. 消火設備の故障警報 

    b. 固定式ガス消火設備の職員退 

避警報 

   (6) 消火設備に対する自然現象の考

慮 

    a. 凍結防止対策 

    b. 風水害対策 

    c. 地盤変位対策 

   (7) その他 

    a. 移動式消火設備 

    b. 消火用の照明器具 

    c. ポンプ室の煙の排気対策 

    d. 使用済燃料貯蔵設備及び新燃 

料貯蔵設備 

    e. ケーブル処理室 

 1.3 火災の影響軽減 

  1.3.1 火災の影響軽減対策 

   (1) 火災防護対象機器等の系統分離

対策 

    a. 3時間以上の耐火能力を有する

隔壁等 

    b. 1 時間耐火隔壁等，火災感知設

備及び自動消火設備 

   (2) 中央制御室の火災の影響軽減の

1. 火災区域構造物及び火災区画構造物 

2. 消火設備 

(1) ポンプ 

(2) 容器 

(3) 貯蔵槽 

(4) 安全弁及び逃がし弁 

(5) 主配管 
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基本設計方針 第2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

ための対策 

    a. 中央制御室制御盤内の火災の

影響軽減 

    b. 中央制御室床下フリーアクセ

スフロアの影響軽減対策 

     (a) 分離板等による分離 

     (b) 火災感知設備 

     (c) 消火設備 

    c. 下部中央制御室エリアの影響

軽減対策 

     (a) 系統分離対策 

     (b) 火災感知設備 

     (c) 消火設備 

   (3) 原子炉格納容器内の火災の影響

軽減のための対策 

   (4) 非常用ディーゼル発電設備軽油

タンク及び燃料移送ポンプに対す

る火災の影響軽減のための対策 

   (5) 換気設備に対する火災の影響軽

減のための対策 

   (6) 煙に対する火災の影響軽減のた

めの対策 

   (7) 油タンクに対する火災の影響軽

減のための対策 

   (8) ケーブル処理室に対する火災の

影響軽減のための対策 

  1.3.2 原子炉の安全確保 

   (1) 原子炉の安全停止対策 

    a. 火災区域又は火災区画に設置

される不燃性材料で構成される

構築物，系統及び機器を除く全

機器の機能喪失を想定した設計 

    b. 設計基準事故等に対処するた

めの機器に単一故障を想定した

設計 

   (2) 火災の影響評価 

    a. 火災区域又は火災区画に設置

される不燃性材料で構成される

構築物，系統及び機器を除く全

機器の機能喪失を想定した設計

に対する評価 

     (a) 隣接する火災区域又は火災

区画に影響を与えない場合 

     (b) 隣接する火災区域又は火災

区画に影響を与える場合 

    b. 設計基準事故等に対処するた

めの機器に単一故障を想定した

設計に対する評価 

2. 設備の共用 
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浸水防護施設の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 津波による損傷の防止 

 1.1 耐津波設計の基本方針 

  1.1.1 津波防護対象設備 

 1.2 入力津波の設定 

 1.3 津波防護対策 

  1.3.1 敷地への浸水防止（外郭防護1） 

   (1) 遡上波の地上部からの到達，流入の

防止 

   (2) 取水路，放水路等の経路からの津波

の流入防止 

  1.3.2 漏水による重要な安全機能及び重大

事故等に対処するために必要な機能へ

の影響防止（外郭防護2） 

   (1) 漏水対策 

  1.3.3 津波による溢水の重要な安全機能及

び重大事故等に対処するために必要な

機能への影響防止（内郭防護） 

   (1) 浸水防護重点化範囲の設定 

   (2) 浸水防護重点化範囲の境界における

浸水対策 

  1.3.4 水位変動に伴う取水性低下及び津波

の二次的な影響による重要な安全機能

及び重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止 

   (1) 原子炉補機冷却海水ポンプ並びに大

容量送水車（熱交換器ユニット用）及

び大容量送水車（海水取水用）の付属

品である水中ポンプの取水性 

   (2) 津波の二次的な影響による原子炉補

機冷却海水ポンプ並びに大容量送水車

（熱交換器ユニット用）及び大容量送水

車（海水取水用）の付属品である水中ポ

ンプの機能保持確認 

  1.3.5 津波監視 

 1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設

計 

  1.4.1 設計方針 

   (1) 津波防護施設 

   (2) 浸水防止設備 

   (3) 津波監視設備 

  1.4.2 荷重の組合せ及び許容限界 

   (1) 荷重の組合せ 

   (2) 許容限界 

 

2. 発電用原子炉施設内における溢水等による

損傷の防止 

1. 外郭浸水防護設備 

2. 内郭浸水防護設備 

(1) 防水区画構造物 

(2) 区画排水設備 
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基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

 2.1 溢水防護等の基本方針 

 2.2 防護すべき設備の抽出 

 2.3 溢水源及び溢水量の設定 

 2.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

 2.5 防護すべき設備を内包する建屋内及びエ

リア内で発生する溢水に関する溢水評価及

び防護設計方針 

  2.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設

計方針 

  2.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設

計方針 

  2.5.3 蒸気の影響に対する評価及び防護設

計方針 

  2.5.4 使用済燃料貯蔵プールのスロッシン

グ後の機能維持に関する溢水評価及び

防護設計方針 

 2.6 防護すべき設備を内包するエリア外及び

建屋外からの流入防止に関する溢水評価及

び防護設計方針 

 2.7 管理区域外への漏えい防止に関する溢水

評価及び防護設計方針 

 2.8 溢水防護上期待する浸水防護施設の構造

強度設計 

 

3. 設備の共用 

 3.1 津波による損傷の防止 

 3.2 発電用原子炉施設内における溢水等によ

る損傷の防止 
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補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。）の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 補機駆動用燃料設備 

 

 

 

 

 

2. 設備の共用 

 

1. 燃料設備 

(1) ポンプ 

(2) 容器 

(3) 貯蔵槽 

(4) 主配管 
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非常用取水設備の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 非常用取水設備 

 1.1 非常用取水設備の基本設計方針 

 

2. 設備の共用 

 

1. 取水設備 
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施設内土木構造物の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

― 
1. 敷地内土木構造物 
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緊急時対策所の基本設計方針 

第2章 個別項目 目次 

 

基本設計方針 第 2章 個別項目 実用炉規則 別表第二（参考） 

1. 緊急時対策所 

 1.1 緊急時対策所の設置等 

  1.1.1 緊急時対策所の設置 

  1.1.2 設計方針 

   (1) 耐震性及び耐津波性 

   (2) 中央制御室に対する独立性 

   (3) 代替交流電源の確保 

   (4) 緊急時対策所機能の確保 

    a. 居住性の確保 

    b. 情報の把握 

    c. 通信連絡 

    d. 有毒ガスに対する防護措置 

 

2. 設備の共用 

 

1. 緊急時対策所機能 
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 (1) 基本設計方針 

変更前 変更後 

 用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」，

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に

関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則」並びにこれらの解釈による。 

 

 用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。 

 

第 1 章 共通項目 

 原子炉本体の共通項目である「1. 地盤等，2. 自然現象，3. 火

災，5. 設備に対する要求（5.5 安全弁等，5.6 逆止め弁，5.7 内

燃機関の設計条件，5.8 電気設備の設計条件を除く。），6. その他」

の基本設計方針については，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第 1

章 共通項目」に基づく設計とする。 

 

第 1 章 共通項目 

 原子炉本体の共通項目である「1. 地盤等，2. 自然現象，3. 火

災，4. 溢水等，5. 設備に対する要求（5.5 安全弁等，5.6 逆止め

弁，5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件，5.8 電気設備の設計

条件を除く。），6. その他」の基本設計方針については，原子炉冷却系

統施設の基本設計方針「第 1章 共通項目」に基づく設計とする。 

 

第 2 章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.3 計測結果の表示及び記録 

発電用原子炉の停止，炉心の冷却及び放射性物質の閉じ込めの

機能の状況を監視するために必要なパラメータは，設計基準事故

時においても確実に記録できる設計とする。 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

発電用原子炉の停止，炉心の冷却及び放射性物質の閉じ込めの

機能の状況を監視するために必要なパラメータは，設計基準事故

時においても確実に記録し，及び保存することができる設計とす

る。 

 

 

 

a. 文頭に技術基準で定義していないものについて用語の定義を記載する。 

 「用語の定義」に記載するものは，共通項目のうち各施設に該当する用語のみとする。（例：「重要施設」） 

 

 原冷以外の施設の共通項目に関する基本設計方針は，原冷の記載を適宜呼び込む。 

 b.「一部条文（要求）が変更（追加）となったもの」については，「変更前」に条文（要求）変更前の

基本設計方針を記載し，「変更後」に条文（要求）変更後の基本設計方針を記載する。 
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 d.「条文（要求）が新たに追加となったもの」については，「変更前」を

「―」とし，「変更後」に新たに基本設計方針を記載する。 

 

変更前 変更後 

第 2章 個別項目 

1. 蒸気タービン 

 設計基準対象施設に施設する蒸気タービン及び蒸気タービンの付属

設備は，想定される環境条件において，材料に及ぼす化学的及び物理的

影響を考慮した設計とする。 

 

第 2 章 個別項目 

1. 蒸気タービン 

変更なし 

― 

第 2章 個別項目 

1. 補機駆動用燃料設備 

  ディーゼル駆動消火ポンプ（「5号機設備，6,7 号機共用」（以下同

じ。））の駆動用燃料は，ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンク（「5

号機設備，6,7 号機共用」（以下同じ。））に貯蔵する。 

 

第 2 章 個別項目 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

 

 

 

  原子炉施設の火災防護設計は，火災により原子炉施設の安全性が

損なわれることを防止するために火災発生防止，火災検知及び消火，

火災の影響の軽減の 3 方策を組み合わせたいわゆる深層防護の考え

方に基づいたものとする。 

 

第 2 章 個別項目 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

  設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を損

なわないよう，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火

災区画に対して，火災防護対策を講じる。 

  発電用原子炉施設は，火災によりその安全性を損なわないように，

適切な火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる対

象として「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る審査指針」のクラス１，クラス２及び安全評価上その機能を期待す

るクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

 

 

 c.「条文（要求）に変更のないもの」については「変更前」に基本設計方針を

記載し，「変更後」は「変更なし」と記載する。 

 

 e.「条文（要求）が新たに追加になったもの」でも，「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」

などの規格基準の要求等で，以前から実施しているものについては「変更前」にも記載する。 

 



 

3
-
4
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注記＊1：設置変更許可本文（五号，十号），添付八，添付十，まとめ資料又は技術基準規則の要求より抽出した設備又はその性能機能。 

  ＊2：技術基準規則五条及び十二条として新たに登録する設備は除く 

  ＊3：「性能・機能」とは，技術基準規則要求に適合させるために必要な役割など，定性的に記載できるものとする。 

  ＊4：「仕様」とは，容量，時間，効率，伝達率，個数等に関する定量的な数値とする。 
  ＊5：「仕様を明確にする」とは，以下のとおり。 
    ・技術基準規則で仕様要求があるもの。 

・技術基準規則で定量的な機能が要求されている機器のうち，要目表で要求機能が確認できないもの。 
・設置変更許可本文に仕様を記載しているもの。（例：シルトフェンスの長さ） 

基本設計方針に記載すべき機器仕様及び設定根拠に関する説明書作成対象設備 選定フロー 

工認対象設備（工認添付書類星取表） 

記載の適正化又は 
技術基準規則五条若しくは十二条の 

変更のみで申請対象となる 
設備であるか。 

別表第二中欄の 
設備別記載事項に記載の 

機器であるか。 

別表第二下欄に 
設定根拠の要求項目がある 

機器か。 

A 

要目表に 
仕様を記載 

 
要目表に基づき設定根拠に
関する説明書に記載 

基本設計方針に 
仕様を含めた性能・機能を記載 

 
仕様についての説明を個別の説明書に
記載 
 
<例>可搬型計測器 
説明書：計測装置の構成に関する説明

書並びに計測範囲及び警報動
作範囲に関する説明書 

B 

基本設計方針に 
仕様を含めた性能・機能を記載 

 
仕様についての説明を設定根拠
等に関する説明書に記載 
 
<例>シルトフェンス 
 

 機器リストを別添に記載 

C 

基本設計方針に 
性能・機能を記載 

 
性能・機能について説明書に
記載（系統図，配置図含む） 
 
<例>サイフォンブレーク孔 
説明書：使用済燃料貯蔵槽の

水深の遮蔽能力に関
する説明書 

D 

基本設計方針に 
性能・機能を記載 

 
設定根拠に関する 
説明書は不要 

要目表に 
仕様を記載 

 
設定根拠に関する 
説明書は不要 

E F 

性能・機能について 
説明書にて別途，説明 

すべきか。 

下欄以外に性能・機能の 
要求がある機器か。 

【設定根拠に関する説明書に添付する要否区分】 

設定根拠に関する説明書へ記載する設備：A,C 

設定根拠に関する説明書へ記載しない設備：B,D,E,F,G 

基本設計方針に 
性能・機能の記載の 

必要なし。 

仕様を含む 
性能・機能について個別の 
説明書にて別途，説明 

すべきか。 

性能・機能に対し， 
基本設計方針で仕様を明確にする 

必要があるか。 

性能・機能の 
要求がある機器か。 要目表に仕様を記載 

 
設定根拠に関する 
説明書は不要 

G 

＊1 

 

YES＊2 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

STEP3

STEP2 STEP2

STEP3

STEP3

STEP2

STEP2

STEP3

STEP1-②
＊3 

 ＊2 

 

＊4,5 

 

STEP1-①

別紙 4 
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基本設計方針へ機器仕様を記載する機器の選定手順について 

 
ＳＴＥＰ１-①：技術基準規則要求設備（機器）の抽出 
 「工事計画添付書類星取表（機器リスト）」を使用し，技術基準規則要求（要目表対象外含む）

設備（機器）を全て抽出する。 
 

 
※ 設置許可本文（五号，十号），添付十及び添付八， 

 まとめ資料又は技術基準規則の要求より抽出。 

 

 
工事計画添付書類 

星取表 

A B C D E F G 

ＳＴＥＰ１-②：基本設計方針記載の設定根拠作成対象設備の選定（色分け） 
a：基本設計方針に記載している設備について，選定フローにより抽出する。(分類ごとに色分け) 
b：基本設計方針記載内容と技術基準要求機器リスト（STEP2 資料）とのリンクが分かるように，

色分けした箇所に番号を付ける。 

 基本設計方針 
変更前 変更後 

 
B C D E 

ＳＴＥＰ２：基本設計方針へ機器仕様を記載する機器の選定 

ＳＴＥＰl-①，②で抽出された設備から，基本設計方針へ機器仕様を記載する必要のある機器を選定する。 

選定にあたっては以下の通りとする。 

1. 工事計画添付書類星取表からⒷ，Ⓒ，Ⓓ，Ⓔに整理された設備を「技術基準要求機器リスト（ヒアリン

グ用）」に反映する。その際，「関連条文」，「DB/SA」及び「系統」の情報も併せて記載する。 

2. STEP1-②bの番号と機器リスト記載の機器がリンクするように番号を記載する。 

3. STEP1-②aの基本設計方針を基に，技術基準要求機器リストを作成する。 

4. 基本設計方針に記載する内容を具体的に記載する。機器仕様を記載する設備は，仕様を記載する。 

5. 選定フローにて B,C,D となった機器に対して，関係する資料名を記載する。 

 【技術基準要求機器リスト】（ヒアリング用①） 

申請対象設備 DB/SA 関連

条文 

基本設計方針

（リンク番号） 

選定 

フロー 

性能・機能 明確にする

必要がある

仕様 

基本設計

方針記載

内容 

記載 

資料名 

備 

考 
施設 系統 機器名 

  
 

        

  
 

        

  
 

        

 
1.項 2.項 3.項 4.項 5.項 

B C D E 

：要目表対象で設定根拠説明書に記載 

：基本設計方針にのみ記載する設備で個別の説明書に記載 

：基本設計方針にのみ記載する設備で設定根拠に関する説明書に記載 

：基本設計方針にのみ記載する設備で個別の説明書に記載 

A 

B 

C 

D 

ＳＴＥＰ３：工事計画認可申請補正書への添付 

工事計画認可申請補正書に添付するフォーマットに編集し，「設定根拠に関する説明書」の別

添とする。 

別添 1 
技術基準要求機器リスト 

申請対象設備 基本設計方

針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載

資料

名 
施設 
区分 機器名   

 

    
 

 

B C D 

 

設定根拠に関す

る説明書 

A 

個別の説明書にて 
容量等の根拠を記載 

D B 

別添 2 

設定根拠に関す

る説明書 
C 
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別紙 5 

表 1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（1/37) 

注記＊：表 1 に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「5 原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格」に記載する「表 1 原子炉本体の主要設備リスト」の「付表 1」による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変   更   前 変   更   後 

設

備

区

分 

系

統

名 

機器区分 名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備 

主

蒸

気

系 

容器 
主蒸気逃がし安全弁逃がし

弁機能用アキュムレータ 
Ｓ クラス３ ― 変更なし 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 

ろ過装置 
復水脱塩装置陽イオン樹脂

再生塔 
Ｂ－３ ― ― 変更なし ― 

安全弁及び

逃がし弁 
主蒸気逃がし安全弁 Ｓ クラス 1 ― 変更なし 

常設耐震/防止 

常設／緩和 
ＳＡクラス２ 

主要弁 F002A,B,C,D Ｓ クラス 1 ― 変更なし ― 

主配管 

原子炉隔離時冷却系分岐部

から主蒸気逃がし安全弁及

び弁 F002(B) 

Ｓ 
クラス 1 

クラス２ 
― 変更なし 

常設耐震/防止 

常設／緩和 
ＳＡクラス２ 

設備リスト記載例（1/7） 
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表 1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト（1/7) 

 

 変   更   前 変   更   後 

設

備

区

分 

系 

統 

名 

機器区分 名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

燃
料
取
扱
設
備 

― 

新燃料又は 

使用済燃料を取扱

う機器 

燃 料 取 替 機

（ 1,2,5,7 号 機 共

用） 

Ｂ－１ 

Ｂ－２ 
― ― 変更なし ― 

原子炉建屋クレー

ン（1,2,5,7 号機共

用） 

Ｂ－１ 

Ｂ－２ 
― ― 変更なし ― 

注記＊：表 1 に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「5 原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格」に記載する「表 1 原子炉本体の主要設備リスト」の「付表 1」による。 

設備リスト記載例（2/7） 
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表 1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト（3/7) 

 

 変   更   前 変   更   後 

設

備

区

分 

系統名 機器区分 名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

使 

用 

済 

燃 

料 

貯 

蔵 

槽 

冷 

却 

浄 

化 

設 

備 

使用済燃料

貯蔵プール

代替注水系 

ポンプ 

 

― 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）（6,7 号機共用） 
― 

可搬／防止 

可搬／緩和 
ＳＡクラス３ 

ろ過装置 ― 
可搬型 Y 型ストレーナ（6,7

号機共用） 
― 

可搬／防止 

可搬／緩和 
ＳＡクラス３ 

主配管

（スプレ

イヘッダ

を含む。） 

― 

可搬型代替注水ポンプ屋外

用 20m ホース（6,7 号機共

用） 

― 
可搬／防止 

可搬／緩和 
ＳＡクラス３ 

注記＊：表 1 に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「5 原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格」に記載する「表 1 原子炉本体の主要設備リスト」の「付表 1」による。 

設備リスト記載例（3/7） 
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表 1 非常用電源設備の主要設備リスト（1/19) 

 変   更   前 変   更   後 

設

備

区

分 

系

統

名 

機器区分 名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

非 

常 

用 

発 

電 

装 

置 

― 

ガスタービン 

第一ガスタービン発電機

用ガスタービン（6,7 号機

共用） 

― 
第一ガスタービン発電機用ガ

スタービン（6,7 号機共用） 
― 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
火力技術基準 

調速装置及び非

常調速装置 
― 

第一ガスタービン発電機用調

速装置及び非常調速装置（6,7

号機共用） 

― 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
火力技術基準 

機関並びに過給

機 
ディーゼル機関 Ｓ 火力技術基準 ― 

変更なし 

常設／防止（DB 拡張） 

常設／緩和（DB 拡張） 
火力技術基準 

調速装置及び非

常調速装置 

調速装置及び非常調速装

置 
Ｓ 火力技術基準 ― 

常設／防止（DB 拡張） 

常設／緩和（DB 拡張） 
火力技術基準 

内燃機関に附属

する冷却水設備 
機関付清水ポンプ Ｓ 火力技術基準 ― 

常設／防止（DB 拡張） 

常設／緩和（DB 拡張） 
火力技術基準 

空気だめ 空気だめ Ｓ クラス３ ― 
常設／防止（DB 拡張） 

常設／緩和（DB 拡張） 
ＳＡクラス２ 

燃料デイタンク

又はサービスタ

ンク 

燃料ディタンク Ｓ 火力技術基準 ― 
常設／防止（DB 拡張） 

常設／緩和（DB 拡張） 
火力技術基準 

発電機 ― 電源車（6,7 号機共用） ― 
可搬／防止 

可搬／緩和 
― 

励磁装置 励磁装置 Ｓ ― 

変更なし 

常設／防止（DB 拡張） 

常設／緩和（DB 拡張） 
― 

保護継電装置 保護継電装置 Ｓ ― 
常設／防止（DB 拡張） 

常設／緩和（DB 拡張） 
― 

原動機との連結

方法 
機関直結（発電機） ― 

常設／防止（DB 拡張） 

常設／緩和（DB 拡張） 
－ 

注記＊：表 1 に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「5 原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格」に記載する「表 1 原子炉本体の主要設備リスト」の「付表 1」による。 

設備リスト記載例（4/7） 
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表 1 浸水防護施設の主要設備リスト（2/3) 

 

 変   更   前 変   更   後 

設

備

区

分 

系

統

名 

機器区分 名   称 

＊1 

設計基準対象施設 

＊1 

重大事故等対処設備 

名   称 

＊1 

設計基準対象施設 

＊1 

重大事故等対処設備 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

内 

郭 

浸 

水 

防 

護 

設 

備 

― 
防水区画 

構造物 
― 

タービン建屋地下 2 階北西階段

室 水密扉 

Ｓ＊＊2 

Ｃ－２＊3 
― ― 

タービン補機冷却水系熱交換

器・ポンプ室 水密扉 1 

Ｓ＊＊2 

Ｃ－２ ＊3 
― ― 

タービン補機冷却水系熱交換

器・ポンプ室 水密扉 2 

Ｓ＊＊2 

Ｃ－２ ＊3 
― ― 

タービン補機冷却水系熱交換

器・ポンプ室 水密扉 3 

Ｓ＊＊2 

Ｃ－２ ＊3 
― ― 

建屋間連絡水密扉（原子炉建屋

地下 1 階～タービン建屋地下 1

階） 

Ｃ－２＊3 

Ｂ＊4 
― ― 

原子炉補機冷却水系（C 系）熱交

換器・ポンプ室 水密扉 

Ｓ＊＊2 

Ｃ－２ ＊3 
― ― 

タービン建屋地下中 2 階南西階

段室 水密扉 

Ｓ＊＊2 

Ｃ－２ ＊3 
― ― 

タービン建屋地下中 2 階北西階

段室 水密扉 

Ｓ＊＊2 

Ｃ－２ ＊3 
― ― 

注記＊1：表 1 に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「5 原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格」に記載する「表 1 原子炉本体の主要設備リスト」の「付表 1」による。 

  ＊2：津波防護施設又は浸水防止設備としての耐震重要度を示す。 

  ＊3：溢水の伝播を防止する設備としての耐震重要度を示す。 

  ＊4：放射性物質を内包する液体の建屋外への漏えいを防止する設備としての耐震重要度を示す。 

設備リスト記載例（5/7） 



 

3
-
5
3 

表 1 非常用取水設備の主要設備リスト（1/2) 

 変   更   前 変   更   後 

設

備

区

分 

系

統

名 

機器区分 名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

取 

水 

設 

備 

― ― ― 

海水貯留堰 

（重大事故等時のみ 6,7 号機共用） 
Ｃ－３ ― 

常設／防止 

常設／緩和 
― 

海水貯留堰 

（6 号機設備，重大事故等時のみ 6,7 号機

共用） 

― ― 
常設／防止 

常設／緩和 
― 

スクリーン室 

（重大事故等時のみ 6,7 号機共用） 
Ｃ－３ ― 

常設／防止 

常設／緩和 
― 

スクリーン室 

（6 号機設備，重大事故等時のみ 6,7 号機

共用） 

― ― 
常設／防止 

常設／緩和 
― 

取水路 

（重大事故等時のみ 6,7 号機共用） 
Ｃ－３ ― 

常設／防止 

常設／緩和 
― 

取水路 

（6 号機設備，重大事故等時のみ 6,7 号機

共用） 

― ― 
常設／防止 

常設／緩和 
― 

補機冷却用海水取水路 Ｃ－３ ― 

常設／防止 

（DB 拡張） 

常設／緩和 

（DB 拡張） 

― 

補機冷却用海水取水槽(A) Ｃ－３ ― 

常設／防止 

（DB 拡張） 

常設／緩和 

（DB 拡張） 

― 

補機冷却用海水取水槽(B) Ｃ－３ ― 

常設／防止 

（DB 拡張） 

常設／緩和 

（DB 拡張） 

― 

注記＊：表 1 に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「5 原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格」に記載する「表 1 原子炉本体の主要設備リスト」の「付表 1」による。 

設備リスト記載例（6/7） 



 

3
-
5
4 

表 2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 の兼用設備リスト 

 

 変   更   前 変   更   後 

設

備

区

分 

系

統

名 

機

器

区

分 

主たる機能の 

施設／設備区分 
名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

名   称 

＊ 

設計基準対象施設 

＊ 

重大事故等対処設備 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

耐震重要度 

分類 

機器 

クラス 
設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
冷
却
浄
化
設
備 

― ― 

核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設 

 

使用済燃料貯蔵設備 

 

― 
使用済燃料貯蔵プール 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 使用済燃料貯蔵ラック ― ― 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
ＳＡクラス２ 

注記＊：表 2 に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「5 原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格」に記載する「表 1 原子炉本体の主要設備リスト」の「付表 1」による。 

設備リスト記載例（7/7） 
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別紙 6 

付表 1 略語の定義（1/3） 

 略  語 定     義 

設 

計 

基 

準 

対 

象 

施 
設 

耐 

震 

重 

要 

度 
分 
類 

Ｓ 
耐震重要度分類におけるＳクラス（津波防護施設，浸水防止設

備津波監視設備を除く。） 

Ｓ* 

Ｓクラスの施設のうち，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備 

なお，基準地震動による地震力に対して，それぞれの施設及び

設備に要求される機能（津波防護機能，浸水防止機能及び津波

監視機能をいう。）を保持するものとする。 

Ｂ 
耐震重要度分類におけるＢクラス（Ｂ－１,Ｂ－２及びＢ－３を

除く。） 

Ｂ－１ 

Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるため，弾性設計用

地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたものによる地震力に対して耐震

性を保持できる設計とするもの 

Ｂ－２ 
Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設が

その安全機能を損なわないように設計するもの 

Ｂ－３ 

Ｂクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して，使

用済燃料貯蔵プールの冷却，給水機能を保持できる設計とする

もの 

Ｃ 
耐震重要度分類におけるＣクラス（Ｃ－１,Ｃ－２及びＣ－３を

除く。） 

Ｃ－１ 
Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設が

その安全機能を損なわないように設計するもの 

Ｃ－２ 

Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して，火

災感知及び消火の機能並びに地震時の溢水伝播を防止する機能

を保持できる設計とするもの 

Ｃ－３ 
Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して非常

時における海水の取水機能を保持できる設計とするもの 

― 当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの 
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付表 1 略語の定義（2/3） 

 略  語 定     義 

設 

計 

基 

準 

対 

象 

施 

設 

機 

器 

ク 

ラ 

ス 

クラス１ 

技術基準規則第二条第二項第三十二号に規定する「クラス１

容器」，「クラス１管」，「クラス１ポンプ」，「クラス１弁」又

はこれらを支持する構造物 

クラス２ 

技術基準規則第二条第二項第三十三号に規定する「クラス２

容器」，「クラス２管」，「クラス２ポンプ」，「クラス２弁」又

はこれらを支持する構造物 

クラス３ 
技術基準規則第二条第二項第三十四号に規定する「クラス３

容器」又は「クラス３管」 

クラス４ 
技術基準規則第二条第二項第三十五号に規定する「クラス４

管」 

格納容器*1 
技術基準規則第二条第二項第二十八号に規定する「原子炉格

納容器」 

炉心支持 

構造物 

原子炉圧力容器の内部において燃料集合体を直接に支持する

か又は拘束する部材 

火力技術基準 
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用

するもの 

Non 上記以外の容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物 

― 
当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの又

は上記以外のもの 
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付表 1 略語の定義（3/3） 

 略  語 定     義 

重 

大 

事 

故 

等 

対 

処 
設 

備 

設 

備 

分 

類 

常設／防止 
技術基準規則第四十九条第一項第二号に規定する「常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備」 

常設耐震／防止 
技術基準規則第四十九条第一項第一号に規定する「常設耐震重要

重大事故防止設備」 

常設／防止 

（DB 拡張） 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）： 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する

設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する常設重

大事故防止設備以外の常設のもの 

常設／緩和 
技術基準規則第四十九条第一項第三号に規定する「常設重大事故

緩和設備」 

常設／緩和 

（DB 拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）： 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する

設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和

するための機能を有する常設重大事故緩和設備以外の常設のも

の 

常設／その他 
常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備以外の常設重

大事故等対処設備 

可搬／防止 重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

可搬／緩和 重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

可搬／その他 
可搬型重大事故防止設備及び可搬型重大事故緩和設備以外の可

搬型重大事故等対処設備 

― 当該施設において重大事故等対処設備として使用しないもの 

重 

大 

事 

故 

等 

機 

器 

ク 

ラ 

ス 

ＳＡクラス２ 

技術基準規則第二条第二項第三十八号に規定する「重大事故等ク

ラス２容器」，「重大事故等クラス２管」，「重大事故等クラス２ポ

ンプ」，「重大事故等クラス２弁」又はこれらを支持する構造物 

ＳＡクラス３ 

技術基準規則第二条第二項第三十九号に規定する「重大事故等ク

ラス３容器」，「重大事故等クラス３管」，「重大事故等クラス３ポ

ンプ」又は「重大事故等クラス３弁」 

火力技術基準 

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用す

るもの又は使用条件を踏まえ，十分な強度を有していることを確

認できる一般産業品規格を準用するもの 

― 
当該施設において重大事故等対処設備として使用しないもの又

は上記以外のもの 

注記＊1：「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む））

＜第 I 編 軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣｌ－2005/2007」（日本機械学会）に

おける「クラスＭＣ」である。 
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4. 工事計画認可申請書に記載する適用基準及び適用規格について 

 4.1 ガイド規程 

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」によれば，工事計画に記載する必要が

ある適用基準及び適用規格については，｢各設備の設計・製作に適用する基準及び規格につい

て，具体的な規格番号，名称及び制定又は改訂年度も含め記載する。」とされ，記載対象と

する基準及び規格については，「技術基準規則に規定される性能を満足させるための基本的

な規格及び基準」となっており，「具体的には技術基準規則解釈に引用されるもの等」と示

されている。 

 

 4.2 記載すべき適用基準及び適用規格の考え方 

 対象基準・規格＊ 記載要否 理 由 

(1) 
炉規制関係法令 

【炉規法，規則，省令他】 

記載しな

い 

炉規制関係法令は，適合すべき技術基準規

則の上位法令であり，設計・製作に適用する

基準及び規格に該当しないため記載しない。 

(2) 
関係他法令 

【建築基準法，消防法他】 
記載する 

技術基準規則への適合のために，各設備の

設計製作にあたって，具体的な評価方法等を

規定した法令であり，適合性判断のための評

価基準を明確化するために記載する。 

(3) 設置許可基準規則（解釈含む） 
記載しな

い 

設置許可基準規則に適合するものとして許

可を受けた設置許可に従って工事計画認可を

受けるため，適用が自明であることから記載

しない。 

(4) 

炉規制法及び電事法の各技術

基準 

【原子炉，火力設備，電気設

備】 

記載しな

い 

現行の各技術基準は，適合することが条件

であって，適用が自明であることから，記載

しない。 

(5) 

各技術基準の解釈 

【原子炉，火力設備，電気設

備】 

記載する 

各技術基準に定められる技術的要件を満足

する技術的内容は，各技術基準の解釈に限定

されるものではないため，適合性判断のため

の評価基準を明確化するために記載する（年

度を含む）。 

なお，解釈に引用されている適用基準及び

適用規格についても下記のとおり適宜記載す

る。 

(6) 

原子力安全委員会指針及び専

門部会報告書，ＮＩＳＡ文書

等 

記載する 

適合性判断のための評価基準を明確化する

ため，原子力安全委員会指針及び専門部会報

告書，ＮＩＳＡ文書等について記載する。 
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(7) 
審査基準 

【火災防護に係る審査基準】 
記載する 

該当する「火災防護に係る審査基準」は，

技術基準規則解釈に記載されており，適合性

判断のための評価基準を明確化するため記載

する。 

(8) 
ガイド 

【竜巻，津波，外部火災他】 

記載する 

（枠外） 

適合性判断のための評価基準を明確化する

ため「適用基準及び適用規格」としてではな

く，参考として枠外に記載する。 

(9) ＪＩＳ規格，ＡＳＭＥ等 記載する 

適合性判断のための評価基準を明確化する

ためＪＩＳ規格等については，年度及び該当

No.を含めて記載する。 

なお，記載にあたり，既設設備にあって

は，告示第５０１号及びＪＳＭＥにおいて適

用ＪＩＳ （年度含む）が明記され，既に適正

に適用されていることから，ＪＳＭＥ材に該

当しないＪＩＳ材を使用している部分等につ

いて記載する。 

(10) 

学協会規格 

【ＪＳＭＥ，ＪＥＡＧ，ＪＥＡ

Ｃ】 

記載する 

適合性判断のための評価基準を明確化する

ため，各設備の設計・製作に適用する学協会

規格を記載する。 

なお，記載にあたり，各学協会規格に引用

される基準・規格については，当該学協会規

格に包絡されるため記載しない。 

＊ 設置時，改造時等に適用した過去の適用基準及び適用規格を含む。  
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 4.3 記載様式 

  (1) 変更前 

工事計画書への適用基準及び適用規格の記載要求については，平成17年の電気事業法施行 

規則の改正で別表第三に規定された。 

この記載要求が規定される以前の工事計画書については，適用基準及び適用規格の記載

がないことから，工事計画書記載事項だけからでは変更前の適用基準及び適用規格を確認

できない。 

従って，変更前については，下記について記載する。 

   a. 平成17年以降の工事計画書に記載のある適用基準及び適用規格 

   b. 建設時より工認審査の前提とされていた「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準

（通商産業省告示第５０１号）」 

   c. 技術基準対象条文の解釈を含めて記載のある適用基準及び適用規格のうち，省令62号及

びその解釈・解説に引用されている適用基準及び適用規格を基本に，実際に適用していた

基準及び規格 

   d. 共用設備に適用する基準及び規格については，5,6,7号機ともに同じ基準及び規格を記

載する。 

 

  (2) 変更後 

上記（変更前）に記載のとおり，平成17年の電気事業法施行規則改正以降，工事計画書へ 

適用基準及び適用規格を記載していることから，変更後については，平成17年の施行規則

改正以降の工事計画書を含めて，適用基準及び適用規格を記載する。 

具体的には下記について記載する。 

   a. 技術基準対象条文の解釈を含めて，記載のある適用基準及び適用規格のうち，現状設備

に適用しているもの（平成17年以前から適用しており，現在も適用しているものを含む） 

   b. 今回の変更に伴って適用する基準及び規格 

   c. 平成17年以降の工事計画書に記載のある適用基準及び適用規格のうち，現在も適用し 

ているもの 

   d. 共用設備に適用する基準及び規格については，5,6,7号機ともに同じ基準及び規格を記

載する。 

  

 4.4 記載方法（記載整理） 

工事計画への適用基準及び適用規格の記載方法については，基本設計方針検討にて作成した

各施設と技術基準規則の各条文との対比一覧表に基づき，「共通条文」該当の適用基準及び

適用規格については，基本設計方針のまとめ方と同様に「原子炉冷却系統施設」に記載する

ことを基本とし，火災に関するものは「火災防護設備」，浸水に関するものは「浸水防護施

設」に記載する。残りの「個別条文」については該当の施設区分毎に記載し，同一の基準及

び規格が共通条文と個別条文両方に該当する場合は，双方に重複して記載する。 

但し，「共通条文」の適用基準及び適用規格のうち，複数の施設に適用されない場合は，
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適用する施設の「個別条文」として整理する。さらに，「共通条文」で「原子炉冷却系統施

設」「火災防護設備」「浸水防護施設」に該当しない場合も，適用する施設に「個別条文」

として整理する。 

なお，工事計画の添付書類（各種説明書）における適用基準及び適用規格については，当

該添付書類中に記載がある内容に係る適用基準及び適用規格のうち，「2. 記載すべき適用

基準及び適用規格の考え方」に基づくものを記載する。ただし，当該添付書類中に具体的な

記載がなく，関係する添付書類を引用しているだけの場合は，関係する添付書類中の記載内

容に係る適用基準・適用規格は記載しない。 

以 上 



各施設と技術基準規則の各条文との対比一覧表（様式記載例）（１／２）  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

適用
範囲

定義
特殊

な設計
地盤 地震 津波

外部衝
撃

立ち入
り防止

不法侵
入

急傾斜
地

火災 溢水
避難通
路

安全設
備

設計基
準対象
設備

全交流
電源
喪失

材料構
造

破壊の
防止

流体振
動

安全弁
耐圧試
験

監視試
験片

炉心等
熱遮蔽
材

一次冷
却材

燃料取
扱設備

バウン
ダリ

バウン
ダリ隔
離装置

一次冷
却材処
理装置

逆止め
弁

蒸気
タービ
ン

非常用
炉心冷
却設備

循環設
備

計測装
置

安全保
護装置

反応度
制御

制御棒
原子炉
制御室

廃棄物
処理設
備

廃棄物
貯蔵設
備

汚染の
防止

生体遮
蔽

換気設
備

原子炉
格納施
設

保安電
源設備

緊急時
対策所

警報装
置等

準用

― ― ― 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 個別 共通 共通 個別 共通 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通

非常用電源設備

常用電源設備

補助ボイラー

火災防護設備

浸水防護施設

補機駆動用
燃料設備

非常用取水設備

敷地内土木構造物

緊急時対策所

○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。 ＊：　安全避難通路，火山，外部火災，竜巻等への対応に必要な設備の基本設計方針は原子炉冷却系統施設にて整理

△：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。

―：条文要求を受ける設備がない。

□：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。

　　　　　　　　　分類

原子炉施設の種類

総則 設計基準対象施設

条文

核燃料物質の取扱施設
及び貯蔵施設

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射性廃棄物の
廃棄施設

放射線管理施設

原子炉格納施設

その
他発
電用
原子
炉の
附属
施設

共通条文への対応に必要と
なる施設＊（原子炉冷却系
統施設）

【備考欄】

原子炉本体



              各施設と技術基準規則の各条文との対比一覧表（様式記載例）（２／２）  
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49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

地盤 地震 津波 火災
特重
設備

重大事
故等対
処設備

材料
構造

破壊の
防止

安全弁
耐圧
試験

未臨界
高圧時
の冷却

バウン
ダリの
減圧

低圧時
の冷却

最終
ヒート
シンク

ＰＣＶ
冷却

ＰＣＶ
過圧破
損防止

下部溶
融炉心
冷却

ＰＣＶ
水素爆
発

原子炉
建屋水
素爆発

ＳＦＰ
冷却

拡散
抑制

水の
供給

電源
設備

計装
設備

原子炉
制御室

監視測
定設備

緊急時
対策所

通信 準用

共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通

非常用電源設備

常用電源設備

補助ボイラー

火災防護設備

浸水防護施設

補機駆動用
燃料設備

非常用取水設備

敷地内土木構造物

緊急時対策所

○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。 ＊：　安全避難通路，火山，外部火災，竜巻等への対応に必要な設備の基本設計方針は原子炉冷却系統施設にて整理

△：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。

―：条文要求を受ける設備がない。

□：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。

核燃料物質の取扱施設
及び貯蔵施設

条文

　
　　　　　　　　　　分類

原子炉施設の種類

原子炉本体

共通条文への対応に必要とな
る施設＊（原子炉冷却系統施
設）

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射性廃棄物の
廃棄施設

放射線管理施設

原子炉格納施設

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設



適用基準及び適用規格 変更前後比較表（サンプル） （1/3） 
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(2) 適用基準及び適用規格 

変 更 前 変 更 後 

第1章 共通項目 

原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格については，以下の基準及び規格並びに，火災

防護設備，浸水防護施設の「（2） 適用基準及び適用規格 第1章 共通項目」に示す。 

なお，以下に示す原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格を適用する個別の施設区分に

ついては，「表1 施設共通の適用基準及び適用規格（該当施設）」に示す。 

 

・建築基準法（昭和25年5月24日法律第２０１号） 

建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令第３３８号） 

建築基準法施行規則（昭和 25年 11 月 16 日建設省令第４０号） 

第 1 章 共通項目 

原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格については，以下の基準及び規格並びに，火災防

護設備，浸水防護施設の「（2） 適用基準及び適用規格 第 1 章 共通項目」に示す。 

なお，以下に示す原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格を適用引る個別の施設区分につ

いては，「表 1 施設共通の適用基準及び適用規格（該当施設）」に示す。 

 

・建築基準法（昭和25年5月24日法律第２０１号） 

建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第３３８号） 

建築基準法施行規則（昭和 25年 11 月 16 日建設省令第４０号） 

 

・高圧ガス保安法（ 昭和26年6月7日法律第２０４号） 

上記のほか「原子力発電所の火山影響評価ガイド」，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」，「耐震設計に係る工認審査ガイド」を参照する。 

  



適用基準及び適用規格 変更前後比較表（サンプル） （2/3） 
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表 1 施設共通の適用基準及び適用規格（該当施設）                                                                        

注記＊：変更後のみ適用する施設 

 

  

 

 原
子
炉
本
体 

核
燃
料
物
質
の 

取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン 

計
測
制
御
系
統
施
設 

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

放
射
線
管
理
施
設 

原
子
炉
格
納
施
設 

その他発電用原子炉の附属施設 

非
常
用
電
源
設
備 

常
用
電
源
設
備 

補
助
ボ
イ
ラ
ー 

火
災
防
護
設
備 

浸
水
防
護
施
設 

補
機
駆
動
用
燃
料
設
備 

非
常
用
取
水
設
備 

緊
急
時
対
策
所 

＊ ＊   

建築基準法（昭和 25 年 5月 24 日法律第２０１号） 

建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第３３８号） 

建築基準法施行規則（昭和 25年 11 月 16 日建設省令第４０号） 

○ ○ 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

高圧ガス保安法 

（昭和 26 年 6月 7日法律第２０４号） 
－ － － ○ － ○ － － － － － － － － － 

 

 

               

                

                

                

                

                

                

                

                



適用基準及び適用規格 変更前後比較表（サンプル） （3/3） 

 

4
-
9 

変更前 変更後 

第2章 個別項目 

原子炉冷却系統施設に適用する個別項目の基準及び規格は以下のとおり。 

 

・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈 

（平成17年12月15日原院第５号） 

 

 

第2章 個別項目 

原子炉冷却系統施設に適用する個別項目の基準及び規格は以下のとおり。 

 

・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈 

（平成17年12月15日原院第５号） 

 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

（平成25年6月19日原規技発第１３０６１９４号） 
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5. 工事計画認可申請書に添付する添付書類の考え方について 

 

 5.1 要旨 

新規制基準への適合性確認審査に係る工事計画認可申請を行うにあたり，添付書類 

の添付の考え方を以下に示す。 

 

 5.2 添付書類の添付を行うにあたっての考え方について 

  (1) 添付書類の添付を行うにあたり，法令上の整理と今回の申請における添付書類の添付方

針について以下に示す。 

 

   a. 法令上の整理 

実用炉規則別表第二において，工事計画に添付書類を添付すべきものとして「認可の

申請又は届出に係る工事の計画の内容に関係あるものに限る。」と規定されている。 

工事計画に係る手続き上の「工事の内容」とは，大別すると実用炉規則別表第二の中

欄における「基本設計方針」の変更と「設備ごとに機器等の単位で定められている仕様

に関する記載要求事項(要目表)」の変更と考える。 

ここで，「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係のあるもの」を以下に整理す

る。 

認可の申請又は届出に係

る工事の内容に関わるも

の 

基本設計方針の変更 設備ごとに機器等の単位

で定められている仕様に

関する記載要求事項の変

更(要目表) 

技術基準規則の追加又

は変更に係るもの 

設計方針の変更に係る

もの 

詳細は，工事計画に係る手

続きガイドに記載の工事

の種類による。 
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   b. 今回の申請における添付書類の添付方針について 

今回の「認可の申請に係る工事の内容に関係あるもの」に対する添付書類の添付方針に

ついて以下に記載する。 

 

 

 

 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」の具体例を以下に示す。 

    (a). 重大事故等対処施設の要求事項が追加となったもの 

（第 49 条～第 78 条が該当） 

    (b). 設計基準対象施設の要求事項が追加となったもの 

（例：溢水防護設備，火災防護設備等） 

    (c). 設計基準対象施設の要求事項が変更となったもの 

（例：耐震基準変更，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大等） 

 

重大事故等対処施設は，新規登録であるため関連する全ての書類が必要となるが，そ

のうち，既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備として使用するもので使用す

る条件等が変わらず，既工事計画書の添付書類等を読み込みできるものは，添付書類

中にその旨を記載し，設計基準対象施設とのリンクを明確にした書類を添付する。 

設計基準対象施設について，基本設計方針の変更により適合性を確認する必要があ

るもので，既工事計画書に登録があるものは，添付図面は添付せず，既工事計画書の登

録情報（認可年月日，図面番号等）を目録に記載する。 

 

共用設備における添付書類の扱いについては，「9.共用設備の添付書類の扱いについ

て」に記載する。  

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」＝「基本設計方針の変更に該当

するもの」に対して適合するために必要な設備について関連する添付書類を添付する。 
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技術基準規則の要求事項に変更がないもの＝基本設計方針の「変更前」にあたる部

分については，今回の「認可の申請に係る工事の内容に関係あるもの」に該当しないた

め，既設の設備において既に基本設計方針の記載事項を満たしていることから関連す

る添付書類は添付しない。 

例外として，技術基準規則の変更はないが設置許可基準規則の要求事項で変更があ

る場合は添付書類を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別条文で技術基準規則の要求事項に変更がない設備でも，共通条文で技術基準規

則の要求事項の変更により適合性を確認する必要がある記載事項については妥当性を

確認する必要があるため関連する添付書類を添付する。 

 

例 ：原子炉冷却系統施設として条文要求が変更されていない「原子炉冷却材再循

環ポンプ」だが，技術基準規則第5条「地震による損傷防止」が変更されたことによ

り地震による安全機能が損なわれることがないことを説明する「耐震性に関する説明

書」に原子炉冷却材再循環ポンプを記載する。 

 

「技術基準規則の要求事項に変更がないもの」＝「基本設計方針の変更がないも

の」に対して既に適合している設備については，添付書類は添付しない。 

例 ：「廃棄設備」に要求される堰について，条文要求に変更がないことから「今

回の申請に係る工事の内容に関係あるもの」に該当しないため添付書類は添付しな

い。 

 

但し，技術基準規則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の

防止」の要求を満たすために堰を溢水防護上期待する場合は「溢水防護に関する

説明書」に「堰」について記載する必要がある。 

 

例外 ：原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大部については，技術基準規則条文上の

変更はないが，設置許可基準規則の要求事項である原子炉冷却材圧力バウンダリの

定義において「変更」があることから，「基本設計方針の変更」＝「申請対象」と

して扱う。 
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 5.3 技術基準規則の各条文へ対応する添付書類の整理について 

技術基準規則に規定される各条文の要求事項と添付書類との関連性と，その適合性の説明に

必要な添付書類を「技術基準規則と工事計画認可申請書の添付書類との紐付き表」（以下「紐

付き表」という。）として整理する。 

紐付き表への整理概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類は大別すると基本設計方針記載事項の変更に伴うものと要目表記載事項の変更に伴

うものに分けられる。これらを技術基準規則の各条文の要求事項に対して整理し，条文への適

合性に必要な添付書類を整理する。 

  

基本設計方針の変更 

実用炉規則別表第二からの要求事項 

要目表記載事項の変更 

基本設計方針記載事項の詳細 

説明に必要な添付書類 

要目表記載事項の詳細説明に 

必要な添付書類 

技術基準規則からの要求事項 

技術基準規則の各条文の要求事項に対する添付書類を整理 

各条文の要求事項の適合性に 

必要な添付書類を紐付き表へ整理 

紐付き表への整理概要 
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以下に示す考え方のもと，各条文への適合性説明に必要な添付書類を紐付き表に整理する。 

 

 

 

 

 

 

例 ：技術基準規則第 61 条（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備）の解釈

1(2)c)において，「減圧用の弁は，想定される重大事故等が発生した場合の環境条件において

確実に作動すること。」と記載がある。 

条文の直接要求として下線部が該当し，この要求事項へ適合させるために必要な弁である

「主蒸気逃がし安全弁」における適合性を説明するため，「安全設備及び重大事故等対処設備

が使用される条件の下における健全性に関する説明書」を添付する。 

 

ただし，重大事故等対処設備に関する条文のうち技術基準規則第 59～77 条については，非

常用電源設備等必ずしも条文に直接的に施設要求が明記されていない設備についても，当該条

文への適合性を説明する上で必要な設備として整理する。 

 

施設要求が明記されていない設備については都度，判断を要する。以下にその判断基準の一

例を示す。 

 

【技術基準規則 59～77 条への適合性判断の基準】 

・技術基準規則59～77条は想定事象に対処するために必要な設備を『施設することを要求』

している条文のため基本的には系統図，配置図等の図面により施設されていることを説明す

る。 

 

・個別では直接的に要求の読めない共通事項（強度・耐震・安全弁等）は，それらの条文

側で適合性を確認するため，個別条文としての添付書類は省略する。 

 

 

「条文要求事項を満足させるために必要な設備＝設備リストへ抽出した設備」が条文（解

釈，ガイド含む）で直接要求される事項に対して，適合することを説明するために必要な

添付書類を『当該条文に必要な添付書類』として整理する。 



技術基準
規則の変
更の有無

第
4
条

設計基準対象
施設の地盤

○ ○ → ○ → →
第
4
条

設計基準対象
施設の地盤

→

耐震性に関する説明書 原子炉格納施設の基礎に関する説
明書及びその基礎の状況を明示し
た図面

第
5
条

地震による損
傷の防止

○ ○ → ○ → →
第
5
条

地震による損
傷の防止

→

耐震性に関する説明書 発電用原子炉施設の自然現象等に
よる損傷の防止に関する説明書

設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

原子炉本体の基礎に関する説明書
及びその基礎の状況を明示した図
面

排気筒の基礎に関する説明書及び
その基礎の状況を明示した図面
（自立型のものに限る。）

原子炉格納施設の基礎に関する説
明書及びその基礎の状況を明示し
た図面

設計及び工事に係
る品質マネジメン
トシステムに関す
る説明書

第
6
条

津波による損
傷の防止

○ ○ → ○ → →
第
6
条

津波による損
傷の防止

→

耐震性に関する説明書 発電用原子炉施設の自然現象等に
よる損傷の防止に関する説明書

取水口及び放水口に関する説明書 環境測定装置の構造図及び取付箇
所を明示した図面

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
7
条

外部からの衝
撃による損傷
の防止

○ ○ → ○ → →
第
7
条

外部からの衝
撃による損傷
の防止

→

工場又は事業所の概要を明示した
地形図

発電用原子炉施設の自然現象等に
よる損傷の防止に関する説明書

強度に関する説明書

第
8
条

立ち入りの防
止

× × → ○ → →
第
8
条

立ち入りの防
止

→

第
9
条

発電用原子炉
施設への人の
不法な侵入等
の防止

○ ○ → ○ → →
第
9
条

発電用原子炉
施設への人の
不法な侵入等
の防止

→

安全設備及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書

第
1
0
条

急傾斜地の崩
壊の防止

× × → ○ → →

第
1
0
条

急傾斜地の崩
壊の防止

→

第
1
1
条

火災による損
傷の防止

○ ○ → ○ → →

第
1
1
条

火災による損
傷の防止

→

耐震性に関する説明書 設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

発電用原子炉施設の火災防護に関
する説明書

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
1
2
条

発電用原子炉
施設内におけ
る溢水等によ
る損傷の防止

○ ○ → ○ → →

第
1
2
条

発電用原子炉
施設内におけ
る溢水等によ
る損傷の防止

→

耐震性に関する説明書 発電用原子炉施設の溢水防護に関
する説明書

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
1
3
条

安全避難通路
等

○ ○ → ○ → →

第
1
3
条

安全避難通路
等

→

安全避難通路に関する説明書及び
安全避難通路を明示した図面

非常用照明に関する説明書及び取
付箇所を明示した図面

第
1
4
条

安全設備 ○ ○ → ○ → →

第
1
4
条

安全設備 →

単線結線図 安全設備及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書

原子炉（圧力）容器の脆性破壊防
止に関する説明書

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

第
1
5
条

設計基準対象
施設の機能

○ ○ → ○ → →

第
1
5
条

設計基準対象
施設の機能

→

単線結線図 主要設備の配置の状況を明示した
平面図及び断面図

安全設備及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書

発電用原子炉施設の蒸気タービ
ン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物
による損傷防護に関する説明書

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
1
6
条

全交流動力電
源喪失対策設
備

○ ○ → ○ → →

第
1
6
条

全交流動力電
源喪失対策設
備

→

単線結線図 設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
1
7
条

材料及び構造 ○ ○ → ○ → →

第
1
7
条

材料及び構造 →

クラス１機器及び炉心支持構造物
の応力腐食割れ対策に関する説明
書

強度に関する説明書

第
1
8
条

使用中の亀裂
等による破壊
の防止

× ○ → ○ → →

第
1
8
条
※

使用中の亀裂
等による破壊
の防止

→

第
1
9
条

流体振動等に
よる損傷の防
止

× ○ → ○ → →

第
1
9
条

流体振動等に
よる損傷の防
止

→

流体振動又は温度変動による損傷
の防止に関する説明書

第
2
0
条

安全弁等 × ○ → ○ → →

第
2
0
条

安全弁等 →

設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算
書

安全弁の吹出量計算書 機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

技術基準規則と設工認添付書類との紐付き表（ＤＢ）

技術基準規則の
要求条文

各技術基準規則について適合性を説明する添付書類
技術基準規則の

要求条文
適合性確認

の要否
設備の
抽出

技
術
基
準
規
則
の
追
加
・

変
更
に
対
し
て
抽
出
し
た

設
備
に
つ
い
て
，
各
条
文

へ
の
適
合
性
を
確
認
す

る
。

設
置
許
可
に
お
け
る
約
束
事
項
を
設
工
認
で
担
保
し
て
い

る
こ
と
を
「

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
（

本
文
（

五

号
）
）

と
の
整
合
性
に
関
す
る
説
明
書
」

に
て
説
明
す

る
。

設
置
許
可
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
を

設
工
認
で
担
保
し
て
い
る
こ
と
を
「

発
電

用
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
（

本
文
（

十
一

号
）
）

と
の
整
合
性
に
関
す
る
説
明
書
」

に
て
説
明
す
る
。

5
-
6



技術基準
規則の変
更の有無

技術基準規則と設工認添付書類との紐付き表（ＤＢ）

技術基準規則の
要求条文

各技術基準規則について適合性を説明する添付書類
技術基準規則の

要求条文
適合性確認

の要否
設備の
抽出

第
2
1
条

耐圧試験等 × ○ → ○ → →

第
2
1
条
※

耐圧試験等 →

第
2
2
条

監視試験片 × × → × →

第
2
2
条

監視試験片 →

設計及び工事に係
る品質マネジメン
トシステムに関す
る説明書

第
2
3
条

炉心等 × × → × →

第
2
3
条

炉心等 →

第
2
4
条

熱遮蔽材 × × → × →

第
2
4
条

熱遮蔽材 →

第
2
5
条

一次冷却材 × × → × →

第
2
5
条

一次冷却材 →

第
2
6
条

燃料取扱設備
及び燃料貯蔵
設備

○ ○ → ○ → →

第
2
6
条

燃料取扱設備
及び燃料貯蔵
設備

→

設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

燃料体等又は重量物の落下による
使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の
破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽
の機能喪失の防止に関する説明書

耐震性に関する説明書

第
2
7
条

原子炉冷却材
圧力バウンダ
リ

× ○ → ○ → →

第
2
7
条

原子炉冷却材
圧力バウンダ
リ

→

設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
2
8
条

原子炉冷却材
圧力バウンダ
リの隔離装置
等

× ○ → ○ → →

第
2
8
条

原子炉冷却材
圧力バウンダ
リの隔離装置
等

→

設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

原子炉格納容器内の原子炉冷却材
又は一次冷却材の漏えいを監視す
る装置の構成に関する説明書、検
出器の取付箇所を明示した図面並
びに計測範囲及び警報動作範囲に
関する説明書

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
2
9
条

一次冷却材処
理装置

× × → × →

第
2
9
条

一次冷却材処
理装置

→

第
3
0
条

逆止め弁 × ○ → ○ → →

第
3
0
条

逆止め弁 →

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

第
3
1
条

蒸気タービン ○ × → × →

第
3
1
条

蒸気タービン →

第
3
2
条

非常用炉心冷
却設備

× × → × →

第
3
2
条

非常用炉心冷
却設備

→

第
3
3
条

循環設備等 ○ ○ → ○ → →

第
3
3
条

循環設備等 →

取水口及び放水口に関する説明書 設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
3
4
条

計測装置 ○ ○ → ○ → →

第
3
4
条

計測装置 →

設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及
び漏えいを監視する装置の構成に
関する説明書、検出器の取付箇所
を明示した図面並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書

計測装置の構成に関する説明書、
計測制御系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並びに計測範
囲及び警報動作範囲に関する説明
書

放射線管理用計測装置の構成に関
する説明書

放射線管理用計測装置の系統図及
び検出器の取付箇所を明示した図
面並びに計測範囲及び警報動作範
囲に関する説明書

第
3
5
条

安全保護装置 ○ ○ → ○ → →

第
3
5
条

安全保護装置 →

計測装置の構成に関する説明書、
計測制御系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並びに計測範
囲及び警報動作範囲に関する説明
書

第
3
6
条

反応度制御系
統及び原子炉
停止系統

× × → × →

第
3
6
条

反応度制御系
統及び原子炉
停止系統

→

第
3
7
条

制御材駆動装
置

× × → × →

第
3
7
条

制御材駆動装
置

→

技
術
基
準
規
則
の
追
加
・
変
更

に
対
し
て
抽
出
し
た
設
備
に
つ

い
て
，
各
条
文
へ
の
適
合
性
を

確
認
す
る
。

設
置
許
可
に
お
け
る
約
束
事
項
を
設
工
認
で
担
保
し
て
い
る

こ
と
を
「

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
（

本
文
（

五

号
）
）

と
の
整
合
性
に
関
す
る
説
明
書
」

に
て
説
明
す
る
。

設
置
許
可
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
を

設
工
認
で
担
保
し
て
い
る
こ
と
を
「

発
電

用
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
（

本
文
（

十
一

号
）
）

と
の
整
合
性
に
関
す
る
説
明
書
」

に
て
説
明
す
る
。
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-
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技術基準
規則の変
更の有無

技術基準規則と設工認添付書類との紐付き表（ＤＢ）

技術基準規則の
要求条文

各技術基準規則について適合性を説明する添付書類
技術基準規則の

要求条文
適合性確認

の要否
設備の
抽出

第
3
8
条

原子炉制御室
等

○ ○ → ○ → →

第
3
8
条

原子炉制御室
等

→

環境測定装置の構造図及び取付箇
所を明示した図面

中央制御室の機能に関する説明
書、中央制御室外の原子炉停止機
能及び監視機能並びに緊急時制御
室の機能に関する説明書

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び
熱除去についての計算書

中央制御室及び緊急時制御室の居
住性に関する説明書

構造図

第
3
9
条

廃棄物処理設
備等

× × → × →

第
3
9
条

廃棄物処理設
備等

→

設計及び工事に係
る品質マネジメン
トシステムに関す
る説明書

第
4
0
条

廃棄物貯蔵設
備等

× × → × →

第
4
0
条

廃棄物貯蔵設
備等

→

第
4
1
条

放射性物質に
よる汚染の防
止

× ○ → ○ → →

第
4
1
条

放射性物質に
よる汚染の防
止

→

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
4
2
条

生体遮蔽等 × ○ → ○ → →

第
4
2
条

生体遮蔽等 →

人が常時勤務し，又は頻繁に出入
りする原子力発電所内の場所にお
ける線量当量率に関する説明書

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
4
3
条

換気設備 × × → × →

第
4
3
条

換気設備 →

第
4
4
条

原子炉格納施
設

○ ○ → ○ → →

第
4
4
条

原子炉格納施
設

→

設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

原子炉格納施設の設計条件に関す
る説明書

原子炉格納施設の水素濃度低減性
能に関する説明書

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
4
5
条

保安電源設備 ○ ○ → ○ → →

第
4
5
条

保安電源設備 →

送電関係一覧図 単線結線図 設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

非常用発電装置の出力の決定に関
する説明書

常用電源設備の健全性に関する説
明書

機器等の配置を明示した図面及び
系統図

構造図

第
4
6
条

緊急時対策所 ○ ○ → ○ → →

第
4
6
条

緊急時対策所 →

通信連絡設備に関する説明書及び
取付箇所を明示した図面

緊急時対策所の設置場所を明示し
た図面及び機能に関する説明書

緊急時対策所の居住性に関する説
明書

第
4
7
条

警報装置等 ○ ○ → ○ → →

第
4
7
条

警報装置等 →

設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

通信連絡設備に関する説明書及び
取付箇所を明示した図面

使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及
び漏えいを監視する装置の構成に
関する説明書、検出器の取付箇所
を明示した図面並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書

中央制御室の機能に関する説明
書、中央制御室外の原子炉停止機
能及び監視機能並びに緊急時制御
室の機能に関する説明書

放射線管理用計測装置の構成に関
する説明書

放射線管理用計測装置の系統図及
び検出器の取付箇所を明示した図
面並びに計測範囲及び警報動作範
囲に関する説明書

緊急時対策所の設置場所
を明示した図面及び機能
に関する説明書

第
4
8
条

準用 ○ ○ → ○ → →

第
4
8
条

準用 →

発電用原子炉施設の火災防護に関
する説明書

強度に関する説明書 非常用発電装置の出力の決定に関
する説明書

常用電源設備の健全性に関する説
明書

 ※保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある条文

設
置
許
可
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
を

設
工
認
で
担
保
し
て
い
る
こ
と
を
「

発
電

用
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
（

本
文
（

十
一

号
）
）

と
の
整
合
性
に
関
す
る
説
明
書
」

に
て
説
明
す
る
。

設
置
許
可
に
お
け
る
約
束
事
項
を
設
工
認
で
担
保
し
て
い

る
こ
と
を
「

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
（

本
文
（

五

号
）
）

と
の
整
合
性
に
関
す
る
説
明
書
」

に
て
説
明
す

る
。

技
術
基
準
規
則
の
追
加
・

変
更
に
対
し
て
抽
出
し
た

設
備
に
つ
い
て
，
各
条
文

へ
の
適
合
性
を
確
認
す

る
。
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→

第
4
9
条

重大事故等対
処施設の地盤

→

耐震性に関する説明書 原子炉格納施設の基礎に関す
る説明書及びその基礎の状況
を明示した図面

→

第
5
0
条

地震による損
傷の防止

→

耐震性に関する説明書 発電用原子炉施設の自然現象
等による損傷の防止に関する
説明書

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

原子炉本体の基礎に関する説
明書及びその基礎の状況を明
示した図面

排気筒の基礎に関する説明書
及びその基礎の状況を明示し
た図面（自立型のものに限
る。）

原子炉格納施設の基礎に関す
る説明書及びその基礎の状況
を明示した図面

機器等の配置を明示した図面
及び系統図 設計及び工事に係

る品質マネジメン
トシステムに関す
る説明書

→

第
5
1
条

津波による損
傷の防止

→

耐震性に関する説明書 発電用原子炉施設の自然現象
等による損傷の防止に関する
説明書

取水口及び放水口に関する説
明書

環境測定装置の構造図及び取
付箇所を明示した図面

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
5
2
条

火災による損
傷の防止

→

耐震性に関する説明書 設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

発電用原子炉施設の火災防護
に関する説明書

機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
5
3
条

特定重大事故
等対処施設

→

主要設備の配置の状況を明示
した平面図及び断面図

単線結線図 発電用原子炉施設の自然現象
等による損傷の防止に関する
説明書

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

環境測定装置の取付箇所を明
示した図面

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

発電用原子炉施設の火災防護
に関する説明書

発電用原子炉施設の溢水防護
に関する説明書

発電用原子炉施設の蒸気ター
ビン、ポンプ等の損壊に伴う
飛散物による損傷防護に関す
る説明書

通信連絡設備に関する説明書
及び取付箇所を明示した図面

非常用照明に関する説明書及
び取付箇所を明示した図面

使用済燃料貯蔵槽の温度，水
位及び漏えいを監視する装置
の構成に関する説明書、検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

原子炉（圧力）容器の脆性破
壊防止に関する説明書

非常用炉心冷却設備その他原
子炉注水設備のポンプの有効
吸込水頭に関する説明書

計測装置の構成に関する説明
書、計測制御系統図及び検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

工学的安全施設等の起動（作
動）信号の設定値の根拠に関
する説明書

放射線管理用計測装置の系統
図及び検出器の取付箇所を明
示した図面並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明
書

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽
及び熱除去についての計算書

中央制御室の居住性に関する
説明書

圧力低減設備その他の安全設
備のポンプの有効吸込水頭に
関する説明書書

緊急時対策所の設置場所を明
示した図面及び機能に関する
説明書

緊急時対策所の居住性に関す
る説明書

耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
5
5
条

材料及び構造 →

原子炉（圧力）容器の脆性破
壊防止に関する説明書

強度に関する説明書

→

第
5
6
条
※

使用中の亀裂
等による破壊
の防止

→

→

第
5
7
条

安全弁等 →

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全弁及び逃がし弁の吹出量
計算書

安全弁の吹出量計算書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
5
8
条
※

耐圧試験等 →

→

第
5
9
条

緊急停止失敗
時に発電用原
子炉を未臨界
にするための
設備

→

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

工学的安全施設等の起動（作
動）信号の起動（作動）回路
の説明図及び設定値の根拠に
関する説明書

発電用原子炉の運転を管理す
るための制御装置に係る制御
方法に関する説明書

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
6
0
条

原子炉冷却材
圧力バウンダ
リ高圧時に発
電用原子炉を
冷却するため
の設備

→

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
6
1
条

原子炉冷却材
圧力バウンダ
リを減圧する
ための設備

→

単線結線図 設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

工学的安全施設等の起動(作
動)信号の起動(作動)回路の説
明図及び設定値の根拠に関す
る説明書

発電用原子炉の運転を管理す
るための制御装置に係る制御
方法に関する説明書

機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
6
2
条

原子炉冷却材
圧力バウンダ
リ低圧時に発
電用原子炉を
冷却するため
の設備

→

取水口及び放水口に関する説
明書

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
6
3
条

最終ヒートシ
ンクへ熱を輸
送するための
設備

→

取水口及び放水口に関する説
明書

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

原子炉格納施設の設計条件に
関する説明書

非常用発電装置の出力の決定
に関する説明書

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

技術基準規則と設工認添付書類との紐付き表（ＳＡ）

技術基準規則の
要求条文

→

各技術基準規則について適合性を説明する添付書類

→
重大事故等対
処設備

第
5
4
条

設
置
許
可
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
を
設

工
認
で
担
保
し
て
い
る
こ
と
を
「

発
電
用
原

子
炉
の
設
置
の
許
可
（

本
文
（

十
一
号
）
）

と
の
整
合
性
に
関
す
る
説
明
書
」

に
て
説
明

す
る
。
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技術基準規則と設工認添付書類との紐付き表（ＳＡ）

技術基準規則の
要求条文

各技術基準規則について適合性を説明する添付書類

→

第
6
4
条

原子炉格納容
器内の冷却等
のための設備

→

取水口及び放水口に関する説
明書

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

原子炉格納施設の設計条件に
関する説明書

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
6
5
条

原子炉格納容
器の過圧破損
を防止するた
めの設備

→

取水口及び放水口に関する説
明書

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

原子炉格納施設の設計条件に
関する説明書

非常用発電装置の出力の決定
に関する説明書

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

設計及び工事に係
る品質マネジメン
トシステムに関す
る説明書

→

第
6
6
条

原子炉格納容
器下部の溶融
炉心を冷却す
るための設備

→

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

原子炉格納施設の設計条件に
関する説明書

強度に関する説明書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

計測装置の構成に関する説明
書、計測制御系統図及び検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

放射線管理用計測装置の構成
に関する説明書

放射線管理用計測装置の系統
図及び検出器の取付箇所を明
示した図面並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明
書

原子炉格納施設の設計条件に
関する説明書

原子炉格納施設の水素濃度低
減性能に関する説明書

非常用発電装置の出力の決定
に関する説明書

強度に関する説明書

機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
6
8
条

水素爆発によ
る原子炉建屋
等の破損を防
止するための
設備

→

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

計測装置の構成に関する説明
書、計測制御系統図及び検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

原子炉格納施設の設計条件に
関する説明書

原子炉格納施設の水素濃度低
減性能に関する説明書

機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

取水口及び放水口に関する説
明書

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

使用済燃料貯蔵槽の温度、水
位及び漏えいを監視する装置
の構成に関する説明書、検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

燃料取扱設備、新燃料貯蔵設
備及び使用済燃料貯蔵設備の
核燃料物質が臨界に達しない
ことに関する説明書

使用済燃料運搬用容器、使用
済燃料貯蔵槽及び使用済燃料
貯蔵用容器の冷却能力に関す
る説明書

使用済燃料貯蔵槽の水深の遮
蔽能力に関する説明書

放射線管理用計測装置の構成
に関する説明書

放射線管理用計測装置の系統
図及び検出器の取付箇所を明
示した図面並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明
書

機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
7
0
条

工場外への放
射性物質の拡
散を抑制する
ための設備

→

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

原子炉格納施設の設計条件に
関する説明書

機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
7
1
条

重大事故等の
収束に必要と
なる水の供給
設備

→

取水口及び放水口に関する説
明書

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

原子炉格納施設の設計条件に
関する説明書

機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
7
2
条

電源設備 →

単線結線図 設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

非常用発電装置の出力の決定
に関する説明書

機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
7
3
条

計測装置 →

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

使用済燃料貯蔵槽の温度、水
位及び漏えいを監視する装置
の構成に関する説明書、検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

計測装置の構成に関する説明
書、計測制御系統図及び検出
器の取付箇所を明示した図面
並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

放射線管理用計測装置の構成
に関する説明書

放射線管理用計測装置の系統
図及び検出器の取付箇所を明
示した図面並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明
書

→

第
7
4
条

原子炉制御室 →

設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

非常用照明に関する説明書及
び取付箇所を明示した図面

中央制御室の機能に関する説
明書、中央制御室外の原子炉
停止機能及び監視機能並びに
緊急時制御室の機能に関する
説明書

管理区域の出入管理設備及び
環境試料分析装置に関する説
明書

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽
及び熱除去についての計算書

中央制御室及び緊急時制御室
の居住性に関する説明書

機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

水素爆発によ
る原子炉格納
容器の破損を
防止するため
の設備

第
6
7
条

→ 設
置
許
可
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
を
設
工
認
で

担
保
し
て
い
る
こ
と
を
「

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の

許
可
（

本
文
（

十
一
号
）
）

と
の
整
合
性
に
関
す
る

説
明
書
」

に
て
説
明
す
る
。

→
使用済燃料貯
蔵槽の冷却等
のための設備

第
6
9
条

→

5
-
1
0



技術基準規則と設工認添付書類との紐付き表（ＳＡ）

技術基準規則の
要求条文

各技術基準規則について適合性を説明する添付書類

単線結線図 設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

環境測定装置の構造図及び取
付箇所を明示した図面

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

放射線管理用計測装置の構成
に関する説明書

放射線管理用計測装置の系統
図及び検出器の取付箇所を明
示した図面並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明
書

管理区域の出入管理設備及び
環境試料分析装置に関する説
明書

非常用発電装置の出力の決定
に関する説明書

機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

設計及び工事に係
る品質マネジメン
トシステムに関す
る説明書

単線結線図 設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

通信連絡設備に関する説明書
及び取付箇所を明示した図面

放射線管理用計測装置の構成
に関する説明書

放射線管理用計測装置の系統
図及び検出器の取付箇所を明
示した図面並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明
書

管理区域の出入管理設備及び
環境試料分析装置に関する説
明書

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽
及び熱除去についての計算書

非常用発電装置の出力の決定
に関する説明書

緊急時対策所の設置場所を明
示した図面及び機能に関する
説明書

緊急時対策所の居住性に関す
る説明書

耐震性に関する説明書 機器等の配置を明示した図面
及び系統図

構造図

→

第
7
7
条

通信連絡を行
うために必要
な設備

→

安全設備及び重大事故等対処
設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

通信連絡設備に関する説明書
及び取付箇所を明示した図面

中央制御室の機能に関する説
明書、中央制御室外の原子炉
停止機能及び監視機能並びに
緊急時制御室の機能に関する
説明書

緊急時対策所の設置場所を明
示した図面及び機能に関する
説明書

耐震性に関する説明書

→

第
7
8
条

準用 →

非常用発電装置の出力の決定
に関する説明書

強度に関する説明書

 ※保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある条文

設
置
許
可
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
を
設
工
認
で

担
保
し
て
い
る
こ
と
を
「

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の

許
可
（

本
文
（

十
一
号
）
）

と
の
整
合
性
に
関
す
る

説
明
書
」

に
て
説
明
す
る
。

緊急時対策所

第
7
6
条

→ →

監視測定設備

第
7
5
条

→ →

5
-
1
1
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

施

設

共

通 

送電関係一覧図 ○ × 保安電源設備等の基準変更箇所

への適合性を説明するため添付

する。 

急傾斜地崩壊危険区域内において行

う制限工事に係る場合は，当該区域

内の急傾斜地（急傾斜地の崩壊によ

る災害の防止に関する法律第二条第

一項に規定するものをいう。以下同

じ。）の崩壊の防止措置に関する説明

書 

× × 急傾斜地崩壊危険区域の対象が

ないため添付しない。 

工場又は事業所の概要を明示した地

形図 

○ × 発電所敷地境界，炉心位置を示

した地形図であるが，施設時か

ら変更を行っていないため新規

制基準対応に合わせて添付す

る。 

主要設備の配置の状況を明示した平

面図及び断面図 

○ ○ 設計基準対象施設の基準変更箇

所への適合性及び重大事故等対

処設備の要求事項への適合性の

説明のため添付する。 

単線結線図（接地線（計器用変成器

を除く。）については電線の種類，太

さ及び接地の種類も併せて記載する

こと。） 

○ ○ 設計基準対象施設の基準変更箇

所への適合性及び重大事故等対

処設備の要求事項への適合性の

説明のため添付する。 

新技術の内容を十分に説明した書類 × × 技術基準規則及びその解釈に基

づかない設備を施設しないため

添付しない。 

発電用原子炉施設の熱精算図 × × 原子炉熱出力，蒸気タービン系

のヒートバランスに係る技術基

準規則及びその解釈に変更はな

いため添付しない。 

熱出力計算書 × × 原子炉制御系，原子炉熱出力に

係る技術基準規則及びその解釈

に変更はないため添付しない。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

施

設

共

通 

発電用原子炉の設置の許可との整合

性に関する説明書 

○ ○ 設置変更許可の許可事項が，工

事計画としての認可事項として

記載されていること及びそれら

の技術基準適合性の確認のため

添付する。 

排気中及び排水中の放射性物質の濃

度に関する説明書 

× × 通常運転時における排気中及び

排水中の放射性物質の濃度に係

る技術基準規則及びその解釈に

変更はないため添付しない。 

人が常時勤務し，又は頻繁に出入す

る工場又は事業所内の場所における

線量に関する説明書 

× ○ 高圧代替注水系の設置に伴い線

量区分に変更があるため添付す

る。 

発電用原子炉施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する説明書 

○ ○ 外部からの衝撃による損傷の防

止，津波による損傷の防止に関

する基準変更箇所への適合性を

説明するため添付する。 

放射性物質により汚染するおそれが

ある管理区域（第二条第二項第四号

に規定する管理区域のうち，その場

所における外部放射線に係る線量の

みが同号の規定に基づき告示する線

量を超えるおそれがある場所を除い

た場所をいう。）並びにその地下に施

設する排水路並びに当該排水路に施

設する排水監視設備及び放射性物質

を含む排水を安全に処理する設備の

配置の概要を明示した図面 

× × 放射性物質により汚染するおそ

れがある管理区域及びその地下

に施設する一般排水路（湧水

等），廃棄物処理系統の放出ライ

ンの配置及び監視，放射性物質

を安全に処理する設備に係る技

術基準規則及びその解釈に変更

はないため添付しない。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

施

設

共

通 

取水口及び放水口に関する説明書 ○ ○ 設計基準対象施設としての取水

機能及び重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備として海

水を利用することからその取水

機能を説明するため添付する。 

設備別記載事項のうち，容量又は注

入速度，最高使用圧力，最高使用温

度，個数，再結合効率，加熱面積，伝

熱面積，揚程又は吐出圧力，原動機

の出力，外径，閉止時間，漏えい率，

制限流量，落下速度，駆動速度及び

挿入時間，効率，吹出圧力，慣性定

数，回転速度半減時間，慣性モーメ

ント，設定破裂圧力並びに設計温度

の設定根拠に関する説明書 

○ ○ 機器等に要求される仕様設定根

拠について説明するため添付す

る。 

環境測定装置（放射線管理用計測装

置に係るものを除く。）の構造図及び

取付箇所を明示した図面 

○ ○ 津波監視設備，気象観測装置等

の構造及び取り付け箇所を説明

するため添付する。 

クラス 1 機器（技術基準規則第二条

第二項第三十三号口に規定するクラ

ス 1 機器 

をいう。）及び炉心支持構造物の応力

腐食割れ対策に関する説明書（クラ

ス 1 機器にあっては，支持構造物を

含めて記載すること。） 

○ × 原子炉冷却材圧力バウンダリの

拡大部分の応力腐食割れ対策に

関する適合性を説明するため添

付する。 

安全設備（技術基準規則第二条第二

項第九号に規定する安全設備をい

う。）及び重大事故等対処設備（設置

許可基準規則第二条第二項第十四号

に規定する重大事故等対処設備をい

う。）が使用される条件の下における

健全性に関する説明書 

○ ○ 原子炉冷却材圧力バウンダリの

拡大部分等及び重大事故等対処

設備が使用される環境条件等，

発電所への立ち入り防止につい

ての適合性を説明するため添付

する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

施

設

共

通 

発電用原子炉施設の火災防護に

関する説明書 

○ ○ 火災による損傷防止の基準変更箇

所への適合性を説明するため添付

する。 

発電用原子炉施設の溢水防護に

関する説明書 

○ ○ 溢水等による損傷防止の基準追加

箇所への適合性を説明するため添

付する。 

発電用原子炉施設の蒸気タービ

ン，ポンプ等の損壊に伴う飛散物

による損傷防護に関する説明書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故等

対処設備のタービンミサイル・配管

破断防護設計についての適合性を

説明するため添付する。 

通信連絡設備に関する説明書及

び取付箇所を明示した図面 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故等

対処設備に関する基準変更箇所へ

の適合性を説明するため添付する。 

安全避難通路に関する説明書及

び安全避難通路を明示した図面 

○ × 安全避難通路等の基準変更箇所へ

の適合性を説明するため添付する。 

非常用照明に関する説明書及び

取付箇所を明示した図面 

○ ○ 非常用照明の基準変更箇所への適

合性を説明するため添付する。 

原

子

炉

本

体 

耐震性に関する説明書 ○ ○ 地震による損傷の防止の基準変更

箇所への適合性を説明するため添

付する。（重大事故等対処設備として

の評価については兼用先の要求） 

強度に関する説明書 × ○ 対象施設に係る技術基準規則及び

その解釈に変更はないため添付し

ない。（重大事故等対処設備としての

評価については兼用先の要求） 

構造図 × ○ 既工事計画にて提出済みであるた

め既工認の読み込みしたリストを

添付する。（兼用先の要求） 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

原

子

炉

本

体 

原子炉本体の基礎に関する説明書及

びその基礎の状況を明示した図面 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所への適合性を説明するた

め添付する。（重大事故等対処設

備としての評価については兼用

先の要求） 

監視試験片の取付箇所を明示した図

面 

× × 監視試験片の取付箇所に係る技

術基準規則及びその解釈に変更

はないため添付しない。 

原子炉（圧力）容器の脆性破壊防止

に関する説明書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての適合性を説

明するため添付する。（重大事故

等対処設備としての評価につい

ては兼用先の要求） 

工事の方法 ○ × 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 

核

燃

料

物

質

の

取

扱

施

設

及

び

貯

蔵

施

設 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

に係る機器の配置を明示した図面及

び系統図 

× ○ 重大事故等対処設備としての要

求事項を満たす配置及び系統で

あることを説明するため添付す

る。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所及び重大事故等対処設備

としての地震による損傷防止に

対する適合性を説明するため添

付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

× ○ 重大事故等対処設備としての材

料・構造に関する適合性を説明

するため添付する。 

構造図 ○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす構造であることを説明す

るため添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

核

燃

料

物

質

の

取

扱

施

設

及

び

貯

蔵

施

設 

 

使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び

漏えいを監視する装置の構成に関す

る説明書，検出器の取付箇所を明示

した図面並びに計測範囲及び警報動

作範囲に関する説明書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たすことを説明するため添付

する。 

使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監

視する装置の構成に関する説明書，

検出器の取付箇所を明示した図面並

びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書 

× × 対象施設に係る技術基準規則及

びその解釈に変更はないため添

付しない。 

燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備及び

使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が

臨界に達しないことに関する説明書 

× ○ 使用済燃料貯蔵設備の重大事故

等時における未臨界性について

説明するため添付する。 

燃料体等又は重量物の落下による使

用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損

の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能

喪失の防止に関する説明書 

○ × 燃料体又は重量物落下による使

用済燃料貯蔵槽等の機能喪失防

止に対する適合性を説明するた

め添付する。 

使用済燃料運搬用容器，使用済燃料

貯蔵槽及び使用済燃料貯蔵用容器の

冷却能力に関する説明書 

× ○ 使用済燃料貯蔵槽の重大事故等

時における冷却能力について説

明するため添付する。 

使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力

に関する説明書 

× ○ 使用済燃料貯蔵糟の重大事故等

時における遮蔽能力について説

明するため添付する。 

使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽

材及び使用済燃料貯蔵用容器の放射

線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去

についての計算書 

× × 対象施設に係る技術基準規則及

びその解釈に変更はないため添

付しない。 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

原

子

炉

冷

却

系

統

施

設 

原子炉冷却系統施設に係る機器の配

置を明示した図面及び系統図 

○ ○ 重大事故等対処設備としての要

求事項を満たす配置及び系統に

ついて説明するため添付する。 

蒸気タービンの給水処理系統図 × × 蒸気タービンの給水処理系統に

係る技術基準規則及びその解釈

に変更はないため添付しない。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所及び重大事故等対処設備

としての適合性を説明するため

添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

○ ○ 設計基準対象施設（新内規への

適合性）及び重大事故等対処設

備としての材料・構造に関する

適合性を説明するため添付す

る。 

構造図 ○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす構造であることを説明す

るため添付する。 

原子炉格納容器内の原子炉冷却材又

は一次冷却材の漏えいを監視する装

置の構成に関する説明書，検出器の

取付箇所を明示した図面並びに計測

範囲及び警報動作範囲に関する説明

書 

○ × 原子炉冷却材圧力バウンダリの

拡大に伴い，その拡大によって

も漏えい検知が可能であること

について説明する。 

蒸気発生器及び蒸気タービンの基礎

に関する説明書及びその基礎の状況

を明示した図面 

× × 技術基準規則及びその解釈に基

づき，蒸気タービンの基礎部が

十分な強度を有していることを

証明するものであるが，技術基

準規則及びその解釈に変更はな

いため添付しない。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

原

子

炉

冷

却

系

統

施

設 

流体振動又は温度変動による損傷の

防止に関する説明書 

○ × 原子炉冷却材圧力バウンダリの

拡大部分に対する流体振動又は

温度変動による損傷防止への適

合性を説明するため添付する。 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注

水設備のポンプの有効吸込水頭に関

する説明書 

× ○ 重大事故等対処設備としての要

求事項を満たすことを説明する

ため添付する。 

蒸気タービンの制御方法に関する説

明書 

× × 蒸気タービンの制御方法に係る

技術基準規則及びその解釈に変

更はないため添付しない。 

蒸気タービンの振動管理に関する説

明書 

× × 蒸気タービンの振動管理に係る

技術基準規則及びその解釈に変

更はないため添付しない。 

蒸気タービンの冷却水の種類及び冷

却水として海水を使用しない場合

は，可能取水量を記載した書類 

× × 蒸気タービンの冷却水の種類及

び冷却水としての海水使用に係

る技術基準規則及びその解釈に

変更はないため添付しない。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書

（バネ式のものに限る。） 

○ ○ 重大事故等対処設備としての要

求事項を満たすことを説明する

ため添付する。設計基準対象施

設に関しては，実用発電用原子

炉の設置，運転等に関する規則

（別表第二）の改正に伴い添付

する。 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

計

測

制

御

系

統

施

設 

 

 

計測制御系続施設に係る機器（計測

装置を除く。）の配置を明示した図面

及び系統図 

× ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす配置及び系統について説

明するため添付する。 

制御能力についての計算書（最大反

応度価値，反応度制御能力，停止余

裕，負の反応度添加率，ほう酸及び

ほう酸水の貯蔵量並びにほう素濃度

の根拠に関する説明を併記するこ

と。） 

× × 制御能力及び最大反応度価値，

ほう酸貯蔵量等に係る技術基準

規則及びその解釈に変更はない

ため添付しない。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所及び重大事故等対処設備

としての適合性を説明するため

添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

○ ○ 重大事故等対処設備としての材

料・構造に関する適合性を説明

するため添付する。 

構造図 ○ ○ 重大事故等対処設備としての要

求事項を満たす構造であること

を説明するため添付する。 

計測装置の構成に関する説明書，計

測制御系統図及び検出器の取付箇所

を明示した図面並びに計測範囲及び

警報動作範囲に関する説明書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たすことを説明するため添付

する。 

原子炉非常停止信号の作動回路の説

明図及び設定値の根拠に関する説明

書 

× × 原子炉非常停止信号の作動回路

の説明図及び設定値の根拠に係

る技術基準規則及びその解釈に

変更はないため添付しない。 

工学的安全施設等の起動（作動）信

号の起動（作動）回路の説明図及び

設定値の根拠に関する説明書 

× ○ 重大事故等時における作動回路

の追加に伴う適合性を説明する

ため添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要

否 

（ DB,SA 毎

○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

計

測

制

御

系

統

施

設 

デジタル制御方式を使用する安全保

護系等の適用に関する説明書 

× × 対象施設に係る技術基準規則及びそ

の解釈に変更はないため添付しない。 

発電用原子炉の運転を管理するため

の制御装置に係る制御方法に関する

説明書 

× ○ 重大事故等対処設備としての要求事

項を満たすことを説明するため添付

する。 

中央制御室の機能に関する説明書，

中央制御室外の原子炉停止機能及び

監視機能並びに緊急時制御室の機能

に関する説明書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故等対

処設備としての中央制御室の監視機

能等への適合性を説明するため添付

する。 

安全弁の吹出量計算書（バネ式のも

のに限る。） 

○ ○ 重大事故等対処設備としての要求事

項を満たすことを説明するため添付

する。設計基準対象施設に関して

は，実用発電用原 

子炉の設置，運転等に関する規則

（別表第二）の改正に伴い添 

付する。 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説明の

ため添付する。 

放

射

性

廃

棄

物

の

廃

棄

施

設 

放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器

（流体状の放射性廃棄物の漏えいの

検出装置及び自動警報装置並びに排

気筒を除く。）の配置を明示した図面

及び系統図 

× × 対象施設に係る技術基準規則及びそ

の解釈に変更はないため添付しない。 

排気筒の設置場所を明示した図面 × ○ 重大事故等対処設備としての要求事

項を満たすことを説明するため添付

する。（重大事故等対処設備としての

評価は兼用先の要求） 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変更箇

所及び重大事故等対処設備（兼用先の

要求）としての適合性を説明するため

添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

放

射

性

廃

棄

物

の

廃

棄

施

設 

強度に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

× × 対象施設が無いため添付しな

い。 

構造図 × ○ 重大事故等対処設備（兼用先の

要求）としての要求事項を満た

す構造であることを説明するた

め添付する。 

排気筒の基礎に関する説明書及びそ

の基礎の状況を明示した図面（自立

型のものに限る。） 

〇 ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所の適合性を説明及び，重

大事故等対処設備（兼用先の要

求）としての要求事項を満たす

構造であることを説明するため

添付する。 

流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡

大防止能力及び施設外への漏えい防

止能力についての計算書 

× × 対象施設に係る技術基準規則及

びその解釈に変更はないため添

付しない。 

固体廃棄物処理設備における放射性

物質の散逸防止に関する説明書 

× × 同上 

放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮

蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去につ

いての計算書 

× × 対象施設に係る技術基準規則及

びその解釈に変更はないため添

付しない。 

流体状の放射性廃棄物の漏えいの検

出装置及び自動警報装置の構成に関

する説明書，検出器の取付箇所を明

示した図面並びに計測範囲及び警報

動作範囲に関する説明書 

× × 対象施設に係る技術基準規則及

びその解釈に変更はないため添

付しない。 

工事の方法 ○ × 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

放

射

線

管

理

施

設 

放射線管理施設に係る機器（放射線

管理用計測装置を除く。）の配置を明

示した図面及び系統図 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項 

を満たす配置について説明する

ため添付する。 

放射線管理用計測装置の構成に関す

る説明書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たすことを説明するため添付

する。 

放射線管理用計測装置の系統図及び

検出器の取付箇所を明示した図面並

びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書 

○ ○ 同上 

管理区域の出入管理設備及び環境試

料分析装置に関する説明書 

× ○ 重大事故等時における環境試料

分析等について説明するため添

付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所及び重大事故等対処設備

としての適合性を説明するため

添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

× ○ 重大事故等対処設備としての材

料・構造に関する適合性を説明

するため添付する。 

構造図 ○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす構造であることを説明す

るため添付する。 

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱

除去についての計算書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等時における中央制御室及び緊

急時対策所の生体遮蔽装置の遮

蔽性能等について説明するため

添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

放

射

線

管

理

施

設 

中央制御室及び緊急時制御室の居住

性に関する説明書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等時における中央制御室の居住

性に対する適合性を説明するた

め添付する。 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 

原

子

炉

格

納

施

設 

 

原子炉格納施設に係る機器の配置を

明示した図面及び系統図 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす配置及び系統について説

明するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所及び重大事故等対処設備

としての適合性を説明するため

添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての材料・構造

に関する適合性を説明するため

添付する。 

構造図 ○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての材料・構造

に関する適合性を説明するため

添付する。 

原子炉格納施設の設計条件に関する

説明書（原子炉格納容器本体の脆性

破壊防止に関する説明を併せて記載

すること。） 

○ ○ 設計基準対象施設として変更の

ないこと及び重大事故等時にお

ける格納容器の機能を説明する

ため添付する。 

原子炉格納施設の水素濃度低減性能

に関する説明書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等時における格納容器内水素濃

度低減に関する適合性を説明す

るため添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

原

子

炉

格

納

施

設 

原子炉格納施設の基礎に関する説明

書及びその基礎の状況を明示した図

面 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所の適合性を説明するため

添付する。 

圧力低減設備その他の安全設備のポ

ンプの有効吸込水頭に関する説明書 

× ○ 重大事故等対処設備としての要

求事項を満たすことを説明する

ため添付する。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書

（バネ式のものに限る。） 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たすことを説明するため添付

する。 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 

非

常

用

電

源

設

備 

 

 

非常用電源設備に係る機器の配置を

明示した図面及び系統図 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす配置及び系統について説

明するため添付する。 

非常用発電装置の出力の決定に関す

る説明書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす非常用電源設備の出力に

ついて説明するために添付する。 

燃料系統図 × × 燃料系統図に関しては「非常用電

源設備に係る機器の配置を明示

した図面及び系統図」に含める整

理としていることから添付しな

い。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所及び重大事故等対処設備

としての適合性を説明するため

添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

非

常

用

電

源

設

備 

強度に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての材料・構造に

関する適合性を説明するため添

付する。 

構造図 ○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす構造であることを説明す

るため添付する。 

安全弁の吹出量計算書（バネ式のも

のに限る。） 

× ○ 重大事故等対処設備としての要

求事項を満たすことを説明する

ため添付する。 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 

常

用

電

源

設

備 

常用電源設備に係る機器の配置を明

示した図面 

○ × 保安電源設備の基準変更箇所へ

の適合性を説明するため添付す

る。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

× × 地震による損傷の防止の基準変

更箇所の適合性については，「常

用電源設備の健全性に関する説

明書」にて，基本方針を説明する。 

常用電源設備の健全性に関する説明

書 

○ × 保安電源設備の基準変更箇所へ

の適合性を説明するため添付す

る。 

電磁誘導電圧計算書（電圧十七万ボ

ルト以上の電力系統に係る中性点設

置装置の工事を含む場合に限る。） 

× × 設備に係る技術基準規則及びそ

の解釈に変更はないため添付し

ない。 

短絡強度計算書 × × 同上 

三相短絡容量計算書 × × 同上 

工事の方法 ○ × 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

補

助

ボ

イ

ラ

ー 

補助ボイラーに附属する主配管の配

置の概要を明示した図面及び系統図 

× × 対象施設に係る技術基準規則及

びその解釈に変更はないため添

付しない。 

水循環系統図 × × 同上 

補助ボイラーに属する燃料系統図 × × 同上 

強度に関する説明書 × × 同上 

構造図 × × 同上 

補助ボイラーの基礎に関する説明書 × × 同上 

制御方法に関する説明書 × × 同上 

安全弁の吹出量計算書（バネ式のも

のに限る。） 

× × 同上 

工事の方法 ○ × 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 

火

災

防

護

設

備 

 

 

火災防護設備に係る機器の配置を明

示した図面及び系統図 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備を火災より防護する

設備としての要求事項を満たす

配置及び系統について説明する

ため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所の適合性を説明するため

添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備を火災より防護する

設備としての材料・構造に関す

る適合性を説明するため添付す

る。 

構造図 ○ ○ 設計基準対象施設としての要求

事項を満たす構造であることを

説明するため添付する。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書

（バネ式のものに限る。） 

× × 対象となる安全弁がないため添

付しない。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

火

災

防

護

設

備 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 

浸

水

防

護

施

設 

 

浸水防護施設に係る機器の配置を明

示した図面及び系統図 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備を浸水より防護する

設備としての要求事項を満たす

配置及び系統について説明する

ため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所の適合性を説明するため

添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備を浸水より防護する

設備としての要求事項を満たす

構造・強度を有していることを

説明するため添付する。 

構造図 ○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備を浸水より防護する

設備としての要求事項を満たす

構造であることを説明するため

添付する。 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

補

機

駆

動

用

燃

料 

設

備 

補機駆動用燃料設備に係る機器の配

置を明示した図面及び系統図 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす配置及び系統について説

明するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所及び重大事故等対処設備

としての適合性を説明するため

添付する。 

強度に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての材料・構造

に関する適合性を説明するため

添付する。 

構造図 ○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす構造であることを説明す

るため添付する。 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 

非

常

用

取

水

設

備 

非常用取水設備の配置を明示した図

面 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす配置について説明するた

め添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 地震による損傷の防止の基準変

更箇所への適合性を説明するた

め添付する。 

構造図 ○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす構造であることを説明す

るため添付する。 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 
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工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について 

施

設 

区

分 

添付書類名称（別表第二の記載） 

 

 

工認記載要否 

（DB,SA 毎○,×） 

添付書類の添付の考え方 

７号機 

DB SA 

敷

地

内

土

木

構

造

物 

斜面安定性に関する説明書（地震に

よる斜面の崩壊の防止措置を実施す

る場合のものに限る。） 

× × 対象施設がないため添付しな

い。 

工事の方法 × × 同上 

緊

急

時

対

策

所 

 

緊急時対策所の設置場所を明示した

図面及び機能に関する説明書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての要求事項を

満たす配置及び機能について説

明するため添付する。 

耐震性に関する説明書（支持構造物

を含めて記載すること。） 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての地震による

損傷の防止への適合性について

説明するため添付する。 

緊急時対策所の居住性に関する説明

書 

○ ○ 設計基準対象施設及び重大事故

等時における緊急時対策所の居

住性に対する適合性を説明する

ため添付する。 

工事の方法 ○ ○ 工事の方法に対する適合性の説

明のため添付する。 

 


